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パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

パブリックコメントによる意見及び市の考え方

1 パブリックコメント実施期間　　令和４年８月２日（火）から令和４年８月３１日（水）

2 意見数　　６２名、３２件

3 ご意見に対する市の考え方　次の表のとおり

4 ご意見に基づく対応　№1の意見を踏まえ、一部追記いたします。

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

1

都市計画道路については、所与の前提として変更しないような記載の印象を受けますが、社会経済環境の変化を

受けて現実的かつ柔軟に計画を見直すことをマスタープランに明記した上で、実際に柔軟な見直しをして頂きた

いと思います。

細かくはマスタープランでの議論ではないとは思いますが、一例として以下のような検討をすべきではないかと

考えます。

１．計画上、初富交差点から分岐する市道３・４・６号は県道千葉鎌ケ谷松戸線を残したまま整備することは今

後も実質的に実現困難と思われるため、代替的に３・４・８号と接続して県道と交差する形に変更してはどう

か？

２．大仏交差点よりも北東側の、木下街道と風間街道の分岐路付近、およびその手前の東鎌ヶ谷3丁目方面への

バス路線のある道路の交差点（信号無し）が重なるエリアの渋滞が特に激しい。また、交通量の多い木下街道に

鎌ケ谷大仏駅前の踏切が今後も残ることも問題。このため、市道３・４・３号を東に延長して新京成線を立体交

差した上でこの大仏交差点北東地点に接続し、一体的に交差点を改良してはどうか？

３．新鎌ヶ谷駅付近の渋滞緩和のため、市道３・３・１６号は、東に延長して３・４・６号と接続すべき。西側

方面への延長も望まれるが、新鎌ヶ谷駅西側の開発計画策定の中でこれを検討すべき。

　都市計画道路の見直しは、「千葉県都市計画道路見直しガイドライン」にも「交通需要の変

化、まちづくりの方向性の変化への対応」とありますように、本市においては、北千葉道路の

今後の具体化に伴い、道路ネットワーク等を検証する必要性が生じた場合など、ご提案内容も

含め見直しについて検討していくものと考えております。

　本件については、ご意見のとおり、都市計画マスタープランにも明記した上で、今後検討に

取り組んでいくことが望ましいと考えますので、鎌ケ谷市都市計画マスタープラン（案）45

ページに、次のとおり追記いたします。

・長期未整備都市計画道路については、交通需要の変化や、まちづくりの方向性の変化への対

応など、必要が生じた場合は見直しを検討します。

有

2

県道船船取線を遮断しないでください。遮断はさらなる交通渋滞を招き、鎌ヶ谷中心部の衰退につながりかねま

せん。

いろいろと工夫の余地はあると思います。よろしくお願いします。

　都市計画マスタープランは「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、まちづくり

の大きな方向性を示すものです。そのため、道路整備における詳細な構造などを決定するもの

ではありません。

　北千葉道路の交差点となる船橋我孫子バイパス線は、本市の道路ネットワークにおいて、中

心市街地である新鎌ケ谷、初富、東武鎌ケ谷駅周辺の通過交通を転換する目的の都市計画道路

であり、道路幅員が１８ｍ、うち歩道が両側に３ｍから４ｍ程度あり、一定の歩行者の安全確

保がされ、市内でも有数の幹線道路です。一方で現在の県道船橋我孫子線は、船橋我孫子バイ

パス線と比較して幅員や歩道も狭く、船橋我孫子バイパス線と比較にならないほど、各所で日

常的に渋滞が発生している状況にあります。

　将来、北千葉道路が供用されますと、市内の生活道路の通過交通が軽減され交通の移動円滑

化が図られ、市民の生活環境の向上並びに市全体の均衡ある発展に大きく寄与するものと考え

ています。

　なお、県道船橋我孫子線を利用する歩行者や自転車については、迂回することなく北千葉道

路を横断できるよう、事業実施段階において、市民の皆様が利用しやすい道路形態となるよう

立体横断施設の設置を検討していただけるよう国・県へ要望しています。

無

1



パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

3

船取線は本線とバイパス線両方とも利用可能へと変更を求める意見

P50　交通体系整備方針図をみますと、県道船取線が、464号線との交差部で遮断される方針となっています。

この将来の姿が公表されることで、鎌ケ谷市の中心商業エリアの価値は大きく損なわれます。これまで、船取線

を軸に形成されてきた都市軸を壊してしまいます。

　南北主要路線である船取線は、本線とバイパス線両方とも利用可能にしてください。中央消防署前交差点では

将来にわたって船取線直進を現状のまま維持してください。今後設置するバイパス線に関しては、平面交差がダ

メであれば、立体交差を前提に、464号線交差部の在り方を検討し直してください。

（理由）

1．北千葉道路一般部によって船取線が左折だけで直進できなくなる計画はとりわけ新鎌ケ谷エリアの商業施設

の将来にかげりを感じさせ、不利益をもたらします。

2．船取線遮断によって、船取線からバイパスに移ろうとする車両は、住宅地を抜け道として利用し、市民生活

は危険にさらされます。

3．鎌ケ谷警察署前は、バイパス利用の車両で常に渋滞します。

4．バイパス線に車両が流れ込むことで、バイパス沿線に暮らす市民には危険が増します。

5．バイパス線では、丸山アンダーパスは降雨時冠水しやすく、稲荷西交差点は渋滞で動けなくなっています。

船取線を新鎌ケ谷で遮断することにより、バイパス線に負荷が増し道路網は現状より弱体化します。

№2と同じ回答となります。

　都市計画マスタープランは「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、まちづくり

の大きな方向性を示すものです。そのため、道路整備における詳細な構造などを決定するもの

ではありません。

　北千葉道路の交差点となる船橋我孫子バイパス線は、本市の道路ネットワークにおいて、中

心市街地である新鎌ケ谷、初富、東武鎌ケ谷駅周辺の通過交通を転換する目的の都市計画道路

であり、道路幅員が１８ｍ、うち歩道が両側に３ｍから４ｍ程度あり、一定の歩行者の安全確

保がされ、市内でも有数の幹線道路です。一方で現在の県道船橋我孫子線は、船橋我孫子バイ

パス線と比較して幅員や歩道も狭く、船橋我孫子バイパス線と比較にならないほど、各所で日

常的に渋滞が発生している状況にあります。

　将来、北千葉道路が供用されますと、市内の生活道路の通過交通が軽減され交通の移動円滑

化が図られ、市民の生活環境の向上並びに市全体の均衡ある発展に大きく寄与するものと考え

ています。

　なお、県道船橋我孫子線を利用する歩行者や自転車については、迂回することなく北千葉道

路を横断できるよう、事業実施段階において、市民の皆様が利用しやすい道路形態となるよう

立体横断施設の設置を検討していただけるよう国・県へ要望しています。

無

4

不要な公園の民間への払い下げ

市内の住宅地で、公園と呼ぶには極小面積の土地が散見されます。

小生の自宅近隣にもそういう土地が多々あり、土地活用の面でも、維持管理費の面でも強く無駄を感じます。

また、維持管理も十分ではなく、たまに市の委託を受けたとおっしゃる方が整備をされているようですが十分と

は言えません。

さらにこれら極小公園は表通りから直接見えない住宅の影となる場所にあるため、非行防止や防犯の側面からも

リスクしかないと感じております。

これらの無用な土地を民間に払い下げ、コストとリスクの低減をなさったら宜しいのではないかと思いご提案差

し上げました。

前向きに検討いただけると大変ありがたく存じます。

　ご意見の内容につきましては、2-4-2緑と水のまちづくりの方針（52ページ）において、

「住宅地内などに点在する暮らしに身近な公園や緑地は、それぞれの地域のニーズにあった活

用や再整備を検討します」と記載しているところです。ご提案につきましては、今後のまちづ

くりの参考とさせていただきます。

無

2



パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

№2と同じ回答となります。

　都市計画マスタープランは「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、まちづくり

の大きな方向性を示すものです。そのため、道路整備における詳細な構造などを決定するもの

ではありません。

　北千葉道路の交差点となる船橋我孫子バイパス線は、本市の道路ネットワークにおいて、中

心市街地である新鎌ケ谷、初富、東武鎌ケ谷駅周辺の通過交通を転換する目的の都市計画道路

であり、道路幅員が１８ｍ、うち歩道が両側に３ｍから４ｍ程度あり、一定の歩行者の安全確

保がされ、市内でも有数の幹線道路です。一方で現在の県道船橋我孫子線は、船橋我孫子バイ

パス線と比較して幅員や歩道も狭く、船橋我孫子バイパス線と比較にならないほど、各所で日

常的に渋滞が発生している状況にあります。

　将来、北千葉道路が供用されますと、市内の生活道路の通過交通が軽減され交通の移動円滑

化が図られ、市民の生活環境の向上並びに市全体の均衡ある発展に大きく寄与するものと考え

ています。

　なお、県道船橋我孫子線を利用する歩行者や自転車については、迂回することなく北千葉道

路を横断できるよう、事業実施段階において、市民の皆様が利用しやすい道路形態となるよう

立体横断施設の設置を検討していただけるよう国・県へ要望しています。

　意　見：県道船橋我孫子線（以下、「船取線」）が、北千葉道路と並行整備される国道464号線との交差部

（中央消防署付近）において直進出来るよう、交通体系整備方針の変更を求める。

　趣　旨：船取線の六実我孫子方面への直進が不可能になることに伴い、現状でも渋滞が発生しているバイパス

線の交通量が更に増加することによる一層の渋滞悪化と常態化及びそれに伴う周辺生活道路への悪影響が懸念さ

れるため、それを緩和するために、交通体系整備方針図にある県道船橋我孫子線（以下、「船取線」）が、北千

葉道路と並行整備される一般道との交差部（中央消防署付近）において、左方向に迂回することなく六実、我孫

子方面に直進できるよう、整備方針の変更を求めるものである。（船取線とバイパス線の二本立てによる通行車

両の分散化）

　船取線の六実我孫子方面への直進通行を残しつつ、バイパス線の整備を図ることが、鎌ケ谷市における、特に

南北方向の主要交通路となる両道路の天災地変、交通事故等による通行遮断などに対す抗堪性を高め、また、交

通量の分散による円滑な交通状況の具現化を図ることが出来、結果として、市民生活への影響を低く抑え、利便

性の向上に資することが出来る。

　提案理由：①　既に、現状においてバイパス線では、船取線とバイパス線を東西方向に連接している複数の市

道や県道八千代松戸線などとのバイパス線上の交差点各所（特に、稲荷前三叉路、稲荷西交差点、丸山一丁目交

差点及び丸山三丁目交差点では、交差点周辺部及びそれらの交差点間で日常的に渋滞が発生している。（⇒　現

在のバイパス線は、現在の船取り線の直進が分断されて通行車両がバイパス線を利用するようになった場合、道

路仕様上（構造的に）十分なキャパシティを保有しているのか否か、市として把握しているのか？）

②　また、バイパス線に接続する信号のない市道（生活道路）からバイパス線に出ようとすると、複数回信号待

ちをし、通行車両の途切れるのを待たなければならないことが日常的に発生しており、過去にはその交差部で通

行車両による死傷者の出る交通事故も発生している。（⇒　バイパス線に接続している生活道路の交通量の把握

及び計画完成後を、市としてどのように見積もっているのか？）

③　更に、バイパス線に連接する道路幅の狭い生活道路を抜け道として利用する車両が多く、生活道路上での渋

滞や沿線住民及び通勤通学等の歩行者が危険にさらされる事態が日常化している。将来にわたって、抜け道とし

て生活道路を利用する車による通学時児童や歩行者に対する死傷事故の防止に資する。⇒　バイパス線に接続し

ている生活道路の交通量の把握及び計画完成後をどのように見積もっているのか？

④　丸山１丁目と丸山３丁目交差点間にある丸山アンダーパス（新京成線ガード下）は、災害ハザードマップに

も掲載されているとおり、大雨時の冠水（浸水）が予想されており、一旦冠水が発生した暁には、バイパス線両

方向の交通が遮断され、船橋、六実我孫子方面に向かう車両は、迂回路となる船取線に向かい、国道464号線と

の交差部（中央消防署付近）では、大渋滞が予想される。

⑤　一方、P50　交通体系整備方針図によれば、船取線が国道464号線との交差部（中央消防署付近）で遮断さ

れ、六実、我孫子方面へ通行する場合は、交差部において一旦左折し、東武鉄道線路の手前で千葉ニュータウン

方面に転回して船取線との交差部に戻らなければならず、円滑な直進通行が不可能となり、わざわざ直進通行を

遮断する利点があるように思われない。

⑥　当該交差部における円滑な直進通行が妨げられることにより、六実方面に直進する多くの車両がバイパス線

に流れ込むことにより、バイパス線の通行許容量を超過する恐れが大である。

5 無

3



パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

6

　その他（提案①）：

　現居住地に住み始めた平成6～7年頃に比較して、稲荷西交差点から先（警察署方面）の道路が通行可能になっ

た後のバイパス線の交通量は、格段に増加している。しかも大型車両の増加が顕著であるため、今後定期的にバ

イパス線の交通量の調査を実施し、交通量の把握、交差点における通行車両の動向、生活道路との連接部におけ

る信号機設置の必要性検討など、都市計画（都市政策）に反映して貰いたい。

　ご意見の道路は、都市計画道路３・４・５号船橋我孫子パイパス線で、鎌ケ谷市都市計画マ

スタープランにおいて、市街地外郭幹線として位置づけられ、新鎌ケ谷、初富、鎌ケ谷駅周辺

の中心市街地の発生集中交通を円滑に北千葉道路などの幹線道路へ誘導するとともに、県道船

橋我孫子線などの幹線道路の渋滞緩和を目的として、計画・整備されています。

　ご提案にあります、交通動向の調査や信号機の設置など、必要な安全対策については、警察

や地域の皆さまのご協力を得ながら取り組んでまいります。

無

4



パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

№2と同じ回答となります。

　都市計画マスタープランは「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、まちづくり

の大きな方向性を示すものです。そのため、道路整備における詳細な構造などを決定するもの

ではありません。

　北千葉道路の交差点となる船橋我孫子バイパス線は、本市の道路ネットワークにおいて、中

心市街地である新鎌ケ谷、初富、東武鎌ケ谷駅周辺の通過交通を転換する目的の都市計画道路

であり、道路幅員が１８ｍ、うち歩道が両側に３ｍから４ｍ程度あり、一定の歩行者の安全確

保がされ、市内でも有数の幹線道路です。一方で現在の県道船橋我孫子線は、船橋我孫子バイ

パス線と比較して幅員や歩道も狭く、船橋我孫子バイパス線と比較にならないほど、各所で日

常的に渋滞が発生している状況にあります。

　将来、北千葉道路が供用されますと、市内の生活道路の通過交通が軽減され交通の移動円滑

化が図られ、市民の生活環境の向上並びに市全体の均衡ある発展に大きく寄与するものと考え

ています。

　なお、県道船橋我孫子線を利用する歩行者や自転車については、迂回することなく北千葉道

路を横断できるよう、事業実施段階において、市民の皆様が利用しやすい道路形態となるよう

立体横断施設の設置を検討していただけるよう国・県へ要望しています。

7 無

　その他（提案②）：

　北千葉道路高架化、国道464号線の市川方面への延伸計画及び、船取り線の六実我孫子方面への直進通行の分

断計画は、鎌ヶ谷市にとって最善の方策なのか。以下の理由から、見直し再検討を要望したい。

（理　由①）

　そもそも、鎌ヶ谷市の市域面積は、周辺自治体の中で最も狭く、市内の多くの公共施設及びその周辺の整備状

況を見ても図書館はじめ全てがこじんまりとしており、駐車場も満足に整備されていない。例えば、鎌ヶ谷駅及

び新鎌ヶ谷駅のロータリーも面積が狭く、通勤通学時間帯及び降雨時などは、何時も送迎車両で混み合ってお

り、二重駐車や公共交通機関の停車場所などに駐車する違法駐車も常態化している。

　この様に、市道も狭い道路がおおく、公共施設及び駅前ロータリー等の駐車スペースも狭くて、前述のとおり

出退勤時間帯には渋滞や違法駐車などが常態化している。

　この様な現状において、更に地上に市域を東西に横断する道路の建設及び船取線の直進通行を分断をすれば、

この道路に連接する接続道路などを整備するためにさらなる用地が必要となり、市の面積の多くを占める農地の

減少につながり、市の特産物である「鎌ヶ谷梨」の生産高の減少や都市近郊農業の形態及び沿線住民の生活にも

少なからず影響を与える。

　結果として、将来的に鎌ヶ谷市の有り様に多大な影響を与え、最悪の場合には周辺自治体に飲み込まれてしま

う危険性をはらんでいる。

(理　由②）

　ロシアによるウクライナへの暴虐な侵略により明らかなように、道路や橋は人流、物流、公共交通機関など市

民生活にとって極めて重要な社会資本であることが明瞭である。

　鎌ヶ谷市に所在する海上自衛隊下総航空基地は、我国防衛上も南関東大震災など大規模災害発災時における救

助活動の拠点となるなど防災上も極めて重要な社会インフラで有り、基地周辺道路の円滑な交通及び抗堪性の確

保は、考慮しておく必要がある。

また、成田空港と都心を結ぶ重要な物流道路などと期待される北千葉道路は、平時における経済活動において

も、我国が侵略されたときにも極めて重要なインフラであることを考慮すれば、抗湛性の高い道路構造としてお

くことが肝要である。

（参考事例）

　原爆により市街地が壊滅した広島市において、戦後復興の際、時の広島市長の英断によって、市街地を東西に

横断する幅員100メートルの道路が建設された。現在の平和大通り、通称百メートル道路である。建設当初は交

通量も少ないのにこんな大きな道路を作って等と批判も大きかったそうであるが、道路が持っている防災上の利

点、すなわち防火帯としての有用性に着目した市長の英断であった。今や、多くの車両が市民生活、経済活動な

どに利用され渋滞が起きるほどである。幸いにして防火帯として機能した実績はないようであるが、道路の多機

能性にも着目した建設計画当時の市長の将来を見通した英断、及び具現化に取り組んだ市職員には見習う点が多

い。

（広島市の市街地を俯瞰してみると、市街地は南北方向には幾つもの大きな川により分断され、東西には百メー

トル道路によって二分されているのが良く分かる。）

5



パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

8

意見１ 千葉北道路と一体的な街づくりの要望

千葉北道路の整備と併せて沿道街づくりを検討すべきと考えます。完成後は市内で一番の交通量を有する道路と

なるでしょうから、沿道土地利用が非常に重要になります。無秩序なロードサイドショップが並ぶことがないよ

うに、開発を誘導していくべきと考えます。

　計画されている北千葉道路の沿道やインターチェンジ周辺は、38ページに記載のとおり、広

域交通の利便性が高い地区であることから、「都市的土地利用検討ゾーン」として位置付け、

企業が進出しやすい立地環境形成のための計画的な土地利用を検討し、産業の振興や誘致を図

ることとしております。

無

9

意見２ 新鎌ヶ谷駅西側エリアの開発

千葉北道路の整備にあわせて、都市計画道路３・４・１０号線、３・１・２号線などの整備もあわせて計画する

ことになるかと思いますが、その中で、下記図面の赤枠で囲った新鎌ヶ谷駅西側の市街化調整区域を市街化編入

させて土地区画整理事業等による街づくりをすべきと考えます。その際、定住人口を増やすために住宅街はもち

ろんですが、北千葉道路沿道については、商業や物流・製造業などの土地利用を検討することで市の発展に寄与

すると考えます。

　ご意見にあります地域は、84ページの「都市的土地利用検討ゾーン」において、隣接する市

街化区域と一体性のある土地利用を、北千葉道路の整備の具体化のなかで検討していくことと

しており、広域交流拠点の一翼を担う地域として、まちのにぎわいにつながるまちづくりを、

市民や民間事業者と協力しながら進めていきたいと考えております。

　なお、市街化区域の編入については、計画的な市街地整備の見通しが明らかになった地区に

ついて、まちづくりの方向性に応じて、農林業との必要な調整を図りつつ必要に応じ検討する

こととしております。

　新鎌ケ谷駅西側地区につきましては、令和３年度に土地利用の方向性等に関してとりまとめ

た「新鎌ケ谷駅西側地区基本構想基礎調査」を実施しております。今後につきましては、北千

葉道路の事業化など新鎌ケ谷駅西側地区周辺の状況を見定めながら、基本構想等の策定を行っ

てまいります。

無

6



パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

10

意見３ 千葉北道路の地下化要望

千葉北道路自動車専用部の鎌ケ谷市内区間は高架による整備と伺っております。騒音や日影等の環境影響を考慮

して、地下化による整備を国土交通省・千葉県へ働きかけ願います。

　都市計画マスタープランは「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、まちづくり

の大きな方向性を示すものです。そのため、道路整備における詳細な構造などを決定するもの

ではありません。

　北千葉道路の構造については、自動車専用道路（専用部）については、東京外かく環状道路

（外環道）から国道１６号間の約１５キロメートルにおいて自動車専用道路となっています。

　専用部は、コスト縮減を図り事業期間を短縮し、できる限りの早期整備を目指すことから、

高架構造を基本としています。

　一般部は、地域の幹線道路や生活道路となっている路線などの一般道と交差するため、走行

性、安全性を確保しつつ、最適な道路ネットワークを形成するため、地表に沿った構造を基本

としています。その他の生活道路等については、副道を通じて一般部に接続する計画となって

います。

　なお、北総線との交差部には、北総鉄道を建設する際、北千葉道路との交差方法について協

議した結果、将来、北千葉道路が鉄道を下越しするためにすでにボックス構造が設置済みと

なっていることや、松戸市と鎌ケ谷市との市境付近には、新京成線の車両基地があるため、北

総線交差部から新京成線を越える箇所まで、地下構造としています。

　このような構造等を含む都市計画変更は、平成３０年１月から県、沿線市で手続きが進めら

れ、説明会や都市計画変更などの手続きのなかで市民の皆さんのご意見を経て決定されたもの

となっています。

無

11

意見４ 県道船橋我孫子線と千葉北道路交差部の形状

県道船橋我孫子線と千葉北道路の交差部は十字交差ではなく、左折しかできない形状になると聞いております。

バイパスとの交差点間距離が近いことと添付図面の赤丸部分の交差点が渋滞することからの計画かと思います

が、市内有数の商業集積地域が幹線道路へ接することがなくなるため、当該部についても十字交差化を要望しま

す。複数の道路に交通を負担させるほうが、渋滞緩和に寄与すると考えます。

これは２つを交差点化し、ほぼ同時に信号を⻘とすることで、南北方向に４車線分の道路容量が生まれ、１サイ

クル当りの交差点通過交通量が２倍になると考えられるためです。再考願います。

№2と同じ回答となります。

　都市計画マスタープランは「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、まちづくり

の大きな方向性を示すものです。そのため、道路整備における詳細な構造などを決定するもの

ではありません。

　北千葉道路の交差点となる船橋我孫子バイパス線は、本市の道路ネットワークにおいて、中

心市街地である新鎌ケ谷、初富、東武鎌ケ谷駅周辺の通過交通を転換する目的の都市計画道路

であり、道路幅員が１８ｍ、うち歩道が両側に３ｍから４ｍ程度あり、一定の歩行者の安全確

保がされ、市内でも有数の幹線道路です。一方で現在の県道船橋我孫子線は、船橋我孫子バイ

パス線と比較して幅員や歩道も狭く、船橋我孫子バイパス線と比較にならないほど、各所で日

常的に渋滞が発生している状況にあります。

　将来、北千葉道路が供用されますと、市内の生活道路の通過交通が軽減され交通の移動円滑

化が図られ、市民の生活環境の向上並びに市全体の均衡ある発展に大きく寄与するものと考え

ています。

　なお、県道船橋我孫子線を利用する歩行者や自転車については、迂回することなく北千葉道

路を横断できるよう、事業実施段階において、市民の皆様が利用しやすい道路形態となるよう

立体横断施設の設置を検討していただけるよう国・県へ要望しています。

無
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パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

12

P１０２　３－４－２　中央地域のまちづくり方針　②土地利用及び市街地整備方針

〇都市軸

初富駅への導入路について

都市軸とは新鎌ケ谷～初富～鎌ケ谷をつなぐ県道船取線と鉄道２線で囲まれたエリアをいう。

導入路そのものが都市軸の一部として役割を果たすわけで、初富駅に入る道路はこの都市軸である船取線から導

入する必要がある。

現在市が示す計画では一種住専住宅地にまで迂回して駅広場に入り込むことは、本都市軸方針に合致していない

と考える。

　市道１１号線を駅前広場へのアクセス道路とすることにつきましては、連続立体交差事業の

効果によって円滑化した交通を維持するとともに、初富交差点と初富駅との位置関係などを考

慮し、千葉県及び千葉県公安委員会との協議の結果、通学児童生徒の安全を守る通学路として

整備を進めることで協議が整っております。

無

13

船取線整備の優先順位について

都市計画道路整備とは、船取線であり、高架鉄道の側道を示すと考える。船取線の４車線が活用できないまま長

期間過ぎている。初富交差点までのわずかな区間が４車線化に着手できない理由を明らかにして、優先順位を上

げて、懸案の道路面積を広げる対策に集中すべき。

　都市計画道路の整備は、都市計画道路の整備優先順位を取りまとめた、都市計画道路整備プ

ログラムに基づいて実施しており、初富交差点周辺における県道船橋我孫子線は、その他（市

街地整備事業等）として位置付けられております。なお、初富交差点は令和４年度から千葉県

において右折レーンの設置を伴う交差点改良に着手しましたので、完成すると市民生活の利便

性の向上が期待されます。

無

14

高架下利用について

新鎌ケ谷、初富駅間の高架下利用について、過去何を検討してきた経緯が見えないが、高架下の有効利用とは何

を指しているのか？記載して欲しい。

「～をします。」という方針は結構だが、２０年前に～しますと言っていることは、本来、そうなっていないと

おかしいわけで、できていないのであれば、その経緯や理由を示した上で、どう乗り越えて本マスタープランの

実現を目指すといいう書きぶりが必要。

　高架下利用につきましては、津田沼方面の高架運行が開始された後の平成３０年９月に、市

広報やホームページ等を通じて市民の皆さまへご意見やご提案を募集いたしました。

　募集にあたっては、高架下は鉄道事業者の所有地であること、また市では公共の用に供する

利用に限り無償での利用が認められること、また鉄道事業者、千葉県との協議により決定され

る旨などをご説明し、その後、関係機関との協議によりとりまとめられた高架下利用計画につ

いては、令和４年２月に市広報やホームページを通じて公表させていただきました。

無
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パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

15

船取線の直進を維持させること

都市軸の背骨となっている船取線が、最も大きな商業エリア、広域交流拠点である新鎌ヶ谷で途切れてしまう、

北千葉道路で遮断されてしまうという本プランとなっている。そうなると、この大きな円で示された新鎌ヶ谷

「多様な機能が複合的に集積する市街地」は、計画のように発展できずにしぼんでしまうことが、だれの目から

見ても想定される。都市軸が破壊される。

船取線は、北千葉道路での遮断を止め、現状通り直進させ、市の屋台骨として南北に貫くよう本プランで明確に

示すべきである。

№2と同じ回答となります。

　都市計画マスタープランは「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、まちづくり

の大きな方向性を示すものです。そのため、道路整備における詳細な構造などを決定するもの

ではありません。

　北千葉道路の交差点となる船橋我孫子バイパス線は、本市の道路ネットワークにおいて、中

心市街地である新鎌ケ谷、初富、東武鎌ケ谷駅周辺の通過交通を転換する目的の都市計画道路

であり、道路幅員が１８ｍ、うち歩道が両側に３ｍから４ｍ程度あり、一定の歩行者の安全確

保がされ、市内でも有数の幹線道路です。一方で現在の県道船橋我孫子線は、船橋我孫子バイ

パス線と比較して幅員や歩道も狭く、船橋我孫子バイパス線と比較にならないほど、各所で日

常的に渋滞が発生している状況にあります。

　将来、北千葉道路が供用されますと、市内の生活道路の通過交通が軽減され交通の移動円滑

化が図られ、市民の生活環境の向上並びに市全体の均衡ある発展に大きく寄与するものと考え

ています。

　なお、県道船橋我孫子線を利用する歩行者や自転車については、迂回することなく北千葉道

路を横断できるよう、事業実施段階において、市民の皆様が利用しやすい道路形態となるよう

立体横断施設の設置を検討していただけるよう国・県へ要望しています。

無

16

P１２４　南部地域　③交通体系整備の方針

都市計画道路３・４・１０号線について

都市計画道路３・４・１０号線は、中沢から市川の完成済み都市計画道路浦安鎌ケ谷線につながる幹線道路であ

る。すでに市川まで完成されていることから、早急にそこにつなげる鎌ケ谷市側の都市計画道路の完成が待たれ

る。

平成19年度に策定された、鎌ケ谷市都市計画道路整備プログラムでは、短期整備路線として、３．４．１０号線

は位置づけられ、過去15年間市民は完成を待ち望んできた。実際に中沢を抜けて市川につながる鎌ケ谷市内の道

路はあまりに漸弱で、毎朝夕の通勤車両により大渋滞を引き起こして、住民の不満は噴出している。更にせっか

くの日本ハム球場でのイベントが致命的大渋滞を引き起こす結果となり、大変残念で忸怩たる思いで見ている。

この道路は東京方面に人が移動する市内交通の円滑化の上では大変重要な路線である。加えて、日本ハム球場を

誘致した鎌ケ谷市としては、スムースに利用客が行き来できる、バス路線にも使えるような道路整備は誘致と合

わせて成し遂げねばならないはずだ。

本プランでは、この道路を短期整備区間としながら、過去15年間、なぜ用地取得にすら着手できていないのか、

その説明もなく、「整備を検討します」という軽々しい表現ですませているが、鎌ケ谷市の本音は何なのか？執

行部の皆さんには説明責任がある。

鎌ケ谷市都市計画道路整備プログラムは住民調査を踏まえて、専門員会で練って案が策定され、パブリックコメ

ントを求めて手続きを踏んだ整備方針である。この優先順位は市民感覚からも理解できるものである。行政の方

針が思い付きで捻じ曲げられて財源があらぬ道路に使用されることは、計画行政を否定するものですから戒めて

欲しい。

　都市計画道路３・４・１０号線のうち中沢地区における区間は、都市計画道路整備プログラ

ムのなかでは短期整備区間として、千葉県で進めている大柏川第二調節池の整備と合わせ、都

市計画道路の一部用地の確保を進めているところです。

無
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パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

17

p126南部地域まちづくり方針図についての意見

　先日行われたファイターズ鎌ケ谷スタジアムでの花火大会で数万規模の人が集まり花火大会が楽しく行われて

無事終了したと聞きました。私は当日花火大会を見ていませんが、花火終了後の帰ろうという市民の行動でパ

ニック状態に近い様相を聞いています。

　防災士の知見で2001年7月21日明石市花火大会歩道橋事故（パニックが起き11人死亡、247人重軽傷）が起き

ています、鎌ケ谷の花火大会の会場付近は普段の大渋滞の現場で当日も大混雑が発生していたと聞きました。

　南部地域に道路計画をお願いします、そのためには計画がなければ進みません、私は、平成18～19年度に日本

大学教授の藤井敬宏先生を会長として策定された「都市計画道路整備プログラム～都市計画道路の整備優先順位

～」を見ています。表紙を入れて7枚目に「短期整備区間」と書かれた部分があり南部地域では中沢北初富線3-

4-10号線の内、区間番号4と記載されていて先ほどの「短期整備区間」1.52kmが表記されています。この「短期

整備区間」は鎌ケ谷市全部で３箇所で鎌ケ谷でもっともこの区間の整備を進める事が書かれています。

　さて、鎌ケ谷市都市計画マスタープラン（案）の126ページ南部地域まちづくり方針図には3･4･10号線の内、

区間番号4と記載されている部分には「都市計画道路整備プログラム～都市計画道路の整備優先順位～」最重要

の「短期整備区間」と書かれた部分の表示がありません、これはあった計画が大幅に後退したと思われますが平

成19年度に策定された整備計画を見せられている地域住民の失望は限りなく大きい物と思われます。

　鎌ケ谷市都市計画マスタープラン（案）の策定にあたっておられる、優良な策定委員の皆様にはマスタープラ

ン（案）の内に、この部分について「都市計画道路整備プログラム～都市計画道路の整備優先順位～」で決めた

内容に戻していただきたいと思います、マスタープラン（案）の中にも狭隘な道路という表現が出てきています

が、既に浦安から続き市川まで完成している希望の道路を鎌ケ谷に繋げる「中沢北初富線3-4-10号線の内、区間

番号4」の計画を平成19年度に策定された整備計画に従って実行されるよう切望します。

№16と同じ回答となります。

　都市計画道路３・４・１０号線のうち中沢地区における区間は、都市計画道路整備プログラ

ムのなかでは短期整備区間として、千葉県で進めている大柏川第二調節池の整備と合わせ、都

市計画道路の一部用地の確保を進めているところです。

無
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パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

18

　成田空港の拡張、発着便の増加に伴い、都心から空港へのアクセス道路としての北千葉道路の必要性がますま

す高まり、鎌ヶ谷市にとっての空前絶後の公共工事が始まろうとしている。ただ、現状北千葉道路は高架式での

計画であり、これは近年叫ばれるSDGsの観点からも、また、鎌ヶ谷市都市計画マスタープランの趣旨からも大

きな問題を抱えることとなり、ここに意見を述べさせていただく。

北千葉道路は地下に

　通常鎌ケ谷市ぐらいの都市に高速道路を通すとなると、高架式が一般的である。そこで北千葉道路もそうなっ

たのであろうが、この鎌ケ谷区間には地域ならではの特殊性がある。まず、新京成の車両基地を通過させるに

は、その部分を地下化せざるを得ず、また鉄道の既存の高架を跨ぐため、その部分はより高い高架になり、そし

て、自衛隊下総基地離着陸の飛行機を避けるために、高架の高さ制限を受けるという厳しい条件の中、通常の高

架より高いコスト、長い工期が見込まれ、早期完成が難しくなるのみならず、地権者も、周辺の土地が陽も当た

らぬコンクリートの陰になり、用地買収にも積極的に応じにくくなると思われる。私は先般常磐道の流山区間を

見てきたが、高速道路の上が公園になっており、そこに高速道路があると気づかないようなまちづくりであっ

た。鎌ケ谷市のマスタープランにある「緑あふれる持続可能なまちづくり」の観点から、北千葉道路の地下化

は、是非とも実現すべきである。このままでは北千葉道路は鎌ケ谷市の南北の交通を遮断する迷惑施設になりか

なないのである。また「持続可能な」のくだりは、通過する車両のエネルギー消費にも関わってくる。現状の高

架式では無駄な位置エネルギーの消費につながり、地球的視点からも望ましくないのである。

№10と同じ回答となります。

　都市計画マスタープランは「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、まちづくりの大き

な方向性を示すものです。そのため、道路整備における詳細な構造などを決定するものではありませ

ん。

　北千葉道路の構造については、自動車専用道路（専用部）については、東京外かく環状道路（外環

道）から国道１６号間の約１５キロメートルにおいて自動車専用道路となっています。

　専用部は、コスト縮減を図り事業期間を短縮し、できる限りの早期整備を目指すことから、高架構

造を基本としています。

　一般部は、地域の幹線道路や生活道路となっている路線などの一般道と交差するため、走行性、安

全性を確保しつつ、最適な道路ネットワークを形成するため、地表に沿った構造を基本としていま

す。その他の生活道路等については、副道を通じて一般部に接続する計画となっています。

　なお、北総線との交差部には、北総鉄道を建設する際、北千葉道路との交差方法について協議した

結果、将来、北千葉道路が鉄道を下越しするためにすでにボックス構造が設置済みとなっていること

や、松戸市と鎌ケ谷市との市境付近には、新京成線の車両基地があるため、北総線交差部から新京成

線を越える箇所まで、地下構造としています。

　このような構造等を含む都市計画変更は、平成３０年１月から県、沿線市で手続きが進められ、説

明会や都市計画変更などの手続きのなかで市民の皆さんのご意見を経て決定されたものとなっていま

す。

無

19

北千葉道路地下化を魅力あるまちづくりの起爆剤に

　新鎌ケ谷が鎌ケ谷市の中心市街地であることに疑いはないであろう。そして新鎌ヶ谷駅は千葉県の主要都市ほ

ぼ全てに直結する稀有な駅なのである。しかし現状ではただ、どこへでもいきやすい駅でしかない。これを、

「どこからでも来やすい駅」にしなければ鎌ケ谷市は都市間競争の中で埋没してしまう。そのためには鎌ケ谷市

が周辺市はもとより、海外からのお客さまを惹きつけるコンテンツを持たねばならない。それが北千葉道路地下

化によって地上に得られる広大な土地の利用である。イメージとしては下北沢近辺の小田急線の地下化に伴う線

路跡の再開発であろうか。北千葉道路は新鎌ケ谷のすぐ近くを通るのである。ここに巨大なコンクリートの塊が

空を覆うのではなく、緑豊かな都市公園に人々が集い、鎌ケ谷市民のみならず、千葉県全体の人々のいきたい街

になる。これこそがマスタープランにいう「にぎわいと活力に満ちたまちづくり」ではないだろうか。道路計画

の変更はまだ間に合う。何より地元基礎自治体の要望次第である。

　マスタープランを単なるお題目にしてはならない。

№10と同じ回答となります。

　都市計画マスタープランは「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、まちづくりの大き

な方向性を示すものです。そのため、道路整備における詳細な構造などを決定するものではありませ

ん。

　北千葉道路の構造については、自動車専用道路（専用部）については、東京外かく環状道路（外環

道）から国道１６号間の約１５キロメートルにおいて自動車専用道路となっています。

　専用部は、コスト縮減を図り事業期間を短縮し、できる限りの早期整備を目指すことから、高架構

造を基本としています。

　一般部は、地域の幹線道路や生活道路となっている路線などの一般道と交差するため、走行性、安

全性を確保しつつ、最適な道路ネットワークを形成するため、地表に沿った構造を基本としていま

す。その他の生活道路等については、副道を通じて一般部に接続する計画となっています。

　なお、北総線との交差部には、北総鉄道を建設する際、北千葉道路との交差方法について協議した

結果、将来、北千葉道路が鉄道を下越しするためにすでにボックス構造が設置済みとなっていること

や、松戸市と鎌ケ谷市との市境付近には、新京成線の車両基地があるため、北総線交差部から新京成

線を越える箇所まで、地下構造としています。

　このような構造等を含む都市計画変更は、平成３０年１月から県、沿線市で手続きが進められ、説

明会や都市計画変更などの手続きのなかで市民の皆さんのご意見を経て決定されたものとなっていま

す。

無
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パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

20

鎌ヶ谷市は、東京にも近く、鉄道網も整備されていて、これからもっと発展していく可能性を持った地域だと

思っています。

北千葉道路整備、船取県道の整備など今後の暮らしやすい街づくりに期待しています。

以下箇条書きですが、マスタープランへの自分なりの意見になります。

・新鎌ヶ谷駅周辺の更なる魅力向上（映画館・新しい駅ビル商業施設等）

北千葉道路が整備され、北総線も利用率が上がれば、鎌ヶ谷市を通る人は増える一方に思います。通過していく

人が、鎌ヶ谷市周辺に立ち寄りたくなる施設がもっと必要に感じます。

また、子供たちと映画を見るときは、９～１２キロ先のセブンパークや千葉ニュータウンに行くことになります

が、車が苦手な子だったりするとその距離が辛いのです。笑

今後、故郷になっていく鎌ヶ谷で新鎌ヶ谷に行けば、映画やそのほかのアミューズメントに触れることが出来た

ら、思い出が増えていくと思います。

　新鎌ケ谷駅周辺地区は、鎌ケ谷市総合基本計画に記載のとおり、鉄道４路線の結節機能を活

かしながら、商業、情報、娯楽等、多様な機能が複合的に集積する躍動感と魅力あふれる広域

交流拠点として、市民生活の充実とにぎわいのあるまちの創出を引き続き目指してまいりま

す。

無

21

・北千葉道路が新たに通ることに合わせた、周辺道路の拡張

北千葉道路、船取県道がもっと快適になれば、鎌ヶ谷に住む人たちの幸福度は上がると思います。もっと、バイ

パスを通したり、片道２車線の道路が増えてくれたら嬉しいです。

　北千葉道路の整備効果を広く波及させ、地域の活性化や利便性の向上を図る為には、北千葉

道路の整備に併せ、アクセス道路等の整備を推進することは重要であると考えております。そ

のため、主なアクセス道路として、都市計画道路３・１・２号粟野田境線や、３・４・１０号

中沢北初富線については、北千葉道路の事業化に合わせ、国、千葉県と連携し、整備促進が図

られるよう進めていかなければならないと考えております。

無

22

・子供が遊べるような小川、水辺施設の整備

貝柄山公園には水が豊富です。ただ、子供たちが水に触れて遊べるような施設が無いです。夏はプールで遊ぶの

も楽しいですが、小川でカエルや虫を取りながら遊ぶのもとても楽しい思い出になると思います。

貝柄山公園もしくは、水辺に近い公園の今後の改修を期待しています。

　水や自然とふれあえる施設につきましては、2-4-2緑と水のまちづくりの方針（52ページ）

において「囃子水公園や白旗緑地などは 、湧水等を保全し、水辺の生物の生息・生育環境に

配慮するとともに、水辺を活かした市民の憩いの場の 充実を図ります」と記載しているとこ

ろです。ご意見の内容につきましても、今後のまちづくりの参考とさせていただきます。
無
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パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

　都市計画マスタープランは、対象期間が相当長期間となることから、詳細な計画内容を記述

するには限界があります。国土交通省の「都市計画運用指針」においても、市町村マスタープ

ランについては、「主な土地利用、都市施設等について将来のおおむねの配置、規模等を示

し、住民が将来の大まかな都市像を頭に描きつつ、個々の都市計画が将来の都市全体の中でど

こに位置付けられ、どのような役割を果たしているかを理解できるようにすることが望まし

い」とされております。

　鎌ケ谷市都市計画マスタープラン（案）の作成にあたっては、市民3,000名を対象としたア

ンケート調査の実施や、市内各地域の代表の方を含めた策定委員会での協議・検討、また、本

パブリックコメントと同時に開催したオープンハウスなど、皆様からご意見を頂戴する機会を

設けてきたところです。また、アンケート結果については、市ホームページにおいて公開して

おりますので、ご確認ください。

　今後も、こうしたご意見や、策定委員会における協議・検討を踏まえながら、都市計画マス

タープランの策定を進めてまいります。

23 無

◎市町村の都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン、以降都市マス)に望むもの。

旧建設省の平成5 年6 月25 日付通知(＊で抜粋で示す)では、

＊都市をゆとりと豊かさを真に実感できる人間居住の場として整備し、個性的で快適な都市づくりを進めるためには、望

ましい都市像を都市整備の目標として明確化し、とある。

・本都市マス案には｢まち｣にゆとりと豊かさが真に実感できる場として整備し、・・・・・、住民と合意形成を図りなが

ら・・・ものです。｣とあり、街は『人間の居住の場』であるという肝心な文言が放棄されてしまい、この事が全体を通し

て『街は人が住む』という考えに至ってないものと感じられる。更に、『個性的な街』として都市像が『明確化』されて

いるか。

＊住民に分かりやすいものとして提示することが、住民の理解と参加の下に、進めていく、

＊創意工夫の下に、住民の意見を反映させて、都市づくりの具体性のあるビジョンを確立し、

＊市町村が、住民の合意形成をはかりつつ、・・・創意工夫に富んだ特色ある内容のものとすること

が基本、

＊住民の意向反映、周知等のための措置として、基本方針の策定過程それ自体が住民のまちづくりへの理解と参加を得る

ことや合意の形成に資するもの、とある。

更に、例えば、地区別に関係住民に対しあらかじめ原案を示し、十分に説明しつつ意見を求め、これを積み上げて基本方

針の案を作成するものとし、この場合、公聴会・説明会の開催、広報紙、パンフレットを活用、アンケートの実施等を適

宜行うこと、とある。

・前回の策定に当たっては、市民と共にという意図をもって、地域懇談会が2 回、全体懇談会が1 回開催され、地域住民

との直接対話で住民の意向の掌握が可能であった。たとえ、参加が叶わなかったとしても、パンフレットや広報誌で知る

ことが出来た。ところが、今回は地域住民への説明の場や、地域住民からの意向を汲み取るための場など、直接対話の形

では行われず、パブコメの時点になっても市民に内容や結果が示されないアンケートや外部のコンサルティング会社に会

場を任せたパネル展示会が開かれ、そしてこの一方通行のパブリックコメントで終わりそうである。

・市民、地域住民と鎌ケ谷市(以降、市)が膝を詰めて知恵を出し合い、丁々発止と汗をかいて絞り出した結果ではないま

ま決定された場合でも、市民、自治会などにはそれぞれ役割と責任をもってこの目標の実現に協力し、まちづくりの進め

方などの情報を共有、発信し、街づくりに参加できるように取り組むとの趣旨が書かれている。策定過程から意向をくみ

取られていない、、参加できていないところで、まちづくりの作業は協働作業ですとは如何なものか。

・本都市マス案の中の「実現化の基本的な考え方」に書かれていることは、この都市マスに決定された後に、まちづくり

に向けて学習の場を設けたり、意識を啓発したりし、まちづくりの機運を高めると。これらはこの都市マスを策定する過

程での行うべきことであり、市民への市の一責務である。これらを放棄し、履行せず、市が描いた市のための姿、事業を

実現化させるための協同作業は有り得ない。

＊これらの構想がビジョンに終わることのないよう、目指すべき都市像等の実現のための都市計画上の方途等を極力具体

的に示すこととし、・・・これらの決定・実施の時期等を明らかにしたプログラムを伴うもの、とある。

・実効性のある具体的な方途が示され、時期等を明らかにしたプログラムが見当たらない。市民が協働でまちづくりを担

う時に必要なのは、しっかりとした実効性のある行程の下である。それを目標にし、励みにし、責任をもってまちづくり

の一端を担うのである。

街は市の事業の場としてではなく、市民が快い日々の生活を送る場で、それがために市民一人一人が自分の心地よい居場

所を考え、創出したうえで、納得のいく大切な街と化すべきである。

13



パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

24

◎これまでの２０年。

本都市マス案を作成するにあたって、２０年前に策定された現都市マスの市の内部評価が公開され、その中では

どのような事がどのように評価されて、今回の現都市マスの見直しにどのように反映され、活かされているのか

が大切なことである。

ほぼほぼ、２０年前の現都市マスに書かれていることがそのまま踏襲されていることも見受けられる。当時の将

来像が達成できていないからか、それが何故なのかを追求し、これからの２０年ではこのような観点から臨んで

いくと言う件が必要である。そうでなければ、同じ轍を踏み、また空白の20 年となる。

　序-1　鎌ケ谷市都市計画マスタープラン改定の目的（1ページ）において、平成15年策定の

鎌ケ谷市都市計画マスタープランに基づき進められたまちづくりの概要を整理し、これまでの

まちづくりを基盤に、さらなる飛躍を目指したまちづくりを着実に進めることを目的としてい

る旨を記載しております。

　また、1-2-4都市整備の現状と課題（12ページ）や、1-4都市づくりの方向性（16ページか

ら20ページ）においても、これまでに進められてきた都市整備について整理するとともに、社

会潮流やまちづくりの状況の変化を踏まえ、今後のまちづくりの方向性について記載しており

ます。

無

25

◎地に足の着いた市民生活を送る事が出来る街づくりを。

今後、人口減少化、少子高齢化、地球温暖化、市場経済の低迷、大戦など、市の志向する先の不安・不安定な材

料は枚挙に暇がありません。地に足の着いた市民生活を送る事が出来る街を求めるためにはこれら不安・不安定

な材料に左右されない施策を行う事である。更に、鎌ケ谷市の独自の判断で事業が完結することである。

一つ、北千葉道路計画など市ではこれからいつ事業化され、実施されるかも分からない事業に今から期待をかけ

て、街の命運を預け、寄り掛かるようなことが果たして得策であるのか。県の事業である新京成高架事業の過程

を振り返れることで、合点がいくはず。

二つ、北千葉鉄道事業計画が消滅に至ってすでに久しいにかかわらず、新鎌ヶ谷区画整理事業内の一等地が今だ

未計画で、残地である (一部は歩道、自由通路として利用できるように県と交渉中ではなく、要望中？とか)。

三つ、新京成線高架事業は、延長に延長を重ねてきたが、それも本体工事はすでに４年も前に終わっているにも

かかわらず、地域住民が利用できる各駅前広場は全く姿を見せないし、いつまでに利用できるのかも不明のまま

である。

もっと足元を良く固めて、都市マスで事業方針を起案し、履行すべきである。

　都市計画マスタープランは「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、まちづくり

の大きな方向性を示すものです。

　ご意見の１つ目の北千葉道路については、市内の交通渋滞の緩和、利便性の向上、沿道や周

辺の土地利用が図られるなど、本市のまちづくりにおいて、大変重要な道路です。引き続き、

早期に整備されるよう、国や県に働きかけてまいります。

　２つ目の新鎌ケ谷特定土地区画整理事業区域内にある東京１０号線延伸新線跡地のうち、新

鎌ケ谷駅南側に隣接する土地につきましては、土地の売却に際し、「にぎわいの創出につなが

る施設とすること」「新鎌ケ谷駅南北自由通路および西側へ続く歩道の確保すること」に関し

て、千葉県に要望しております。

　３つ目の駅前広場の整備に関し、初富駅前広場及び北初富駅前広場については、令和８年度

の完成に向け、整備を進めております。

無

26

◎特化した姿を

・新鎌ケ谷駅周辺

⻘空の下で、人が楽しく買い物、散策している風景・景色を、街の賑わいを感じられるように創ってください。

そのためにも、北側交通広場を病院お迎えバスや定期バスで利用している方々、南側交通広場を通学バスで利用

している生徒・学生や企業の通勤バスで利用している会社員の皆さんに街の賑わいを、街の活性化に参加しても

らうためには、どのような魅力を演出し、発揮したらよいかに知恵を絞りましょう。残念なのは無力のためか、

駅前広場に直接面した賑わいを見せる店舗が数少ない点と、屋内にしか開かれていない店舗群ではあるが、使い

勝手の悪い２つの横断歩道を利用しての道路の反対側である。駅周辺には総合病院からクリニック、特殊医療で

の産科まで多くの誇るべき医療機関の集積がある。これらの医療機関が相互協力して医療の特区が成立し得ない

か。

回遊性という事、回遊しようとする意思が生まれるためには何が必要であるか。歩いて楽しい、歩き続けたいと

させる、仕掛けがない限り、国交省でも投げ掛けているウォーカブルな街を構築できません。そのために大切な

のは仕掛け創りのきっかけを産むのが、この都市マスである。

　新鎌ケ谷駅周辺地区は、鎌ケ谷市総合基本計画に記載のとおり、鉄道４路線の結節機能を活

かしながら、商業、情報、娯楽等、多様な機能が複合的に集積する躍動感と魅力あふれる広域

交流拠点として、市民生活の充実とにぎわいのあるまちの創出を引き続き目指してまいりま

す。

無

14



パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

27

・鎌ケ谷駅周辺

かつて、商店街の活性化のために、通称ピアロードに多額の資金を投入し無電柱化したが、歩行者の安全を確保

した割には、人の賑わいは古えに遠く及ばない。

高層マンションで囲まれた広場を程よい人々が常日頃自由に活用できる設えを施す事が肝要である。そこに行け

ば楽しいことと出会い、人との会話を楽しむことが出来、子供らが遊びながら周りを一巡できるそんなフリーで

オープンな空間が必要である。

　鎌ケ谷駅西口につきましては、国土交通省の施策の「くらしのみちゾーン」に取組む地区と

して登録し、車中心から「歩行者・自転車を優先する空間」を形成するために、地元住民の方

と本市の協働により、整備構想の策定を行い、整備をしたものです。

　また、鎌ケ谷駅東口駅前広場については、ウッドデッキを整備し、いすや机を配置すること

で地域住民の方の憩いの場として活用できるようにしております。

無

28

・初富駅周辺

暫定駅前広場へのアクセス道路として、地域の生活道路であり、鎌小生や鎌中生の通学路である通称鎌小通りの

一部を拡幅し、地域住民の車両以外、その他大勢の車両を生活空間に引き入れるのはもっての外である。今でも

抜け道化として利用されている状況に輪をかけることに。駅前広場はもともとなく、高架事業完了後であっても

地元からは大きな苦情もないまま。本当に車両のための駅前ロータリーが必要か。都内23 区大手私鉄駅には高

架後、あるいは地下化後にでも、駅前ロータリーが設けられていないところは多々ある。それでも頑なに設ける

とすれば、交通広場としての使い勝手と機能性そして地域の安全面から、２つの県道のどちらかから直接出入り

できるようにすべきである。

この周辺には、本都市マス案にも書かれているが、新京成線の西側には図書館、郷土資料館、中央公民館、市民

ホールや初富稲荷神社など文化、歴史遺産が集積して、県道に面した市の所有する２つの駐車場、同じく市の所

有する家屋が点在する。東側には、暫定駅前広場予定の2 つの空き地、元の立体自転車置き場と都計道の一部で

ある空き地がある。これらを見る限り、ほぼ駅舎周りは市の所有地と言っても過言ではない。これらは鎌ケ谷市

民の大きな財産である。これらの所有地を集積し、それらをもとに公共施設を上記の駅前広場も含めて、有機的

に結び付け、コンパクトな、市民が誇り得る文化・歴史地区として整理整頓することを明記する、その役割がこ

の都市マスである。

更に、初富交差点の改良事業も、駅前広場を絡めて、上記の整理整頓の中で検討することである。

　市道１１号線を駅前広場へのアクセス道路とすることにつきましては、連続立体交差事業の

効果によって円滑化した交通を維持するとともに、初富交差点と初富駅との位置関係などを考

慮し、千葉県及び千葉県公安委員会との協議の結果、通学児童生徒の安全を守る通学路として

整備を進めることで協議が整っております。

　また、初富駅前広場につきましては、初富駅を利用する方の多くが駅東側の居住者と考えら

れ、交通結節点として鉄道から車、バス及びタクシー等の各種交通手段への円滑な乗り換えや

安全な歩行者空間の確保するなど、誰もが快適に駅の利用を行うことができるよう駅前広場は

必要な施設であると考えております。

無

29

・北初富駅周辺

昨年末のパブリックコメントに対しての市の考えによりますと、この交通広場を利用する一日の車両台数が６０

台であると。一時間(６時～２1 時)にしてたった4 台である。そのためにこのアクセス路、ロータリーなどが必

要なのか。費用対効果はどうなのか。

この広場を地域住民の子供たち、子育て家族や高齢者に快適な居場所として交流の場として広く開放することの

方が、豊かな地域環境になり、日頃より近郊農家さんの市場が開かれ、日々非日常のイベントが行われ、だべリ

ング空間化する事でも、どれほど地域の活性化に役立つことだろう。

　北初富駅前広場については、交通結節点として鉄道から車、バス及びタクシー等の各種交通

手段への円滑な乗り換えや安全な歩行者空間の確保するなど、誰もが快適に駅の利用を行うこ

とができるよう駅前広場は必要な施設であると考えております。

　なお、駅前広場の機能については、駅利用者が利用しやすいように、今後、予備設計や詳細

設計などの中で検討していきます。 無

15



パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

30

・北千葉道路

地上部を走る一般国道464 号線は市民の多くの生活道路を遮断してしまう。高規格道路が出来て地域住民の日常

生活に不便さを強いることが本来あるべき姿なのか。現在利用されている船取線をこの交差部で遮断し、その変

わりバイパス線を北に延伸し、南北通過道路とするとのこと。バイパス線と船取線の車線数は各片側1 車線ず

つ、船取線を遮断し、バイパス線だけにした時、同じ片側1 車線であるから、輪をかけてバイパス線に渋滞を増

幅させるだけで、名ばかりのバイパス線である。2 つの道路が負担を分け合う事で、渋滞の減少につなげるべき

である。

八坂神社の前の道路は、この北千葉道路だけではなく、新たな都計道も絡まり、入道溜周りの現2つの交差点で

どうなるのか。また、三中方面から、松戸五香方面から、また新鎌ケ谷方面からの車両の通過はどれほど不便に

なるのだろうか。地元住民に説明し、理解を得ているか。

沿道への企業誘致などを想定であるが、雑木林、水路や農地を改変することは、緑・水を保全するという言葉と

は裏腹では。開発に伴う雨水は今まで土に浸透していたところを集水することになり、準用河川大津川、大津川

に更に大きな負荷が掛かり、年に数度の大雨時には周辺への冠水が一層甚だしくなる。計画上調整池を増設する

でしょうが、これも含めてインフラにどれだけの税金を投入することになりますか。

この多額の税金を拠出するのであれば、農家の皆さんに十分な資金を割り当て、グリーンフィールドを構成し、

幾世代までも持続可能な鎌ケ谷の農業をけん引するような体制を構築するべきである。

市民にとってはゆっくりとおしゃべりを楽しみながら、水辺を抱えたグリーンウォークが可能なグリーンフィー

ルドであり、親しみを抱き、東京の近郊にある活力を持った農村として、その風情を持った姿と農地そのものを

も提供し、一大就農地として企てることも一考ではないか。

№2と同じ回答となります。

　都市計画マスタープランは「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、まちづくり

の大きな方向性を示すものです。そのため、道路整備における詳細な構造などを決定するもの

ではありません。

　北千葉道路の交差点となる船橋我孫子バイパス線は、本市の道路ネットワークにおいて、中

心市街地である新鎌ケ谷、初富、東武鎌ケ谷駅周辺の通過交通を転換する目的の都市計画道路

であり、道路幅員が１８ｍ、うち歩道が両側に３ｍから４ｍ程度あり、一定の歩行者の安全確

保がされ、市内でも有数の幹線道路です。一方で現在の県道船橋我孫子線は、船橋我孫子バイ

パス線と比較して幅員や歩道も狭く、船橋我孫子バイパス線と比較にならないほど、各所で日

常的に渋滞が発生している状況にあります。

　将来、北千葉道路が供用されますと、市内の生活道路の通過交通が軽減され交通の移動円滑

化が図られ、市民の生活環境の向上並びに市全体の均衡ある発展に大きく寄与するものと考え

ています。

　なお、県道船橋我孫子線を利用する歩行者や自転車については、迂回することなく北千葉道

路を横断できるよう、事業実施段階において、市民の皆様が利用しやすい道路形態となるよう

立体横断施設の設置を検討していただけるよう国・県へ要望しています。

無

31

・緑と水のネットワーク そしてウォーカブル、ミズベリング(水辺＋リング・輪)

都市マス案の現状と課題の中では、自然の保全、活用が求められていますと書かれ、次に基本的方針では自然環

境を保全、活用を推進します、図りますでは、取り付く島もありません。緑を楽しむ、水辺を楽しむ、ただ風景

として見て保全するだけではなく、積極的に市民がそこに係りを持って、維持管理に参加していく事が必要であ

る。

自然環境を歴史と共に体験することが出来るウォーカブルな北部。大津川周辺の谷津、緑地帯、雑木林、数ある

湧水を巡り、多くの生き物を愛で、河川では水辺リングを楽しむ、これらネットワーク・回遊性の中に、歴史的

遺産の国登録文化財の澁谷家本家、澁谷総司資料館や佐津間城址なども含め、江戸時代から続く農村の原風景を

堪能しましょう。ただ最近、2 か所ほど雑木林が大きく伐採され、市の緑の保全の意図が地域住民の土地所有者

に深く浸透していない事実がある。

かつては豪農らが斜面林の中に立派な農家をかまえ、農村の一風景を作ってきた南部。貝柄山公園から根郷川、

囃子水から中沢川、馬込沢方面から大伯川、各川は湧水を集めて流れを作ってきた。多くの斜面林も雑木林とし

て残され、歩く楽しみを生む風景もまだまだ残されている。北部同様、快適な緑の歩行空間として、河川では水

辺リングを可能とし、それぞれを結ぶ回廊として構築する。起点はファイターズタウンとしては如何か。

　緑と水のネットワークにつきましては、河川、水路及び都市計画道路等の道路植栽により緑

の拠点を相互に結び付けることでネットワークを形成するものと考えております。また、市民

の皆様に、緑の持つ様々な機能を知り緑の大切さを理解してもらうことが必要だと考え、現在

策定中の緑の基本計画において、基本方針に「緑を知ろう」を設定してまいりたいと考えてお

り、ご意見につきましては、今後のまちづくりの参考とさせていただきます。

　また、文化財等の活用については、全体構想の2-5-2福祉・学習のまちづくりの方針（59

ページ）において、「市に存する全ての文化財を、市の魅力を発信する地域資源として捉え、

保存・活用に取り組みます。」と記載しております。市では、今後、国登録有形文化財澁谷家

住宅の整備を進めていきますので、周辺の文化財と併せて活用を図っていく予定です。
無
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パブリックコメントの意見及び市の回答一覧

NO 意見内容 市の回答
修正

有無

32

・まとめ

まず、街づくりために考え、発想し、手を付ける事は道路・歩道を整備することとなる。道路・歩道をより良く

整備することは、市民と市の協働のもと、街並みを美しく魅力的に整えることである。街並みは沿道の関係者の

創意と合意だけではなく、多くの市民との共有される街のビジョンを協働で創出し、確立しなければ、美しさを

持たない。その美しさの起爆剤となるのは都市のマスタープランと考える。

　ご意見のとおり、市としても協働型まちづくりの必要性を認識しているところです。主要生

活道路の整備等、個別の事業の実施に際しては、市民等の多様な主体の参画によるまちづくり

の実践を推進してまいります。このことは、129ページ「③個別のまちづくりでの協同まちづ

くりの実践」に記載しておりますので、ご覧ください。
無
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序 都市計画マスタープランとは 

 

序-1 鎌ケ谷市都市計画マスタープラン改定の目的 

鎌ケ谷市は、都心や周辺都市へのアクセスに優れた利便性の高い都市である一方で、北総

台地や谷津の緑と水に恵まれた自然豊かな都市でもあります。 

鎌ケ谷市では、平成 15 年 2 月に鎌ケ谷市都市計画マスタープラン ～緑とふれあいのあ

るふるさと鎌ケ谷～ を策定し、まちづくりを進めてきました。平成 16 年には新鎌ケ谷地

区のまちびらきが行われ、商業・業務等の諸機能の集積した新たな拠点が形作られています。

また、令和元年には、新京成線連続立体交差事業により新京成線が全線高架運行を開始し、

まちの分断や交通渋滞の解消が図られつつあります。さらに、現在は一般国道 464 号北千

葉道路の整備に向けて取り組みが進められるなど、まちづくりが今まさに進行中であり、新

たな未来へ向かって、まちづくりを着実に一歩一歩進めていく必要があります。 

一方で、都市計画マスタープランの策定から 20 年が経過し、国内では、人口減少・少子

高齢化の進行、高度成長期に整備されたインフラや公共施設の老朽化、社会保障費の増加な

どを要因とした国や地方自治体の財政の圧迫など、様々な問題が生じています。また、地球

温暖化や大規模な自然災害への備え、SDGs の達成に寄与する持続可能なまちづくりの推

進、さらには新型コロナウィルス（COVID-19）など感染症等の脅威など、難しい問題への

対応も求められています。 

今日を取り巻く様々な問題へ適切に対応しつつ、これまでのまちづくりを基盤に、さらな

る飛躍を目指したまちづくりを着実に進めていくため、鎌ケ谷市都市計画マスタープラン

を改定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空からみた鎌ケ谷市 
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序-2 都市計画マスタープランとは 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の２に基づいて策定される、「市町村の

都市計画に関する基本的な方針」です。住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫

により住民の意見を反映し、「まちの将来像」やその実現に向けた「まちづくりの方針」を

示します。 

この都市計画マスタープランは、産業、社会構造の急速な変化、そして、少子高齢化や人々

の価値観・生活様式の多様化など社会の大きな流れに対応して、「まち」をゆとりと豊かさ

が真に実感できる場として整備し、快適で望ましい将来都市像に向けたまちづくりを進め

るために、市の総合基本計画や千葉県が定める整備、開発及び保全の方針に即して、住民と

の合意形成を図りながら都市整備の目標を明らかにするものです。 

 

序-3 都市計画マスタープランの位置づけ 

鎌ケ谷市都市計画マスタープランは、鎌ケ谷市におけるまちづくりの指針である鎌ケ谷

市総合基本計画や、千葉県の定める鎌ケ谷都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針に即して定めることとなっています。また、鎌ケ谷市緑の基本計画や鎌ケ谷市環境基本計

画、鎌ケ谷市国土強靭化地域計画等、関連計画との整合を図りながら策定します。 

都市計画マスタープランに示された基本方針は、具体的な都市計画（地域地区、都市施設

など）の決定と、その都市計画に基づく都市計画事業や開発・建築の規制誘導などを通じて

実現されることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種計画の体系（位置づけ） 

鎌ケ谷市総合基本計画 

【 千葉県 】 

鎌ケ谷都市計画 都市計画区域の整備、 

開発及び保全の方針 

鎌ケ谷市都市計画マスタープラン 

鎌ケ谷市の主な関連計画 

・鎌ケ谷市緑の基本計画 

・鎌ケ谷市環境基本計画 

・鎌ケ谷市景観計画 

・鎌ケ谷市公共施設等総合管理

計画 

・鎌ケ谷市地域防災計画 

・鎌ケ谷市国土強靭化地域計画 

等 

個別の都市計画 
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序-4 都市計画マスタープランの役割 

鎌ケ谷市都市計画マスタープランは、次のような役割を担っています。 

●鎌ケ谷市の都市全体と地域別の将来像を示します。 

鎌ケ谷市の魅力を活かしながら都市や地域のあるべき姿を明らかにし、将来都市像を示

すものです。 

●総合的・一体的なまちづくりを進めるための指針となります。 

都市計画、土木、建築、環境、福祉など様々なまちづくり分野との連携を図り、総合的・

一体的なまちづくりを進めるための指針となるものです。 

●まちづくりへの理解を深めます。 

鎌ケ谷市の将来像を示し、市民・事業者との協働によるまちづくりを進めることで、住む

人のまちづくりに対する理解を深めるものです。 

 

序-5 都市計画マスタープランの目標年次と見直し 

おおむね 20 年後の、令和 25 年を目標年次とします。 

なお、上位関連計画の改定や社会経済情勢の変化などにより必要が生じた場合は見直し

ていくものとします。 
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人と緑と産業が調和し 未来へひろがる 鎌ケ谷 

序-6 都市計画マスタープランの構成 
鎌ケ谷市都市計画マスタープランの構成は、下表のとおりです。 

序章  

都市計画 

マスタープラン

とは 

 

序-1 鎌ケ谷市都市計画マスタープラン改定の目的 

序-2 都市計画マスタープランとは 

序-3 都市計画マスタープランの位置づけ 

序-4 都市計画マスタープランの役割 

序-5 都市計画マスタープランの目標年次と見直し 

序-6 都市計画マスタープランの構成 

第１章 

鎌ケ谷市の 

全体方針 

1-1 鎌ケ谷市の概要 

1-2 鎌ケ谷市の都市的課題の整理 

1-3 社会潮流と上位関連計画 

1-4 都市づくりの方向性 

1 都市整備の進展に合わせたまちづくり・産業の活性化 

2 少子高齢化への対応や身近な生活環境の整備など、暮らしの質の向上 

3 大規模な災害への備えなど、都市の安全性の向上 

4 道路及び交通環境の変化に対応した道路・公共交通ネットワークの再構築  

5 鎌ケ谷市の魅力となる豊かな緑と水の保全・活用  

6 市民や事業者との連携 

1-5 将来都市像と都市構造 

基本理念   みんなでつくるふるさと鎌ケ谷 

将来都市像  

都市づくりの目標 

 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 

分野別 

まちづくり方針 

 

 

 

 

 

第３章 

地域別構想 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

実現化の基本

的な考え方 

 

 

 

1 にぎわいと活力

に満ちたまちづくり 

２ 誰もがいきい

きと、安心して暮

らせるまちづくり 

３ 緑あふれる 

持続可能なまち

づくり 

1 土地利用の方針 

2 市街地整備の方針 

3 交通体系整備の方針 

4 緑と水・都市景観形成の方針 

6 防災まちづくりの方針 

5 福祉・学習のまちづくりの方針 

7 都市環境形成の方針 

1 北部地域 2 西部地域 3 中央東地域 

4 中央地域 5 東部地域 6 南部地域 

将来都市構造 

実現化の基本的な考え方 
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第１章 鎌ケ谷市の全体方針 

1-1 鎌ケ谷市の概要 

1-1-1 鎌ケ谷市の位置・地勢 

鎌ケ谷市は、千葉県の北西部、北総台地のなだらかな緑の大地の上に広がる総面積 21.08

㎢の都市です。 

市内には、東武野田線（東武アーバンパークライン）（以下「東武野田線」という。）・新

京成線・北総線・成田スカイアクセス線の鉄道 4 路線が乗り入れ、市内から利用できる 8 駅

※を有し、また国道 464 号、主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線、主要地方道船橋我孫子線、主要

地方道市川印西線によって、東西、南北等の方向に道路網が発達しており、都心から 25km

圏内にあることから、首都近郊の住宅都市として発展してきました。 

 

（※市内から利用できる８駅…六実駅、新鎌ケ谷駅、鎌ケ谷駅、馬込沢駅、くぬぎ山駅、北初富駅、初富駅、鎌ケ谷大仏駅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌ケ谷市の位置 
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鎌ケ谷市は手賀沼・印旛沼・真間川・海老川水

系の最上流に位置しています。 標高 30ｍ程度の

市中央の台地は市を南北に分ける分水界となっ

ており、市内に降った雨は、北は大津川を流れ手

賀沼へ注ぎ、東は井草水路を流れ印旛沼へ、南は

根郷川や中沢川を経て大柏川を流れ東京湾に注

いでいます。この 3 方向へ流れる分水界があるこ

とは、大変まれなことです。 

 

 

 

 

 

 

                         

1-1-2 都市の沿革 

鎌ケ谷市の歴史は古く、およそ 2 万 3 千年前

の先土器時代にまでさかのぼり、遺跡としては、

縄文時代の中沢、根郷貝塚が発掘されています。

室町時代には佐津間城や中沢城が築造され、江戸

時代には、現在の初富地区が幕府の直轄の牧場と

なり、周辺の鎌ケ谷、道野辺、中沢、粟野、軽井

沢の各地区は、当時「野付村」と称していました。 

明治時代には、本地域は葛飾県の一部となり、

その後印旛県に統合され、明治 6 年には木更津県

と印旛県が合併して誕生した千葉県に属しまし

た。 

明治 22 年の市町村制施行によって鎌ケ谷、道野辺、中沢、初富、串崎新田、粟野、佐津

間、軽井沢が合併して「鎌ケ谷村」が誕生し、大正 12 年の北総鉄道（現在の東武野田線）、

戦後の新京成線の開通により人口も増加し、昭和 33 年に「鎌ケ谷町」となりました。 

その後、高度経済成長期に首都圏のベッドタウ

ンとして急激な人口増加が続き、｢住宅都市｣とし

ての性格を強め、昭和 46 年 9 月に、千葉県で第

24 番目の市として市制施行され、「鎌ケ谷市」とな

りました。 

 

 

  

国史跡 下総小金中野牧跡 

鎌ケ谷駅前 

鎌ケ谷市の河川 
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平成 3 年には北総線の開通及び新鎌ケ谷駅の開

設、平成 4 年には新京成線の新鎌ケ谷駅、さらに

平成 11 年には東武野田線が高架化するとともに

新鎌ケ谷駅も開設され、平成 16 年には新鎌ケ谷地

区のまちびらきを迎えました。その後も成田スカ

イアクセス線が開通し、令和元年には新京成線が

全線で高架運行を開始するなど、様々な事業が実

施され現在に至っています。 

 

年表 

明治 22 年 市町村制施行によって、鎌ケ谷、道野辺、中沢、初富、串崎新田、粟野、

佐津間、軽井沢が合併して「鎌ケ谷村」誕生 

大正 12 年 北総鉄道（現在の東武鉄道）の開通 

昭和 24 年 新京成電鉄の開通 

昭和 33 年 鉄道開通により人口が増加し町制施行され、「鎌ケ谷町」となる 

（人口 11,498 人、世帯数 2,252 世帯） 

 高度経済成長期に首都圏のベッドタウンとして急激な人口増加が続き、農

村的なまちから「住宅都市」へと転換 

昭和 37 年 都市計画区域を決定 

昭和 45 年 市街化区域及び市街化調整区域を決定 

昭和 46 年 千葉県で第 24 番目の市として市制施行され「鎌ケ谷市」となる 

（人口 44,760 人、世帯数 12,176 世帯） 

昭和 49 年 公共下水道事業が開始 

昭和 54 年 北総開発鉄道（現在の北総鉄道）の開通 

平成 3 年 北総開発鉄道の新鎌ケ谷駅の開業 

平成 4 年 新京成電鉄の新鎌ケ谷駅の開業 

 生産緑地地区を指定 

平成 11 年 東武野田線の新鎌ケ谷駅の開業 

 東武野田線連続立体交差の一部供用が開始 

平成 13 年 東武鎌ケ谷駅東口土地区画整理事業が完了 

 東武野田線連続立体交差事業により、東武野田線が高架運行(複線)を開始 

 コミュニティバス（ききょう号）が運行開始 

平成 15 年 鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定 

平成 16 年 新鎌ケ谷地区まちびらき 

平成 22 年 成田スカイアクセスが開通 

平成 27 年 鎌ケ谷市景観条例が施行 

令和元年 新京成線連続立体交差事業により、新京成線が全線高架運行を開始 

令和３年 市制施行 50 周年 

（人口 109,986 人、世帯数 51,003 世帯 ※9 月現在） 

新鎌ケ谷駅前 
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資料：住民基本台帳 H15 は 4 月１日、H22 以降 10 月 1 日 

鎌ケ谷市総合基本計画より R7 以降は推計結果 各年 10 月１日 

1-2 鎌ケ谷市の都市的課題の整理 
人口・世帯、土地利用、産業、都市整備、生活環境の観点から、現状の特性や課題につい

て整理しました。 

1-2-1 人口・世帯の現状と課題 

鎌ケ谷市の人口は令和２年では 109,887 人であり、11 万人前後で推移しています。鎌ケ

谷市人口ビジョンでは今後も 10 万人の維持を目指しており、これに対応したまちづくりが

求められています。 

500ｍメッシュ別人口における平成 12 年と令和２年の比較では、新鎌ケ谷駅周辺など鉄

道駅周辺は人口が増加傾向、郊外部では減少傾向であり、新鎌ケ谷駅の周辺では 1,000 人以

上の増加が見られています。また、高齢化が進行しており、北部や南部の市街化調整区域で

その傾向が著しくなっており、地域の特性に応じた対応が必要となっています。 

  
年齢３区分別人口の推移 

人口増減数(500ｍメッシュ) 高齢化率(500ｍメッシュ) 

資料：国勢調査 地域メッシュ統計（R2） 

 

資料：国勢調査 地域メッシュ統計（H12，R2） 

 

推計値 実績 
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1-2-2 土地利用の現状と課題 

市街化区域は住宅、市街化調整区域は畑が多くなっています。市街化区域は、住宅地主体

の土地利用となっており、商業・業務・文化・交流・憩いなど、暮らしに必要な都市機能の

配置が必要です。そのため、暮らしの拠点となる各駅周辺や、商業施設の立地する幹線道路

沿道の土地利用のあり方の検討が必要となっています。 

市街化調整区域は豊かな農地など緑や自然環境の保全を基本としつつ、広域幹線道路の

整備に伴う活用の方向性などの検討が必要です。 

 

  土地利用現況図 

資料：都市計画基礎調査（R3） 
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  鎌ケ谷市都市計画図 
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1-2-3 産業の現状と課題 

鎌ケ谷市は、梨などの果実類や野菜類の生産を中心とした農業活動が盛んです。梨狩りな

どができる観光農園など都市型農業が展開され、鎌ケ谷の魅力となっています。都市化が進

展している現在でも農地が広がり、市街化区域に県内でも高い割合で生産緑地地区が存在

するなど、都市と農業が共存しています。一方で、30 年が経過する生産緑地の急速な宅地

化問題（2022 年問題）などに対応した、農地保全の取り組みが必要となっています。 

平成 28 年の事業所数では、鎌ケ谷駅周辺が多くなっています。平成 24 年から 28 年の事

業所の増減数をみると、新鎌ケ谷駅周辺や初富駅周辺などで増加傾向、鎌ケ谷大仏駅周辺な

どでは減少傾向にあります。 

まちづくりに合わせた新たな産業の創出などの方向性の検討が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

農地の状況 

資料：都市計画基礎調査（R3） 

 

事業所増減数(500ｍメッシュ) 

資料：経済センサス 地域メッシュ統計（H28） 

 

生産緑地の対市街化区域面積比 

資料：鎌ケ谷市総合基本計画基礎調査報告書（H31） 
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1-2-4 都市整備の現状と課題 

鎌ケ谷駅周辺や新鎌ケ谷駅周辺は、土地区画整理事業が実施され、都市機能が集積した市

街地が形成されています。一方で、都市基盤が未整備のまま市街地が拡大した地域も多くあ

ります。 

平成 11 年の東武野田線の高架化に続き、令和元年には新京成線が連続立体交差事業によ

り高架化され、まちの分断や交通渋滞の解消が図られつつあります。 

一般国道 464 号北千葉道路が市川・松戸において一部事業化されるなど、事業に合わせ

たまちづくりの展開が望まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新京成線連続立体交差事業 

資料：新京成線連続立体交差事業 事業計画図（千葉県） 

資料：都市計画基礎調査（R3） 

 

市街地開発事業等現況 

北千葉道路位置図 

資料：千葉県より提供 
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1-2-5 生活環境の現状と課題 

公共交通は、鉄道駅から 800ｍ、バス停から 300ｍを徒歩圏とし図化すると、市街化区域

内では概ね充足しているものの、空白地域も見られます。高齢化がますます進行する中、今

後の公共交通の在り方の検討が必要となっています。 

緑や水の環境は、農地が広がり、北総台地の斜面林と谷津が豊かな自然環境となっていま

す。恵まれた緑と水を保全し、活用することが望まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

駅及びバス停の徒歩圏 

資料：鎌ケ谷市緑の基本計画（R5） 

 

資料：国土数値情報データより作成 

 

緑の状況 
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1-3 社会潮流と上位関連計画 
上位関連計画からの方向づけを、以下のように整理しました。 

1-3-1 国・県の計画 

・首都圏整備計画（平成 28 年 3 月）では、千葉県は近郊整備地帯に位置付けられています。 

・第５次千葉県国土利用計画・土地利用基本計画（平成 30 年 7 月）では、北千葉道路など

のインフラ整備の進展に対応した土地利用の誘導を図っていくことが求められています。 

・鎌ケ谷都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（平成 28 年 3 月）において

示されるまちづくりの方向性と整合を図る必要があります。 

1-3-2 鎌ケ谷市の計画 

・鎌ケ谷市総合基本計画（令和３年３月）は、「みんなでつくるふるさと鎌ケ谷」を基本理

念に、「人と緑と産業が調和し 未来へひろがる 鎌ケ谷」を都市像として定めており、市

内外の人にとって、住みたい、住み続けたい、訪れてみたいと思えるまちの実現を目指し

て、令和 3 年度にスタートしました。 

・鎌ケ谷市まち・ひと・しご

と創生総合戦略[改訂版]

（令和 2 年 3 月）は、人

口減少対策及び持続可能

な地域づくりの実現を目

的とする計画であり、

人々が交流・定着する、魅

力あふれるまちづくり等

を目標としています。 

・鎌ケ谷市総合基本計画に

おける市の将来人口推計

では、近年はほぼ横ばい

なものの、将来的には減

少傾向となり、令和 27 年

時点では 100,104 人にな

ると見込んでいます。 

・鎌ケ谷らしい魅力のある

景観の形成に積極的に取

り組んでいくため、鎌ケ

谷市景観計画（平成 26 年

3 月）が策定され、その中

で新鎌ケ谷地区は景観重

点地区に位置付けられて

います。 

鎌ケ谷市総合基本計画における土地利用イメージ 
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1-3-3 社会潮流 

鎌ケ谷市都市計画マスタープラン改定にあたり考慮すべき社会潮流を以下のように整理

しました。 

●人口減少・少子高齢化の進展 

今後のまちづくりは、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者

をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、

福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワ

ーク』の考えをもって進めていくことが重要となります。 

●産業・経済構造の転換  

都市の抱える諸課題に対して、ICT（情報通信技術）等の新技術を活用しつつ、マネジ

メント（計画、整備、管理・運営等）が行われ、全体最適化が図られる持続可能な都市ま

たは地区をスマートシティと定義し、先行的なプロジェクトが全国で開始されており、

ICT を活用した新しいまちづくりが望まれます。 

●都市農業の振興  

平成 27 年に都市農業振興基本法が施行されたことにより、生産緑地を含めた都市農地

は「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと位置づけが変更され、都市農業

のまちづくりへの活用が望まれます。 

●都市インフラの維持管理  

全国で今後 20 年間のうちに建設後 50 年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなる

ことが見込まれており、公共施設の老朽化等に対応し、計画的な維持管理が必須となって

います。また、空き地や空き家の増加に対し、空き家対策の適切な推進や、空き地の活用

などが求められています。 

●地球環境への配慮と緑と水の活用  

地球環境へ配慮したまちづくりが求められるとともに、緑を都市のインフラととらえる

グリーンインフラを活用したまちづくりが望まれます。 

●大規模災害への危機意識の高まり  

震災や水災害などのリスク評価に基づき、効果的に災害リスクを軽減する方策の検討が

求められています。 

●官民連携によるまちづくりの進展  

地域の特性に応じたまちの賑わいや都市の魅力向上等の面からも有効な官民連携によ

るまちづくりが望まれます。 

●SDGs への貢献   

SDGｓ（2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のこと）に配慮したま

ちづくりの展開が望まれます。 

●新型コロナ危機を契機としたまちづくり  

国土交通省がとりまとめた「新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性」（論点

整理）では、今後都市政策を進める方向性として、テレワークの進展等による職住近接に

対応したまちづくりや、ゆとりある緑のまちづくりの展開が求められています。 
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1-4 都市づくりの方向性  
鎌ケ谷市の現状と課題や社会潮流、上位関連計画や市民意向等から、都市づくりの方向

性を以下の 6 つに整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4-1 都市整備の進展に合わせたまちづくり・産業の活性化                    

▶北千葉道路の整備などに向けた取り組みが進められるなど都市整備が進展していること

から、この機会を捉えたまちづくりの展開が重要。 

▶市民意向に対応し生活利便性のさらなる向上を図るとともに、まちのにぎわいや活力の

形成につなげていくことが重要。 

 

鎌ケ谷市では、平成 3 年に北総線の新鎌ケ谷駅、

平成 4 年には新京成線の新鎌ケ谷駅、さらに平成

11 年には東武野田線の新鎌ケ谷駅も開業し、平成

16 年に新鎌ケ谷地区のまちびらきを迎えました。

その後も成田スカイアクセス線が開通するなど、

様々な事業が実施され現在に至っています。 

新京成線連続立体交差事業については、令和元

年に全線高架化が完了し、まちの分断や交通渋滞

の解消が図られつつあります。今後は、関連側道、駅前広場などの整備、高架下の有効活用

などを計画的に進め、鎌ケ谷市の中心となる都市軸（新鎌ケ谷駅・初富駅・鎌ケ谷駅の 3 駅

周辺と、その間を結ぶ一連の空間）の魅力を更に高め、鎌ケ谷市のブランド力の向上を図る

必要があります。  

また、北千葉道路は市川・松戸において一部事業化されるなど進展していることから、こ

れを見据えたまちづくりの展開が重要です。新鎌ケ谷駅周辺地区などの広域交流拠点の充

実や、産業の活性化、市街化調整区域の土地利用の適切な誘導などを検討し、まちのにぎわ

いや活力の形成につなげていくことが重要となります。 

 

 

新京成線連続立体交差事業 

〖鎌ケ谷市の都市づくり ６つの方向性〗 

① 都市整備の進展に合わせたまちづくり・産業の活性化 (→P16) 

② 少子高齢化への対応や身近な生活環境の整備など、暮らしの質の向上 (→P17) 

③ 大規模な災害への備えなど、都市の安全性の向上 (→P18) 

④ 道路及び交通環境の変化に対応した道路・公共交通ネットワークの再構築 (→P19) 

⑤ 鎌ケ谷市の魅力となる豊かな緑と水の保全・活用 (→P20) 

⑥ 市民や事業者との連携 (→P20) 
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鎌ケ谷市の将来イメージ：「買い物や通勤などの生活が便利なまち」（51.2％・第２位） 

居住環境で重視するもの：「買い物や通勤などの利便性」（58.2％・第１位） 

新鎌ケ谷駅周辺の魅力向上に重要な機能：「病院、福祉、スポーツ施設など、健康・医療・福祉機能」 

（45.0％・第１位） 

「レストランなどの飲食サービスや衣料品店などの商業機能」（32.7％・第２位） 

資料：鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査（R2） 

    有効回収数 1473 通／3000 通 回収率 49.1％ 

 

 

1-4-2 少子高齢化への対応や身近な生活環境の整備など、暮らしの質の向上   

▶住みよい住宅都市として発展を続けるため、様々な市民意向に応じた生活環境の向上

が必要。 

▶少子高齢化の進行などの社会潮流への対応、市民一人ひとりのニーズの多様化などに

も配慮しつつ、誰もがいきいきと快適に過ごせる、暮らしの質の向上が望まれる。      

 

 

鎌ケ谷市は、交通利便性の高いまちでありなが

ら、市域の約半分が市街化調整区域という緑豊か

な自然に恵まれた住みよい住宅都市として発展し

てきました。 

今後も住みよい住宅都市として発展を続けてい

くため、市の中心部のみならず、周辺市街地におい

てもその実情に応じ、生活道路や公園・緑地、供給

処理施設の整備などを着実に進め、生活環境の向

上を図っていく必要があります。 

また、少子高齢化の進行や新型コロナウィルス等の感染症に対応した「新しい生活様式」

へ対応したまちづくりなど社会潮流への対応に加えて、市民一人ひとりのニーズの多様化

などにも配慮しつつ、誰もがいきいきと快適に過ごせる、暮らしの質の向上が求められます。 

 

（様々な地域課題への対応） 

土地利用・建物の課題：近くに商業施設や医療福祉施設がない（35.0％・第 1 位） 

道路の課題：国道や県道などの幹線道路がよく渋滞し、車で利用しづらい（44.3％・第１位） 

住宅地の中にある生活道路が狭い（43.1％・第２位） 

公共交通の課題：目的地（商業施設・病院等）への電車・バスによるアクセスが悪い（28.5％・第２位） 

公園・緑地・環境についての課題：身近な公園や広場が不足している(33.5%・第１位) 

教育・福祉のまちづくりについての課題：学習やスポーツ等、学び楽しむ場が不足している(35.5%・第１位) 

防災についての課題：避難場所に誘導する案内板が少ない・わからない(36.4%・第１位) 

鎌ケ谷市の将来イメージ：「子育てや教育環境が充実したまち」（21.2％・第４位） 

資料：鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査（R2） 

 
関連する 

市民意向 

 

新鎌ふれあい公園で遊ぶ子どもたち 

 
関連する 

市民意向 
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1-4-3 大規模な災害への備えなど、都市の安全性の向上   

▶市民意向では、災害に強いまちづくりに対する意見が多く、近年の災害の激甚化、頻発

化への対応が望まれる。 

▶防災・減災のまちづくりにハード・ソフト両面から取り組み、誰もが安心して暮らせるまちづ

くりを進めることが必要。 

 

 

近年、台風や集中豪雨による浸水被害が、激甚化、

頻発化するとともに、東日本大震災など、大きな地

震も発生しており、今後、首都直下地震などの大規

模災害の発生が懸念されます。鎌ケ谷市において

も、昨今の台風や大雨時に道路冠水や家屋への浸

水被害が発生していることから、適切に対策を進

めていく必要があります。 

防災に対しては、市民の関心も高く、市街地にお

ける不燃化・耐震化、河川や水路の整備などの治水

対策など都市の安全性の向上が必要です。 

地域防災計画や国土強靭化地域計画等関連計画と連携しながら、防災・減災のまちづくり

にハード・ソフト両面から取り組み、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進める必要があ

ります。 

鎌ケ谷市の将来イメージ：「災害に強く安心して暮らせるまち」（53.3％・第１位） 

新鎌ケ谷駅周辺の魅力向上に重要な機能：「災害時には避難や救援活動に役立つ防災機能」 

（28.4％・第３位） 

防災まちづくり：「緊急物資の輸送路や避難経路となる幹線道路を整備する」（34.1％・第１位） 

防災についての課題：「避難場所に誘導する案内板が少ない・わからない」（36.4％・第１位） 

資料：鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査（R2） 

  

 
関連する 

市民意向 

 

指定緊急輸送道路（国道 464 号） 
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1-4-4 道路及び交通環境の変化に対応した道路・公共交通ネットワークの再構築   

▶道路・交通ネットワークの充実による地域間の連携強化が重要。 

▶市民意向では道路や交通に対する意見が多く、対応が必要。 

▶北千葉道路の整備の進捗や東京 10 号線延伸新線の計画廃止に伴う道路・交通網の

あり方の再検討が必要。 

 

鎌ケ谷市では、鉄道 4 路線 8 駅を中心に都市機

能を集積するコンパクトなまちづくりを進めてい

ます。一方で、都市基盤が未整備のまま宅地化した

地域もあり、道路・交通ネットワークの充実による

地域間の連携強化が求められます。 

道路については、都市計画道路整備プログラム

に基づき計画的な整備を進めていますが、進捗状

況などを踏まえながら、整備の方向性について継

続的な検討が必要です。また、北千葉道路は市川・

松戸において一部事業化するなど進展しているこ

とから、周辺の道路整備を一体的に進めていくこ

とが必要です。 

公共交通については、鉄道の他に路線バス、コミュニティバスが運行されていますが、高

齢化の進行や、東京 10 号線延伸新線の計画廃止などの状況の変化に応じて、公共交通のあ

り方について再検討することが求められます。 

 

道路整備について：「歩行者や自転車の安全を重視した歩道や自転車専用レーンの整備」（64.6％・第１位） 

「骨格となる幹線道路を整備」（59.1％・第 2 位） 

公共交通について：「利用者に応じて、便数、時間帯を設定する」（50.6％・第１位） 

「現状より充実させていくべきだ」（47.5％・第２位） 

中沢地区のまちづくり：「道路網の整備推進」（44.7％・第１位） 

防災まちづくり：「緊急物資の輸送路や避難経路となる幹線道路を整備する」（34.1％・第１位） 

道路の課題：国道や県道などの幹線道路がよく渋滞し、車で利用しづらい（44.3％・第１位） 

住宅地の中にある生活道路が狭い（43.1％・第２位） 

公共交通の課題：目的地（商業施設・病院等）への電車・バスによるアクセスが悪い（28.5％・第２位） 

自由意見：道路・交通への意見が４割 

  

 
関連する 

市民意向 

 

連続立体交差事業による 

道路状況の改善 

資料：鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査（R2） 
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1-4-5 鎌ケ谷市の魅力となる豊かな緑と水の保全・活用    

▶鎌ケ谷市は豊かな緑と水に恵まれた都市であり、これを守り・活かすことが重要。 

▶梨などの農業の振興とともに、観光農業の展開など、都市農業の魅力を活かすことが望

まれる。       

 

鎌ケ谷市は、千葉県北西部の北総台地の最高地

に位置することで複数の河川の水源地となってい

ます。河川は長い年月をかけて台地を侵食し、谷津

に代表される起伏に富んだ地形を形成してきまし

た。この変化に富んだ地形は緑豊かな斜面林や樹

林地等を形成することで市街地の背景として、

人々の暮らしにゆとりとうるおいをもたらし、ま

た多様な生物の生命を育む貴重な環境を提供して

います。鎌ケ谷市の魅力ともなるこうした緑と水

の保全・活用が求められます。 

また、農地は、市街化調整区域を中心に広がり、市街化区域では生産緑地地区が指定され

ています。梨などの果実類や野菜類の生産を中心とした農業活動が盛んであり、観光農園の

展開など、都市農業の魅力を活かすことが望まれます。 

 

鎌ケ谷市の将来イメージ：「水と緑にあふれた自然と調和したまち」（第３位、21.3％） 

 

1-4-6 市民や事業者との連携     

▶多様な主体が協力し、主体性と独自性を発揮しながら協働によるまちづくりが重要。 

▶地域コミュニティの活性化など、市民のまちづくり活動への参加促進が望まれる。                                   

 

市民、自治会、市民公益活動団体、事業者、行政など多様な主体が、それぞれの役割と責

任のもと、地域社会に共通する課題の解決や目指す目標の実現に向けて協力し、主体性と独

自性を発揮しながら協働によるまちづくりを進めることが重要です。 

特に、福祉、環境、防犯、防災、まちづくりなど、大きな役割を担っている自治会等によ

る地域コミュニティの活性化を推進し、市民のまちづくり活動への参加促進が望まれます。 

地域の特性に応じた街の魅力を向上させる面からも有効な官民連携によるまちづくりが

全国的に進んでいます。鎌ケ谷市においても、今後のまちづくりにおいて市民や民間事業者

などとのさらなる連携が望まれます。 

 

市政へは「参加したいと思う（積極的に参加したいと思う＋ある程度は参加したいと思

う）」が２割強、一方、「参加するつもりはない（あまり参加するつもりはない＋全く参加

するつもりはない）」は約６割 

水辺を活かした貝柄山公園 

 
関連する 

市民意向 

 

 
関連する 

市民意向 

 

資料：鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査（R2） 

資料：鎌ケ谷市市民意識調査（H30） 
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1-5 将来都市像と都市構造 

1-5-1 将来都市像 

     人と緑と産業が調和し 未来へひろがる 鎌ケ谷      

平成 15 年２月策定の鎌ケ谷市都市計画マスタープランでは、市民一人ひとりが豊かさを

実感しながら、いつまでもいきいきと暮らせる質の高い市民生活を築くため、鎌ケ谷市総合

基本計画に掲げられた「人間尊重・市民生活優先」をまちづくりの基本理念に、目指すべき

都市像を「緑とふれあいのあるふるさと鎌ケ谷」として、市民・企業・行政が協働しまちづ

くりを進めてきました。 

また、将来都市像を｢にぎわいとやすらぎにあふれた快適生活都市｣として、ふれあい(交

通結節や広域交流拠点)と緑(まとまった農地や身近な緑)によって、にぎわいとやすらぎ

が体感でき、市民がふるさととして誇り得る環境に優れ、快適性あふれる暮らしのできる都

市となることを目指してきました。 

 

鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定から 20 年の間に、都市基盤整備として、東武野田

線及び新京成線の高架化、新鎌ケ谷周辺地区の整備、成田スカイアクセス線の開通、都市計

画道路の整備などに取り組むことで、鎌ケ谷市の街並みは大きく変化しました。 

こうした取り組みにより、都心や周辺都市への交通の利便性は大きく向上し、さらに北千

葉道路の事業化と相まって、広域交流拠点としてのさらなる発展が期待されています。また、

この機会を捉えて企業誘致を促進するなど、産業の活性化を図ることが重要な課題となっ

ています。 

さらに、今後のまちづくりにあたっては、人口減少、少子高齢化は避けられない状況にあ

り、人材の確保、財政運営など課題が生じることが予想されます。そのような中では、まち

づくりの主体となる市民、事業者、行政が、地域の中でともに支え合いながら、「自分たち

のまちは、自分たちでつくる！」という姿勢のもと、協働・連携を深めながら、地域の課題

を解決していく必要があります。 

 

令和３年度にスタートした新たな鎌ケ谷市総合基本計画では、こうした状況を踏まえ、

「みんなでつくるふるさと鎌ケ谷」をまちづくりの基本理念に、「人と緑と産業が調和し 未

来へひろがる 鎌ケ谷」を鎌ケ谷市が目指す将来の姿（都市像）に定めました。この都市像

は、まちが一段とにぎわいを増していく中でも、子どもからお年寄りまで、あらゆる世代の

人々が、住み慣れた地域の中で、安心して暮らし、学び、活躍するとともに、これまで受け

継いできた緑を大切にする想いが込められ、市内外の人々にとって、住みたい、住み続けた

い、訪れてみたいと思えるまちの実現を目指しています。 

 

そこで、鎌ケ谷市都市計画マスタープランにおいても、鎌ケ谷市総合基本計画に定める

「みんなでつくるふるさと鎌ケ谷」を基本理念に、「人と緑と産業が調和し 未来へひろがる 鎌ケ谷」を

共通の都市像としたまちづくりを進めていきます。 
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1-5-2 都市づくりの目標 

鎌ケ谷市の将来の姿（都市像）「人と緑と産業が調和し 未来へひろがる 鎌ケ谷」の実現に向け

て、都市づくりの目標を以下の３つに設定します。 

 

■都市づくりの目標 

１ にぎわいと活力に満ちたまちづくり 

都心や周辺都市を結ぶ鉄道、幹線道路が市のほぼ中央部で東西、南北

方向に交差する立地条件を活かし、にぎわいや活力に満ちたまちづくり

を進めます。 

鉄道４路線・8 つの駅を拠点とし、それぞれの役割に応じた都市機能

の集積を図るコンパクトなまちづくりを進めるとともに、道路及び交通

ネットワークの構築を図り、人々の交流でにぎわうまちづくりを目指し

ます。 

また、北千葉道路の整備などを契機とした、企業や集客施設の立地を

図り、活力あるまちづくりを進めます。 

 

２ 誰もがいきいきと、安心して暮らせるまちづくり  

災害に強いまちづくりを進め、誰もが安心して暮らせるまちづくりを

進めます。 

地域の実情に応じて、道路や公園などの整備や、維持・更新などに計

画的に取り組み、生活環境の改善を着実に進めます。 

また、子どもからお年寄りまで、多様な人々の暮らしの場を充実させ、

誰もがいきいきと暮らせるまちづくりを進めます。 

 

３ 緑あふれる持続可能なまちづくり  

鎌ケ谷市の魅力となる北総台地の緑と水、豊かな農地を活かし、緑豊

かなまちづくりを進めます。また、こうした緑や水の活用により、暮ら

しの中で緑や水の恵みを感じることのできる緑あふれるまちづくりを

進めます。 

恵まれた自然を活かした公園や緑地、スポーツ・レクリエーション環

境の充実を図り、人々の健康増進やレクリエーションなど多様な活動を

支えていきます。 

あわせて、国の目指す脱炭素社会の実現を踏まえ、持続可能なまちづ

くりを進めます。 

  

人
と

緑
と

産
業
が
調
和
し 

未
来
へ
ひ
ろ
が
る 

鎌
ケ
谷 
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■およそ 20 年後の将来の暮らしのイメージ 

都市づくりの目標に応じて、鎌ケ谷市がどのようなまちになり、どのような暮らし方がで

きるようになるのかを「将来の暮らしのイメージ」として整理しました。 

 

１ にぎわいと活力に満ちたまちづくり                             

 

・ 鉄道駅の周辺は、通勤利便性が高く、様々なお店で買い物ができます。また、行政サー

ビスや医療サービスが充実しています。休日にはスポーツやレクリエーションなど多様な活動

を楽しむことができ、便利さとゆとりが調和した住環境に、多くの人が暮らしています。 

 

・ 季節の樹木や草花に彩られた駅前などの広場空間では、子どもからお年寄りまで様々な

人々が憩い、ふれあう姿が見られます。時にはイベントなどが開催され、多くの人でにぎわっ

ています。 

 

・ 歩行者や自転車に配慮された道を歩くと、様々な都市機能が集まるまちなかと鎌ケ谷の

魅力となる水や緑、歴史などをたどることができ、歩くことが楽しいまちがつくられています。 

 

・ 北千葉道路やアクセス道路が整備され、東京方面や成田空港方面へのアクセスが向上

し、交通利便性が高まっています。その周辺には、就業の場ともなる産業が立地し、まち

の活力となっています。 

 

・ 整備された幹線道路の沿道は地域の状況に合わせて、商業・業務などの施設が適切に

立地し、地域の暮らしを支えています。 
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２ 誰もがいきいきと、安心して暮らせるまちづくり                  

 

・ 鉄道駅やコミュニティ施設、学校など地域の核となる場を中心に、健康づくりや文化活動、

人々の交流が行われて、地域の暮らしが支えられています。 

 

・ 都市計画道路の整備が進み、自転車や歩行者が安心して通行できる環境が整いつつ

あります。公共交通が適切に維持されて、利便性の高い市街地へのアクセスが確保され

ています。 

 

・ 子どもたちは地域の中で見守られながら、遊び・学ぶことのできる環境が充実しています。

身近な公園や広場では、子どもたちの元気いっぱいな姿がみられます。 

 

・ 多様な働き方が実現し、豊かな自然環境の中でゆとりある暮らしを楽しみながら暮らす人

が増えています。 

 

・ 地域での防災・防犯活動の充実や災害リスクへの対応など、災害に強いまちづくりにより、

安心して暮らせるまちとなっています。 
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３ 緑あふれる持続可能なまちづくり                           

 

・ 子どもたちは豊かな自然とふれあいながら、元気いっぱいに成長しています。 

 

・ 豊かな緑や水、歴史・文化が暮らしの中に息づいています。市民の憩いや散策の場が充

実し、市外からも家族連れなど多くの人が訪れています。 

 

・ 多くの施設で様々なスポーツに触れることができ、スポーツ・レクリエーションに親しむ環境が

整い、市民の健康増進が図られています。 

 

・ 梨などの果樹園や野菜などの畑等、農地の広がる景観が美しく保たれています。また、体

験農園や観光農園などで、多くの人が豊かな恵みを享受しています。 

 

・ 自然環境の保全や緑化活動が進められ、また都市機能の集約や公共交通の充実によ

り、地球温暖化防止につながり、脱炭素・循環型のまちづくりが進められています。 
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1-5-3 将来都市構造 

将来都市構造は、将来都市像の実現を目指し、鎌ケ谷市の成り立ちや都市づくりの目標を

踏まえ、将来の都市の骨格の構造を示すものです。 

 

①現在の都市構造 

鎌ケ谷市は、北総台地の緑豊かな自然環境の中で、都心や周辺都市を結ぶ鉄道、幹線道路

が市のほぼ中央部で東西、南北方向に交差しており、特に鉄道は私鉄４路線（東武野田線、

新京成線、北総線、成田スカイアクセス線）による８つの駅を有し利便性が高く、県北西部

地域の交通が交わる結節点としての機能を有しています。この駅周辺の地域には商業・業務

施設、住宅地が広がり、市街地の大半が徒歩や自転車による駅勢圏に含まれていることから、

各駅周辺を核とするコンパクトな都市構造が形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②将来都市構造の基本的考え方 

将来都市構造では、まちのさらなる発展を目指して、都心と成田空港方面を接続する交通

の軸を「広域軸」、市中央部に位置する「新鎌ケ谷駅」「初富駅」「鎌ケ谷駅」の３駅周辺と

その一連の空間を「都市軸」として、引き続き、鎌ケ谷市のまちづくりの中心として都市構

造を構築します。 

また、鉄道駅など市民の暮らしや来訪者の活動の場に「拠点」を形成し都市機能の集積や

充実を図るとともに、市域を地域の特性に応じた「ゾーン」に区分し、市全体で調和のとれ

た都市構造を構築します。これらを都市計画道路や公共交通機関等によって接続すること

で利便性を高め、拠点相互の連携により市民生活の充実と賑わいの創出を図り、各地域の特

性を活かしたコンパクトで魅力あふれるまちづくりを進めます。 

広域的な交通ネットワークにおける鎌ケ谷市の位置 
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将来都市構造の基本的考え方 

周辺都市と広域軸・都市軸 
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将来都市構造 

人と緑と産業が調和し 未来へひろがる 鎌ケ谷 

③鎌ケ谷市における将来都市構造の構成 

都市構造の基本的考え方を踏まえて、「軸」「拠点」「ゾーン」を以下のように構成するこ

とで、将来都市構造の構築を目指します。 
 

基本理念                  みんなでつくるふるさと鎌ケ谷 

将来都市像  

 

都市づくりの 

目標 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌ケ谷市における将来都市構造の構成 

軸 拠点 ゾーン 

都市間や市内の拠点を結ぶ

交通路線、人の流れのつな

がりなどを構築する軸の形

成を目指します。 

鎌ケ谷市の都市づくりに重

要であり、都市間および拠

点間の連携を強化すること

で、まちの発展を担います。 

市民の暮らしや来訪者の活

動を支える、多様な機能が

集積した場所や交通の結節

点、緑や水など地域の特性

となる拠点やネットワーク

の形成を目指します。 

それぞれの役割に応じ、都

市機能の集積や充実を図る

ことで、効果的なまちづく

りを実現します。 

都市的土地利用や自然的土

地利用など、面的なまとま

りのあるゾーンの形成を目

指します。 

これにより市全体で調和の

とれたまちづくりを実現し

ます。 

■広域軸 

■都市軸 

■広域交流拠点、 

■地域商業拠点 

■広域交流拠点 

■地域商業拠点 

■近隣商業拠点 

■地域の暮らしの拠点 

■森とｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ拠点 

■緑と水のネットワーク 

■都市軸ゾーン 

■住宅ゾーン 

■農地・樹林地・緑地ゾーン 

■森とｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｿﾞｰﾝ 

将来都市構造の基本的考え方 

基本となる都市構造 

1 にぎわいと活力

に満ちたまちづくり 

２ 誰もがいきい

きと、安心して暮

らせるまちづくり 

３ 緑あふれる 

持続可能なまち

づくり 
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④将来都市構造の構築に向けた形成方針 

将来都市構造の構築に向けた、それぞれの軸、拠点、ゾーンの形成方針は以下のとおりで

す。 

 

 

■広域軸 

都心と千葉ニュータウンや成田空港方面を結ぶ北総線や成田スカイアクセス線と、

北千葉道路及びその沿道等の一連の空間を「広域軸」として形成し、利便性の向上を図

るとともに、さらなるまちの発展を目指します。 

北千葉道路については、整備に伴い渋滞の緩和や防災力の強化等が期待されるとと

もに、都心や成田空港へのアクセスが強化され、地域の活性化等、まちづくりに大きく

寄与することが期待されます。このことから、国、県、沿線市と連携し早期整備を目指

すとともに、事業の具体化に合わせて沿道などの土地利用のあり方を検討します。 

 

■都市軸 

市の中央部に位置する「新鎌ケ谷駅」「初富駅」「鎌ケ谷駅」の３駅周辺と、その間を

結ぶ 3・5・12 号道野辺新鎌ケ谷線や 3・3・9 号鎌ケ谷中央線等の街路や高架下を利用

した一連の空間を「都市軸」として形成し、その立地の特性を活かした魅力ある都市機

能の充実を図ります。 

都市軸を形成する

「新鎌ケ谷駅」「初富駅」

「鎌ケ谷駅」の周辺は、

都市軸を支える 3 つの

核としてそれぞれの拠

点性を高めるとともに

相互の連携を強化する

ことで、回遊性のある

魅力的な都市空間を形

成し、市民生活を支え

る鎌ケ谷市の都市づく

りの中心として、さら

なるまちの発展を目指

します。 

  

軸の形成方針 

都市軸の構成 
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■広域交流拠点 

新鎌ケ谷駅周辺地区は、鉄道４路線の結節機能を活かしながら、商業、情報、娯楽等、

多様な機能が複合的に集積する躍動感と魅力あふれる広域交流拠点として、市民生活

の充実とにぎわいの創出を図ります。 

また、新鎌ケ谷駅南側に位置する東京 10 号線延伸新線跡地について、関係機関と連

携しながら南北自由通路の確保に取り組み、魅力のある都市空間を形成します。 

 

■地域商業拠点 

鎌ケ谷駅周辺地区と初富駅周辺地区は、日常的な買い物や市民サービス等のふれあ

いやにぎわいを提供する地域商業拠点として機能充実を図ります。 

なお、初富駅周辺地区は、きらり鎌ケ谷市民会館、図書館、郷土資料館などの機能を

活かし、活気ある地域の文化にふれる拠点として充実を図るとともに、初富駅前広場を

整備します。 

■近隣商業拠点 

鎌ケ谷大仏駅、北初富駅、くぬぎ山駅周辺地区は、地域コミュニティの場として、日

常生活に身近な商業等のサービス機能の充実を目指す近隣商業拠点として利便性の向

上を図ります。 

なお、北初富駅周辺地区は、東京 10 号線延伸新線跡地を緑道などとして有効活用を

図るとともに、北初富駅前広場を整備し、市民生活の利便性の向上やサービス機能の充

実を図ります。 

 

■地域の暮らし拠点 

コミュニティセンターや生涯学習施設、児童センターなどは、地域の暮らし拠点とし

て位置づけ、地域の人々の交流や憩い、活動の場としての充実を図ります。 

 

■森とスポーツ・レクリエーション拠点 

大規模な公園や緑地、スポーツ施設は、森とスポーツ・レクリエーションの拠点とし

て位置づけ、貴重な緑の保全や地域の人々の交流や憩い、活動の場としての充実を図り

ます。 

 

■緑と水のネットワーク 

河川沿いの水辺や、北総台地の特色を色濃く残す大地の起伏をはじめ、樹林地や斜面

林、また果樹園や畑等の農地に見られる緑豊かな自然の保全に努め、都市環境の緩和や

生物の生息・生育環境、緑豊かな都市景観ともなる緑と水のネットワークを形成します。 

  

拠点の形成方針 
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■都市軸ゾーン 

市の中央部に位置する「新鎌ケ谷駅」「初富駅」「鎌ケ谷駅」の３駅周辺とその間を結

ぶ「都市軸」について、その中心となる商業系土地利用を誘導する地区を「都市軸ゾー

ン」とし、立地の特性を活かした魅力ある都市機能の充実を図ります。 

 

■住宅ゾーン 

鉄道４路線の各駅を中心に広がる市街地は、今後も建築物の用途を適切に規制、誘導

し、良好な居住環境を維持します。 

なお、少子高齢化や核家族化の進展に伴い、増加傾向にある空き家、空き地等につい

て、適正な管理の推進や有効活用等を図るとともに、生活環境の保全及び流通の活性化

を推進します。 

 

■農地・樹林地・緑地ゾーン 

農地は、農産物の供給や観光農園等の機能のほか、良好な環境の保全や景観の形成、

緑の確保等、多様な機能を有しており、この機能を最大限発揮するとともに、都市農業

の振興を図るため、農地の有効な活用及び適正な保全を推進します。また、既存の集落

地や市街化が進行している地域は、周辺の自然や農業環境との調和を図るよう、環境保

全を基本としつつ、適切な土地利用を誘導します。 

緑は、鎌ケ谷市を特徴づける重要な要素の一つであるとともに、良好な都市環境の形

成や災害時の防災機能を有することから、農地、樹林地、緑地等については、重要な資

源として保全を推進します。 

 

■森とスポーツ・レクリエーションゾーン 

市内の南北それぞれに、森と公園やスポーツ施設等を中心とした一連の区域を、緑と

ふれあいのある空間として形成します。 

北部地区は、市制記念公園、陸上競技場、市民体育館等を中心に、多目的なスポーツ・

レクリエーション機能を有する総合的な公園を計画的に整備するとともに、粟野地区

公園と連なる区域として形成します。 

南部地区は、農地、樹林地、緑地等としての保全に努めつつ、地域資源であるファイ

ターズ鎌ケ谷スタジアムとの連携強化を図るとともに、弓道場・アーチェリー場、市民

の森等の施設を有効活用していきます。 

 

  

ゾーンの形成方針 
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将来都市構造図 
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34 
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人と緑と産業が調和し 未来へひろがる 鎌ケ谷 

第２章 分野別まちづくり方針 

将来都市像実現のため、土地利用、市街地整備、交通体系整備、緑と水・都市景観形成、

福祉・学習のまちづくり、防災まちづくり、都市環境形成の７つの分野別に方針を定めます。

体系は下記のとおりです。 

序章  

都市計画 

マスタープラン

とは 

序-1 鎌ケ谷市都市計画マスタープラン改定の目的 

序-2 都市計画マスタープランとは 

序-3 都市計画マスタープランの位置づけ 

序-4 都市計画マスタープランの役割 

序-5 都市計画マスタープランの目標年次と見直し 

序-6 都市計画マスタープランの構成 

第１章 

鎌ケ谷市の 

全体方針 

1-1 鎌ケ谷市の概要 

1-2 鎌ケ谷市の都市的課題の整理 

1-3 社会潮流と上位関連計画 

1-4 都市づくりの方向性 

1 都市整備の進展に合わせたまちづくり・産業の活性化 

2 少子高齢化への対応や身近な生活環境の整備など、暮らしの質の向上 

3 大規模な災害への備えなど、都市の安全性の向上 

4 道路及び交通環境の変化に対応した道路・公共交通ネットワークの再構築  

5 鎌ケ谷市の魅力となる豊かな緑と水の保全・活用  

6 市民や事業者との連携 

1-5 将来都市像と都市構造 

基本理念   みんなでつくるふるさと鎌ケ谷 

将来都市像  

都市づくりの目標 

 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 

分野別 

まちづくり方針 

 

 

 

 

第３章 

地域別構想 

 

 

 

 

 

 
 

第４章 

実現化の基本

的な考え方 

 

 

 

1 にぎわいと活力

に満ちたまちづくり 

２ 誰もがいきい

きと、安心して暮

らせるまちづくり 

３ 緑あふれる 

持続可能なまち

づくり 

 

1 土地利用の方針 

2 市街地整備の方針 

3 交通体系整備の方針 

4 緑と水・都市景観形成の方針 

6 防災まちづくりの方針 

5 福祉・学習のまちづくりの方針 

7 都市環境形成の方針 

1 北部地域 2 西部地域 3 中央東地域 

4 中央地域 5 東部地域 6 南部地域 

将来都市構造 

実現化の基本的な考え方 
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2-1 土地利用の方針 

鎌ケ谷市は、鉄道駅を中心に市街地と、それを取り巻く農地や河川、斜面緑地等の豊かな

自然環境で主な土地利用が構成されています。 

「将来都市像」の実現に向けて、それぞれの地域の土地利用のあり方を示し、これを踏ま

えた土地利用を目指していきます。                     

2-1-1 基本方針 

３つの都市づくりの目標に対応し、土地利用の基本方針を定めます。 

都市づくりの目標 目標に対応した土地利用の基本方針 

１ にぎわいと活力に 

満ちたまちづくり 

・鉄道８駅を中心としたコンパクトな都市構造を基本とし、都

市軸及び各拠点は、それぞれの役割に応じた土地利用を促進

するとともに相互の連携を図ります。 

・広域軸の機能を持つ北千葉道路の整備に応じて、まちの活力

となる産業振興に向けた適切な土地利用を促進します。 

２ 誰もがいきいきと、 

安心して暮らせる 

まちづくり 

・誰もがいきいきと安心して暮らせるまちを目指し、良好な居

住環境を維持・保全し、快適性・利便性の向上を図ります。 

・地区計画や都市計画提案制度の活用を進めるなど、地域の課

題に応じたきめ細かな土地利用を促進します。 

・建物が密集する市街地におけるオープンスペースの確保や建

物の耐震化・不燃化などの都市空間の改善など、誰もが安全に

安心して暮らせる土地利用を図ります。 

・空き家、空き地等について、適正な管理の推進や有効活用等を

図るとともに、生活環境の保全及び流通の活性化を推進しま

す。 

３ 緑あふれる 

持続可能な 

まちづくり 

・自然的土地利用と都市的土地利用の調和を基本とした土地利

用を促進し、緑の豊かな環境を活かしたまちづくりを進めま

す。 

・市街化調整区域では、スプロール的な土地利用を抑制し、計画

的な既存集落の環境保全や活性化を目指します。 
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2-1-2 土地利用の配置方針 

将来都市像の実現を目指し、各地域の位置づけや特性を踏まえた土地利用の配置方針を

定めます。 

 

①市街化区域の土地利用 

■商業・業務系市街地 

商業・業務系市街地は、商業・業務機能や身近な日常サービス機能の集積を図り、市の活

力の向上や、市民の生活サービス機能の向上を図るべき地区とします。 

 

広域交流拠点 

・新鎌ケ谷駅周辺は、都心や成田空港を結ぶ広

域交通の結節点であるとともに、市の中心を

なす地区である「広域交流拠点」とします。 

・行政機能や、広域的な交通の利便性を活かし

た商業・文化・情報・娯楽など多様な機能が複

合的に集積する躍動感と魅力あふれる地区と

して、市民生活の充実とにぎわいの創出を図

ります。 

・都市軸の機能強化を目指し、回遊性の向上に

取り組みます。 

 

地域商業拠点 

・鎌ケ谷駅周辺と初富駅周辺は、日常的な買い

物や市民サービス等のふれあいやにぎわいを

提供する「地域商業拠点」とします。 

・鎌ケ谷駅周辺は、地域の商店街等を活かした

駅周辺の良好な環境の充実を図ります。 

・初富駅周辺は、きらり鎌ケ谷市民会館、図書館、

郷土資料館等により、活気ある地域の文化に

ふれる拠点として充実を図ります。 

・都市軸の機能強化を目指し、回遊性の向上に

取り組みます。 

 

  

 

商業施設が集積する新鎌ケ谷駅前 

鎌ケ谷駅前 
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近隣商業拠点 

・鎌ケ谷大仏駅、北初富駅、くぬぎ山駅周辺は、

地域コミュニティの場として、日常生活に身

近な商業等のサービス機能の充実を目指す

「近隣商業拠点」とします。 

・防災性の向上のため、建物の密集などが見受

けられる地区は、準防火地域の指定等を検討

します。 

 

 

■複合系市街地 

複合系市街地は、居住環境の維持を基本に、生活サービス機能、商業・業務機能の充実を

図る地区とし、利便性と居住環境に優れた地区の形成を目指します。 

 

沿道型住商複合地区 

・市街地外郭幹線、幹線連絡道路、市街地幹線道

路の沿道については、地域の特性や道路の状

況に応じた沿道サービス施設が立地する「沿

道型住商複合地区」とします。 

・北千葉道路の整備など広域軸の機能強化に応

じて、まちの活力となる産業振興に向けた適

切な土地利用を促進します。 

・周辺市街地と調和を図りつつ、市民生活の利

便性の向上やサービス機能の充実を図ります。 

 

住商複合地区 

・新鎌ケ谷駅、初富駅、鎌ケ谷駅の周辺や、くぬぎ山駅、鎌ケ谷大仏駅、六実駅の周辺及

び主要地方道市川印西線沿いの一部区域は、「住商複合地区」とします。 

・駅周辺を補完する都市機能や居住の誘導、住機能と業務機能の調和等、地域の状況に応

じた生活利便性の高い市街地を形成します。 

 

住工複合地区 

・既存の工業地である東道野辺六丁目周辺地区及びくぬぎ山二丁目周辺地区は、「住工複

合地区」とします。 

・地元住民や企業の意見などを踏まえ、住工混在の整理、誘導などの対応について必要に

応じて検討するとともに、住宅地の居住環境の保全に配慮します。 

 

  

鎌ケ谷大仏商店会 

主要地方道船橋我孫子線 
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■住居系市街地 

住居系市街地では、居住環境の維持・保全を図り、安定した定住空間の確保を目指します。 

中層住宅地区 

・鎌ケ谷グリーンハイツ、パークサイド鎌ケ谷

などの計画的集合住宅地や、鎌ケ谷高校周辺

及び北初富駅周辺は、「中層住宅地区」としま

す。 

・市街地開発事業等により、計画的に開発・整備

された住宅地は、良好な環境の維持を図りま

す。 

 

低層住宅地区 

・中層住宅地区以外の低層の住宅を主体とした

住宅地は、「低層住宅地区」とします。 

・多くの人が快適な生活を送ることができるよ

う、地区の状況に応じ、良好な居住環境の維

持・保全に取り組みます。 

・市街地開発事業等により、計画的に開発・整備

された住宅地は、地区計画等の指定の継続等、

良好な環境の維持を図ります。 

 

②市街化調整区域の土地利用 

豊かな緑と水の保全を基調としますが、生活環境の維持・向上や地域コミュニティの維持

と形成がされている区域では、必要に応じて将来的な都市的土地利用の転換を検討します。 

 

農地・樹林地・緑地ゾーン 

・市街化調整区域全域を、農地や樹林地をはじ

めとした豊かな緑の保全と活用を図る「農地・

樹林地・緑地ゾーン」とします。 

・緑は、鎌ケ谷市を特徴づける重要な要素の一

つであるとともに、良好な都市環境の形成や

災害時の防災機能を有することから、農地、樹

林地、緑地等については、重要な資源として保

全を推進します。 

・農地は、農産物の供給や観光農園等の機能の

ほか、良好な環境の保全や景観の形成、緑の確

保等、多様な機能を有しており、この機能を最

大限発揮するとともに、都市農業の振興を図

るため、農地の有効な活用及び適正な保全を

推進します。 

鎌ケ谷グリーンハイツ 

中沢の梨園 

南初富の住宅地 
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・既存の集落地や市街化が進行している地域は、生活環境の維持や向上、コミュニティの

維持に必要となる土地利用を適切に図りつつ、無秩序な市街化を防止し、周辺の自然環

境と調和した良好な環境の形成を図ります。 

・適切な土地利用の誘導を図るよう、市街化調整区域の土地利用方針や地区計画指定基準

等について、必要に応じ検討します。 

 

森とスポーツ・レクリエーションゾーン 

・森や公園、スポーツ施設等を中心とした一連

の区域を「森とスポーツ・レクリエーションゾ

ーン」とし、市内の南北それぞれに、緑とふれ

あいのある空間を形成します。 

・北部地区は、市制記念公園、陸上競技場、市民

体育館等を中心に、多目的なスポーツ・レクリ

エーション機能を有する総合的な公園を計画

的に整備するとともに、粟野地区公園と連な

る区域として形成します。 

・南部地区は、農地、樹林地、緑地等としての保全に努めつつ、地域資源であるファイタ

ーズ鎌ケ谷スタジアムとの連携強化を図るとともに、弓道場・アーチェリー場、市民の

森等の施設を有効活用していきます。 

 

都市的土地利用検討ゾーン 

・市街化調整区域のうち、都市的土地利用を検討する地域を「都市的土地利用検討ゾーン」

とします。 

・新鎌ケ谷駅や北初富駅の周辺については、無秩序な市街化を防止し、隣接する市街化区

域と一体性のある土地利用を北千葉道路の整備の具体化のなかで検討していきます。 

・計画されている北千葉道路の沿道やインターチェンジ周辺は、広域交通の利便性が高い

地区であり、企業が進出しやすい立地環境形成のための計画的な土地利用を検討し、産

業の振興や企業誘致を進めます。 

・計画的な市街地整備の見通しが明らかになった地区については、まちづくりの方向性に

応じて、農林業との必要な調整を図りつつ市街化区域への編入についても、必要に応じ

検討します。 

 

  

ファイターズ鎌ケ谷スタジアム 
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土地利用方針図 
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2-２ 市街地整備の方針 

鎌ケ谷市は、計画的な住宅団地の造成や土地区画整理事業により市街地が整備されてき

ました。一方で、都市基盤が未整備のまま宅地化した地域など、都市基盤に課題のある地域

も存在しています。 

また、新京成線連続立体交差事業の全線高架化の完了に伴う関連整備や、事業が進捗して

いる北千葉道路の整備等、都市整備の進展が見込まれている地域もあります。 

将来都市像の実現に向けて、鎌ケ谷市の活力の維持や向上に向けた計画的な市街地整備

を、各地域の状況に合わせて進めていきます。  

 

2-２-1 基本方針 

３つの都市づくりの目標に対応し、市街地整備の基本方針を定めます。 

都市づくりの目標 目標に対応した市街地整備の基本方針 

１ にぎわいと活力に 

満ちたまちづくり 

・鉄道の連続立体交差事業や北千葉道路等の整備に伴う、計画的

な市街地整備や企業誘致に、市民や市民団体、民間事業者がそれ

ぞれの役割のもとで、連携・協力しながら取り組みます。 

２ 誰もがいきいきと、 

安心して暮らせる 

まちづくり 

・市街地環境の維持保全に努めるとともに、地域課題の改善に取

り組むため、地域の意向を都市計画に反映させる地区計画の策

定や都市計画提案制度等の活用に向けて取り組みます。 

・建築物の不燃化・耐震化等、防災性向上に資する整備に取り組

み、安全に安心して暮らせる市街地づくりを目指します。 

３ 緑あふれる 

持続可能な 

まちづくり 

・新たな市街地の整備にあたっては、周辺景観への配慮とともに、

緑地やオープンスペースを確保し、緑あふれるまちづくりを目

指します。 

・また、エネルギーの効率的な利用や再生可能エネルギーの活用

など、脱炭素社会の構築へ貢献します。 
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2-2-2 市街地整備の方針 

将来都市像の実現を目指し、市街地整備による拠点の整備や市街地環境の維持・向上など、

市街地整備の方針を定めます。 

 

①拠点の整備 

新鎌ケ谷駅周辺地区 

■新鎌ケ谷特定土地区画整理事業実施地区 

・新鎌ケ谷駅周辺は、広域交通の結節点として

の立地特性を活かすとともに、市の中心をな

す地区として、行政機能や、広域的な交通の利

便性を活かした商業・情報・娯楽など多様な機

能が複合的に集積する市街地を形成します。 

・市民や公共交通機関の利用者が快適で安全に

利用できるよう、南北自由通路等の整備を進

め駅前空間の充実を図ります。 

・これまでのまちづくりを基盤にさらなる発展が図られるよう、都市軸の機能強化と、駅

西側地区や北初富駅周辺との連携強化を目指し、周辺地区との一体性・連続性のあるま

ちづくりを進めます。 

 

■新鎌ケ谷駅周辺西側地区 

・新鎌ケ谷駅周辺西側地区は、北千葉道路の整備の進展も踏まえつつ、新鎌ケ谷特定土地

区画整理事業実施地区と一体的に、連続性のあるまちづくりについて、民間活力の活用

も含め検討を進めます。 

 

 

初富駅周辺地区 

・初富駅周辺地区は、新京成線連続立体交差事

業に伴う駅前広場の整備や周辺道路整備等に

より、既成市街地における土地の有効利用を

図ります。 

 

  

新鎌ケ谷地区 

初富駅 
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北初富駅周辺地区 

・北初富駅周辺地区は、東京 10 号線延伸新線跡

地を緑道などにして有効活用を図るとともに、

駅前広場を整備し、市民生活の利便性の向上

やサービス機能の充実を図ります。 

 

 

 

 

②市街地環境の維持・向上 

・土地区画整理事業等が実施された地区は、良

好な市街地環境を形成している地区として、

維持・保全を図ります。また、地区計画が指定

されている地区については、良好な居住環境

の維持・保全を図るよう誘導します。 

・土地区画整理事業等が実施されておらず、都

市基盤に課題のある地域は、必要に応じ、地域

の意向を都市計画に反映させるよう、地区計

画の策定や都市計画提案制度等の活用に向け

て取り組みます。 

・佐津間（火焼田）地区は、県営住宅の整備が進められていますが、市街化調整区域であ

り、周辺が大津川や農地、樹林地であることを踏まえ、良好な環境の維持、保全を図り

ます。 

・中央一丁目地区や鎌ケ谷五・六・七丁目地区は、無秩序な市街化の防止や住環境の改善

のため、地域の意向を踏まえながら、周辺地区と一体的な土地利用や今後のまちづくり

の方向性について検討します。 

  

北初富駅 

中沢東地区（地区計画区域） 
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市街地整備方針図 
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2-３ 交通体系整備の方針 

鎌ケ谷市は、私鉄４路線（東武野田線、新京成線、北総線、成田スカイアクセス線）によ

る８つの駅を有し利便性が高く、また、鉄道と幹線道路が市のほぼ中央部で東西、南北方向

に交差する交通の要衝となっています。 

さらに、都心や成田空港を結び、地域間の交流連携、物流の効率化等、地域の活性化に寄

与するとともに、災害時の緊急輸送ネットワークとしての役割を担う北千葉道路が市川・松

戸において一部事業化するなど、交通体系整備が進展しています。 

将来都市像の実現に向けて、利便性の高い交通体系を効果的に活用するとともに、多くの

交通が流入することによる交通渋滞の解消や道路環境の改善、交通安全の確保等様々な課

題に適切に対応し、人々の暮らしや産業活動を支える交通体系整備を計画的に進めていき

ます。  

 

2-３-1 基本方針 

３つの都市づくりの目標に対応し、交通体系整備の基本方針を定めます。 

都市づくりの目標 目標に対応した交通体系整備の基本方針 

１ にぎわいと活力に 

満ちたまちづくり 

・都心や成田空港を結び、地域間の交流連携、物流の効率化

等地域の活性化に寄与する道路であるとともに、災害時

の緊急輸送ネットワークとしての役割を担う北千葉道路

について、早期整備を関係機関に働きかけます。 

・都市の骨格ともなる都市計画道路については、都市計画

道路整備プログラムに基づき計画的な整備を進めます。 

２ 誰もがいきいきと、 

安心して暮らせる 

まちづくり 

・高齢者、障がい者、子どもなど誰もが安全に安心して移動

できる道路環境を目指します。 

・計画的な道路整備を進め、交通渋滞の緩和や交通安全の

確保に取り組みます。 

・多くの人が、気軽に安心して移動できるよう、公共交通網

の維持・充実に取り組みます。 

３ 緑あふれる 

持続可能な 

まちづくり 

・道路の状況に応じた沿道の緑化に取り組むとともに、道

路環境の美化に市民とともに取り組みます。 

・道路整備の推進による交通渋滞の解消や、公共交通網の

活用の促進、利用しやすい自転車環境の整備等により、自

動車交通への過度な依存を低減し、脱炭素社会の構築へ

貢献します。 
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2-３-２ 道路整備の方針 

将来都市像の実現を目指し、計画的・体系的な道路網の整備や安全で快適な道路等の整備、

また、歩行者や自転車優先の道路の整備など道路整備の方針を定めます。 

 

①計画的・体系的な道路網の整備 

・広域へのアクセス強化や、交通渋滞の軽減、交通の円滑化による生活利便性の向上を図

るため、都市計画道路整備プログラムや道路ネットワークを踏まえて、都市計画道路等

の計画的な整備を進めます。 

・長期未整備都市計画道路については、交通需要の変化や、まちづくりの方向性の変化へ

の対応など、必要が生じた場合は見直しを検討します。 

 

■道路の機能分類による体系整備 

道路は、広域幹線道路、市街地外郭幹線、幹線連絡道路、市街地幹線道路、補助幹線道路、

主要生活道路、生活道路などと機能分類に基づく体系化により、円滑に交通を処理し、市民

生活の利便性を確保することを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 道路の機能分類の概念 （※補助幹線道路・生活道路を除く） 
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ⅰ）広域幹線道路 

・広域幹線道路は、都心や成田空港を結び、地域間の交流連携、物流の効率化等、地域の

活性化に寄与する道路であるとともに、災害時の緊急輸送ネットワークとしての役割

を担います。また、鎌ケ谷市内においては、市域や中心市街地に流入する通過交通を低

減させ、市街地内の交通環境の向上を担います。 

対象路線：1・3・1 号北千葉道路  3・1・1 号北千葉鎌ケ谷線(40m)                 

 

ⅱ）市街地外郭幹線 

・市街地外郭幹線は、都市軸ゾ—ンと中心市街地の外延にあって、環状に形成され、中心

市街地の発生集中交通を円滑に幹線道路に誘導する役割を担います。 

対象路線：3・4・5 号船橋我孫子バイパス線(18m) 3・4・7 号中沢鎌ケ谷線(16m)  

3・4・10 号中沢北初富線(16m)  

 

 

ⅲ）幹線連絡道路 

・幹線連絡道路は、中心市街地や周辺市街地の発生集中交通を円滑に広域幹線道路に誘導

する役割を担います。 

対象路線：3・3・9 号鎌ケ谷中央線(25m)   3・4・5 号船橋我孫子バイパス線(18m) 

      3・4・6 号北初富軽井沢線(18m)  3・4・7 号中沢鎌ケ谷線(16m) 

3・4・8 号中沢南初富線(18m)   3・4・10 号中沢北初富線(16m)  

主要地方道市川印西線          主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線 

 

 

ⅳ）市街地幹線道路 

・市街地幹線道路は、概ね 500ｍ間隔に配置され、日常生活を支える交通機能とともに、

市街地外郭幹線等を補完する役割を担います。 

対象路線：3・1・2 号粟野田境線(40m)     3・3・15 号新鎌ケ谷北線(22m)  

3・3・16 号新鎌ケ谷南線(22m)   3・4・3 号駅前東線(18m)  

3・4・4 号駅前西線(18m)        3・4・5 号船橋我孫子バイパス線(18m) 

3・4・6 号北初富軽井沢線(16m)   主要地方道船橋我孫子線 

主要地方道市川印西線           主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線 

  

（※括弧内は代表幅員を表す。以下同様） 
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ⅴ）補助幹線道路 

・補助幹線道路は、鎌ケ谷市域や中心市街地に

流入する通過交通を分担させ、市街地内の交

通環境の向上を担います。 

対象路線： 

3・3・13 号新鎌ケ谷駅前線(28m) 

3・4・17 号道野辺富岡線(16m)  

3・5・11 号谷地川線(12m)         

3・5・12 号道野辺新鎌ケ谷線(12m)  

 

 

ⅵ）生活道路 

・生活道路は、各宅地に接続するとともに、交通を集め幹線道路へ連絡する役割を担いま

す。 

対象路線：7・6・1 号富岡 1 号線  7・7・2 号初富線   7・7・3 号北初富線 

     8・7・1 号富岡２号線（歩行者専用道路） 

     幅員(６～９m)の道路  幅員(４～６ｍ)の道路 

 

※以下の路線は、区間に応じて複数の機能分類を有する道路です。 

3・4・5 号船橋我孫子バイパス線(18m)   3・4・6 号北初富軽井沢線(18m)  

3・4・7 号中沢鎌ケ谷線(16m)       3・4・10 号中沢北初富線(16m) 

主要地方道市川印西線          主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線 

 

 

 

    ≪参考≫ 

     都市計画道路の番号（○・△・□号）については、それぞれ次の内容を表しています。 

      ○･･･区分による番号／△･･･規模による番号／□･･･区分ごとの一連の番号 

     詳細は以下のとおりです。 

○(区分による番号) △(規模による番号) 

１：自動車専用道路 １：幅員 40ｍ以上のもの 

３：幹線街路 ２：幅員 30ｍ以上 40ｍ未満のもの 

７：区画街路 ３：幅員 22ｍ以上 30ｍ未満のもの 

８：特殊街路(歩行者専用道 等) ４：幅員 16ｍ以上 22ｍ未満のもの 

 ５：幅員 12ｍ以上 16ｍ未満のもの 

 ６：幅員８ｍ以上 12ｍ未満のもの 

 ７：幅員８ｍ未満のもの 

 

  

3・3・13 号新鎌ケ谷駅前線 
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②安全で快適な道路等の整備 

・誰もが安全で、安心して移動できる快適な道

路を確保するよう取り組みます。 

・都市計画道路、主要市道、一般市道、通学路に

おいて、歩道の設置、交差点改良、舗装改良等

を行います。また、国道、県道の歩道設置や交

差点改良等を国、県に働きかけます。 

・交通安全対策に係る啓発、施設整備、保全に向

けた対策を行います。 

・ゆとりのある道路では、植樹帯による緑の創

設を含めた道路整備を進めます。また、道路愛

護活動により道路の環境美化（清掃、植栽、除

草）を促進します。 

・主要な幹線道路の整備を推進することにより、交通渋滞の解消を図り、大気汚染の低減

など都市環境の向上を図ります。 

 

③歩行者や自転車に配慮した道路の整備 

・歩きたくなるまちを目指して、歩行者や歩道

等の安全性の確保やバリアフリー化に取り組

みます。 

・歩道等総合整備計画等に基づき、交通安全施

設の整備を行うとともに、経年劣化により老

朽化している道路舗装や交通安全施設を更新

します。また、安全で快適な自転車利用環境の

形成を目指します。  

街路樹（プラタナス） 

歩道の整備された道路 
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2-３-３ 公共交通整備の方針 

将来都市像の実現を目指し、鉄道やコミュニティバス等を中心とした公共交通ネットワ

ークの構築や交通結節機能の強化等公共交通整備の方針を定めます。 

 

①公共交通ネットワーク 

・鉄道 8 駅を有する利便性を活かし、公共交通

の利用促進を図り、誰もが利用しやすく、持続

可能な公共交通体系を構築します。 

・市内各地域を結ぶコミュニティバスをはじめ

とする公共交通体系が効果的、効率的に運営

できるよう事業者と連携するとともに、公共

交通ネットワークの利便性の向上を図るため、

引き続き調査、研究を行います。 

・道路事情や利用者のニーズに対応した移動手

段など、新たな制度等も含め、総合的に検討し

ます。 

・交通事業者と連携し、交通施設の再整備等に合わせて、バリアフリー化などを促進します。 

 

②交通結節機能の強化 

■駅前広場等 

・市民が快適で安全に利用できる駅前空間を創

出するため、鎌ケ谷駅東口駅前広場、新鎌ケ谷

駅北口駅前広場、新鎌ケ谷駅南口駅前広場は、

機能の維持を図るとともに、初富駅駅前広場

と北初富駅駅前広場の整備を進めます。 

・新鎌ケ谷駅については、南北自由通路等の整

備を進めます。また、南北自由通路の整備後を

見据え、新鎌ケ谷駅北口及び南口駅前広場に

ついて、路線バスやタクシー、企業バス等が乗

り入れる際のルールなど、利用のあり方につ

いて検討します。 

■駐車場・駐輪場 

・各駅について、自動車やバス等との乗り換えの円滑化、歩行者・自転車の安全・快適な

利用のための道路や広場、自転車駐輪場の整備を事業者との連携のもと進めます。 

・新鎌ケ谷駅周辺をはじめとする商業･業務系市街地では、車を利用しての集中が予測さ

れるため、共同住宅や店舗等の設置にあたっては、開発指導等により駐車施設の整備を

促進します。  

鎌ケ谷駅東口駅前広場 

コミュニティバスききょう号 
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交通体系整備方針図 
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2-４ 緑と水・都市景観形成の方針 

鎌ケ谷市は北総台地の最高地に位置し、河川の浸食等による起伏に富んだ地形に、斜面林

などの樹林地や広がる農地、谷津などを有する豊かな緑のまちです。 

将来都市像の実現に向けて、都市環境の緩和や生きものの生息場所、歴史や文化に触れら

れる空間、人々の憩いやレクリエーション、防災等、重要で多様な機能を有する緑と水のま

ちづくりを進めるとともに、緑と水などの自然や、人々の暮らしが織りなす美しい都市景観

の形成を進めます。 

 

2-４-1 基本方針 

３つの都市づくりの目標に対応し、緑と水・都市景観形成の基本方針を定めます。 

都市づくりの目標 目標に対応した緑と水・都市景観形成の基本方針 

１ にぎわいと活力に 

満ちたまちづくり 

・森とスポーツ・レクリエーションゾーンの整備や活用などを

行うことで、人々のにぎわいと活力に満ちた空間づくりに取

り組みます。 

・農地の保全につとめ、都市農業や観光農業の振興を図ります。 

・周辺環境への調和に配慮しつつ、市街地ではにぎわいある景

観づくりに取り組みます。 

２ 誰もがいきいきと、 

安心して暮らせる 

まちづくり 

・それぞれの地域の意向を踏まえ、身近に楽しめる公園や緑地

の確保を図るとともに、維持管理や保全活動に市民とともに

取り組みます。 

・健康づくりやスポーツなど、多様な活動に取り組むことがで

きる環境を整えます。 

・災害時の避難地や復旧・復興の拠点となるとともに、延焼防止

などの防災性の向上に資する緑の保全・活用を進めます。 

・うるおいや安らぎを感じ暮らすことができる景観づくりに取

り組みます。 

３ 緑あふれる 

持続可能な 

まちづくり 

・緑と水の豊かな自然を鎌ケ谷市の魅力ととらえ、保全・活用を

進めます。 

・自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある

都市づくりを進める、グリーンインフラの取り組みを進めま

す。 

・ヒートアイランド現象の緩和や生物多様性の保全などの機能

を有する緑を保全・活用するとともに、ＳＤＧｓ達成への貢献

など、緑の果たす地球規模での重要で多様な役割を認識しこ

れを活用します。 
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2-４-２ 緑と水のまちづくりの方針 

将来都市像の実現を目指し、森とスポーツ・レクリエーションゾーンの形成や、史跡・公

園等の整備充実、緑あふれるまちづくりの推進や、豊かな自然環境の保全に向けた緑と水の

ネットワーク形成等、緑と水のまちづくりの方針を定めます。 

 

①森とスポーツ・レクリエーションゾーンの形成 

・北部地区は、市制記念公園、陸上競技場、市民

体育館等を中心に、多目的なスポーツ・レクリ

エーション機能を有する総合的な公園を計画

的に整備するとともに、粟野地区公園と連な

る区域とします。 

・南部地区は、農地、樹林地、緑地等としての保

全に努めつつ、地域資源であるファイターズ

鎌ケ谷スタジアムとの連携強化を図るととも

に、弓道場・アーチェリー場、市民の森等の施

設を有効活用していきます。 

・大柏川第２調節池は、豊かな自然環境に配慮し、整備を促進するよう関係機関に働きか

けます。 

 

②公園等の整備充実 

・公園は、規模・機能分類に応じ、計画的な整備

に取り組みます。市制記念公園、貝柄山公園、

粟野地区公園、新鎌ふれあい公園、手通公園、

市民の森は、鎌ケ谷市を代表する公園として、

それぞれの特徴を活かした整備と維持管理、

活用に取り組みます。 

・粟野地区公園は第二期区域の整備を進めます。 

・陸上競技場、市民体育館等を中心に、スポー

ツ・レクリエーションを楽しむことができる

場の整備・活用に取り組みます。 

・北初富駅から新鎌ケ谷までの東京 10 号線延伸新線跡地を緑道などとして整備します。 

・住宅地内などに点在する暮らしに身近な公園や緑地は、それぞれの地域のニーズにあっ

た活用や再整備を検討します。 

・公園施設等の定期点検を実施し、誰もが安心して利用できる施設を目指すとともに、計

画的に施設の長寿命化を図ります。 

・火災時の延焼防止、災害時の一時避難地など、災害時に役立つ住宅地内の身近な公園等

のオープンスペースの確保を図ります。 

 

 

市制記念公園 

貝柄山公園 
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・土地所有者の協力を得ながら、市内に残され

た貴重な樹林地を、やすらぎとうるおいのあ

る森林レクリエーションの場として提供する

ため、ふれあいの森として保全していきます。

また、一部のふれあいの森は市が取得し、都市

公園にすることで将来に渡り保全します。 

・地域のニーズに沿って、効率的に公園・緑地の

整備や活用を図るため、市民や市民団体、民間

事業者等との連携による運営方策について検

討します。 

・公園サポーター制度等、市民協働による維持管理・保全活動を継続します。 

・国史跡下総小金中野牧跡（捕込）の整備を進め、史跡に親しむ環境を作ります。 

 

③緑あふれるまちづくりの推進 

・緑あふれるまちづくりを目指して、市民や事

業者との協働による取り組みを進めます。 

・多くの人が集まる駅前広場や公民館などの公

共施設では、市民との協働による植栽や花植

えなどの緑化を推進します。 

・道路等の整備にあたっては、道路状況に応じ

植栽帯の確保等、緑化を検討します。 

・商業施設や住宅等における生垣や敷地内の緑

化を促進します。また、緑化協定等の制度の活

用により、緑豊かな住環境の形成に取り組み

ます。 

・土地所有者の協力を得ながら、市内に残された社寺林などの良好な樹林を保全林又は保

存樹木として指定し、保全します。 

・農地は、農業の振興を図り、適切な保全を図ります。併せて、市街化区域の農地につい

ては、多様な機能の発揮を通じた良好な都市環境の形成のため、生産緑地制度等により

保全するとともに、30 年が経過する生産緑地の急速な宅地化問題（2022 年問題）に留

意し、特定生産緑地への移行などにより保全に取り組みます。 

・市民農園の充実やかまがや朝市の実施支援など、農業を身近に感じ親しむ環境づくりに

取り組みます。 

  

花々が植栽された鎌ケ谷駅前 

富岡二丁目ふれあいの森 
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④自然環境の保全による緑と水のネットワークの形成 

・一級河川大柏川・大津川、準用河川大津川・中

沢川・根郷川等の河川や、谷津・湧水などの豊

かな水環境とともに、樹林地や斜面林、農地な

どの緑が連続する豊かな自然環境の保全を図

ります。 

・緑と水の自然環境の保全に加え、公園や緑地、

街路樹や都市軸の緑及び東京 10 号線延伸新

線跡地の緑道などとの連携を深めて、緑と水

のネットワークを形成し、自然と調和した緑

と身近にふれあえるまちをつくります。 

・河川は、複数の流域にまたがっていることか

ら、それぞれの流域ごとの整備計画等に基づ

く整備を図るとともに、整備にあたっては、水

辺に親しめる空間整備や多自然型の整備等に

ついて検討します。 

・囃子水公園や白旗緑地などは、湧水等を保全し、水辺の生物の生息・生育環境に配慮す

るとともに、水辺を活かした市民の憩いの場の充実を図ります。 

・まとまりある樹林地や斜面林などは、ヒートアイランド現象等の緩和や生物の生息・生

育の場等の重要な場であり、地すべりや土砂の崩壊等自然災害を防ぐため、斜面地等に

おける緑地の保全を検討していきます。  

大津川 
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2-４-３ 都市景観形成の方針 

将来都市像の実現を目指し、鎌ケ谷市の景観の特性を活かすため、景観を形成する要素で

ある自然や歴史、生活や産業に着目した景観づくりを進めるとともに、市街地・にぎわい景

観、暮らし・やすらぎ景観、みどり・うるおい景観の形成等、地域特性に応じた都市景観形

成の方針を定めます。 

 

①鎌ケ谷らしい景観の形成 

・自然を活かした景観形成にあたっては、北総台地の地形を活かした景観を形成するとと

もに、市街地に残る樹林や谷津を活かし、市民が身近に感じられる自然景観を形成しま

す。水と緑を守り、人と多様な生物が共生できる持続可能な自然環境を形成します。 

・歴史を活かした景観形成にあたっては、国登録有形文化財の整備を行い、昔から続く景

観の保護に取り組むなど、地域に眠る歴史･文化資源の保全、継承を通じて景観を形成

するとともに、地域の歴史的な趣を際立たせる資源を活かして、まちなみ景観を形成し

ます。 

・生活の景観の形成にあたっては、ゆとりある土地利用を促し、愛着が持てるまちなみ景

観や、積極的な敷地内の緑化によるうるおいと安らぎのある住宅地景観を形成します。

また、農地や市街地等の周囲の景観との調和に配慮したまちなみ景観を形成します。 

・にぎわいある産業景観の形成にあたっては、地域の特性と位置付けに応じた商業・業務

地の景観を形成します。新鎌ケ谷駅周辺においては、市の「顔」にふさわしい駅前景観

を形成し、主要幹線道路沿道では、賑わいの中にも秩序立った品格や落ち着きの感じら

れる景観の形成を図ります。 

 

②市街地・にぎわい景観の形成 

・新鎌ケ谷駅をはじめ、鎌ケ谷駅や初富駅を中

心とした都市軸では、各地区の特性に沿った、

にぎわいある景観の形成を進めます。 

・それぞれの地域特性を踏まえた上で、市の拠

点としてふさわしく、ゆとりの感じられる景

観を形成します。 

・新鎌ケ谷地区は景観重点地区として位置付け、

「魅せるデザイン」「楽しませるデザイン」「人

にやさしいデザイン」などのデザインコンセ

プトに沿った、良好な景観の形成に積極的に

取り組みます。 

 

 

 

 

 

商業施設が集まるにぎわいの景観 
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③暮らし・やすらぎ景観の形成 

・都市軸を囲うように広がる住宅地を中心とし

た地域では、暮らしにやすらぎの感じられる

景観の形成を進めます。 

・住宅地では、宅地内の緑化を促すとともに、建

築物の壁面や屋根は落ち着きのある色彩を用

いるよう促し、地区内で一体感を感じること

のできる景観形成に取り組みます。 

・新しい住宅地の整備にあたっては、ゆとりの

ある土地利用を促すとともに、公共空間と民

有空間(公共的空間)相互で積極的な緑化を図

り、一層市民がうるおいと安らぎの感じられ

る魅力的なまちなみ景観の形成を図ります。 

 

④緑・うるおい景観の形成 

・梨園などの農地や樹林地の広がる市街化調整

区域を主体とした地域では、緑豊かなうるお

いある景観の形成を進めます。 

・河川や谷津、樹林地、湧水地等では多様な生物

が生息できる自然環境を保全し、市民が親しみ

の持てる自然景観を形成します。住宅地付近に

残る樹林地や社寺林の保全、土地の起伏を活

かした農地の広がりの感じられる景観づくり

を進めます。 

・田畑や果樹園とともに点在し、地域の貴重な

景観資源となっている歴史的建造物の保全に

取り組みます。 

・隣接する樹高の高い木々等に囲まれた自然や緩やかな起伏を有した大地に広がる果樹園

等との調和に配慮し、建築物の屋根や外壁等には彩度の低い落ち着いた色彩を用いるな

どして、心和み、安らぎの感じられる生活景観を形成します。 

  

やすらぎある暮らしの景観 

八幡春日神社のみどりの景観 
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緑と水・都市景観形成方針図  
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2-５ 福祉・学習のまちづくりの方針 

将来都市像の実現に向けて、子どもから高齢者、障がい者など全ての人々が、いきいきと

暮らし、地域の中で支え合い、助け合いながら暮らしていくことは、多くの人の願いです。

誰もが暮らしやすい福祉のまちづくりや、人々がいきいきと活動できるまちづくりを進め

ていきます。   

2-５-1 基本方針 

３つの都市づくりの目標に対応し、福祉・学習のまちづくりの基本方針を定めます。 

都市づくりの目標 目標に対応した福祉・学習のまちづくりの基本方針 

１ にぎわいと活力に 

満ちたまちづくり 

・公共施設等の整備の際には、利用者のニーズに応じたユニバ

ーサルデザインによる空間の形成を図ります。 

２ 誰もがいきいきと、 

安心して暮らせる 

まちづくり 

・子どもから高齢者、障がい者など誰もがいきいきと安心して

暮らせるまちをつくります。 

・子どもたちの学びや、文化活動など多様な活動に取り組むこ

とができる環境を整えます。 

・市民一人ひとりが地域社会の中で活発に活動できるよう、コ

ミュニティや市民交流の形成を図ります。 

３ 緑あふれる 

持続可能な 

まちづくり 

・健康づくりやスポーツなど、多様な活動に取り組むことがで

きる環境を整えます。 

2-５-２ 福祉・学習のまちづくりの方針 

将来都市像の実現を目指し、人にやさしいユニバーサルなまちづくりや人々の多様な活

動の場の確保等、福祉・学習のまちづくり整備方針を定めます。 

 

①人にやさしいユニバーサルなまちづくり 

・誰もが安全に、安心して過ごせるよう、公共施設等の整備の際には、利用者のニーズに

応じたユニバーサルデザインによる空間の形成を図ります。また、民間の建物等につい

ても、千葉県福祉のまちづくり条例に基づき、バリアフリー化が図られるよう誘導しま

す。 

・誰もが安心して歩ける快適な歩行空間を目指した道路や楽しく過せる公園の整備を目

指し、バリアフリー化を促進します。 

・公共施設等については、誰もが使いやすく、安全・安心に利用できるよう、適正な維持

管理を行い、市民の福祉増進を図ります。 

・中長期的な視点に立った公共施設等の維持管理、更新、長寿命化を進めることで、財政

負担の軽減、平準化を図るとともに、効果的かつ効率的な施設のあり方について、利用

者や近隣住民の合意形成を図りながら検討、研究を進めます。  
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②人々の多様な活動の場の確保 

・コミュニティセンター、生涯学習施設、児童セ

ンターなどは、地域の暮らし拠点として、また、

学校施設の開放等を通じて、地域の人々の交

流や憩い、活動の場の充実を図ります。 

・大規模な公園や緑地、スポーツ施設は、森とス

ポーツ・レクリエーションの拠点として、貴重

な緑の保全や地域の人々の交流や憩い、活動

の場としての充実を図ります。 

・心豊かな生活を送るため、芸術文化活動や鑑

賞の機会を通じて、地域に根差した芸術文化

活動の活性化や新たな市民文化の創造を図り

ます。 

 

③歴史や文化の保全・活用 

・長い歴史の中で生まれ、はぐくまれ、今日まで

守り伝えられてきた文化財が、未来に渡って

確実に保存・継承・活用されるよう、保存する

ための環境や体制づくりを行います。 

・鎌ケ谷市文化財保存活用地域計画の策定を踏

まえ、市に存する全ての文化財を、市の魅力を

発信する地域資源として捉え、保存・活用に取

り組みます。 

・国史跡下総小金中野牧跡等を市の歴史に触れ

る拠点として活用の検討を進めます。 

 

  

生涯学習推進センター（富岡） 

国史跡下総小金中野牧跡(捕込) 
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2-６ 防災まちづくりの方針 

近年、台風や集中豪雨による浸水被害が激甚化・頻発化し、東日本大震災などの大きな地

震の発生や想定されている首都直下地震など大規模災害の発生が懸念されていることから、

防災・減災のまちづくりが重要です。 

将来都市像の実現に向けて、各種の災害に対応できる、誰もが安心して暮らせる防災まち

づくりを進めます。   

 

2-６-1 基本方針 

３つの都市づくりの目標に対応し、防災まちづくりの基本方針を定めます。 

都市づくりの目標 目標に対応した防災まちづくりの基本方針 

１ にぎわいと活力に 

満ちたまちづくり 

・大規模な自然災害等が発生しても、地域での被害発生やその

影響を最小限に抑え、速やかな復旧・復興を推進することが可

能な強さとしなやかさを兼ね備えた災害に強いまちづくりの

推進に取り組みます。 

・災害時の緊急輸送ネットワークとしての役割を担う北千葉道

路について、関係機関と協力し、早期整備を促進します。 

・新たなまちづくりにあたっては、防災施設の整備やオープン

スペースの確保等、防災力の向上に取り組みます。 

２ 誰もがいきいきと、 

安心して暮らせる 

まちづくり 

・各種の災害に応じた防災対策を進め、誰もが安心して暮らせ

る、安全性の高い市街地の整備に取り組みます。 

・災害に関する情報等について周知を図るとともに、市民と行

政が一体となった防災・防犯活動に取り組みます。 

３ 緑あふれる 

持続可能な 

まちづくり 

・災害時の避難地や復旧・復興の拠点となるとともに、延焼防止

などの防災性の向上に資する緑の保全・活用を進めます。 

・都市の基盤となる豊かな自然環境の保全を図ります。 
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2-６-2 防災まちづくりの方針 

将来都市像の実現を目指し、国土強靭化地域計画や地域防災計画と連携しつつ、防災まち

づくりの骨格形成とともに、地震や火災、水害や土砂災害等、各種の災害や危険度に応じた

防災まちづくりの方針を定めます。 

 

①安全で安心なまちづくりの骨格形成 

・避難場所や避難所の機能の強化・充実に努め

るとともに、避難路や緊急輸送路となる道路

の整備に取り組み、防災まちづくりの骨格形

成に努めます。 

・安全で安心なまちづくりを推進するため、市

民と行政（自助・共助・公助）が一体となった

防災・防犯活動が展開できるよう、地域住民の

活動の充実強化を図ります。 

 

 

②地震や火災に強いまちづくり 

・避難路及び避難地周辺地区や緊急輸送道路と

して指定されている路線沿道地区においては、

耐火建築物、準耐火建築物等の建築を促進す

るため、防火・準防火地域の追加指定の検討に

取り組みます。 

・防火・準防火地域以外の市街地における延焼

の防止を図るため、木造建築物等の屋根の不

燃措置及び外壁の延焼防止措置の指導を行い

ます。 

・火災時の延焼防止、災害時の一時避難地など、

災害時に役立つ住宅地内の身近な公園等のオ

ープンスペースの確保を図ります。 

・地震による建築物の倒壊等により緊急時の通行障害が生じないよう緊急輸送道路等の

沿道の既存建築物の実態を把握し、所有者等への啓発に努め、千葉県とも連携しながら

耐震化を促進します。 

・ブロック塀の倒壊防止のために、所有者による自主的な点検、補強が図られるよう、技

術的な相談、指導に努めるとともに、通学路に面するブロック塀等を対象に、点検パト

ロールを実施し、危険なものについて改善指導を実施します。 

 

  

指定緊急輸送道路（国道 464 号） 

市制記念公園 
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③風水害・土砂災害に強いまちづくり 

・市街地の整備においては、道路の透水性舗装

や雨水浸透桝の設置等により、河川への雨水

排水量の抑制と水循環の改善を図ります。 

・民間の開発行為、住宅新築等の場合において

も透水性舗装や雨水浸透桝等の流出抑制施設

の設置指導を促進します。 

・市街地を取り巻く農地などの大規模緑地の確

保、公園や公共施設等の緑化及び関係者の協

力を得た民有地の緑化等により、流域が本来

有している保水・遊水機能の確保等水循環の

改善を図ります。 

・水害による被害を最小限にするため、河川、水路、地域排水施設及び雨水貯留池等の整

備を進めます。 

・千葉県に対し、下流の一級河川（調節池含む）の整備・改良を働きかけます。 

・水害ハザードマップを適時更新するとともに、防災啓発に取り組み、災害時に必要な情

報について事前に周知を図る等、ソフト対策を進めます。 

・千葉県と連携しながら土砂災害防止法に基づく基礎調査を推進し、基礎調査結果の公表

により、土砂災害のおそれのある区域の周知を進めるとともに、土砂災害警戒区域等の

指定により、警戒避難体制を充実させます。 

・大規模盛土造成地の滑動崩落に対する安全性の調査を進め、必要に応じて早期に対策を

講じます。 

・土砂災害防止法に基づく区域指定状況や土砂災害に関する情報を市ホームページ、広報

紙等を活用して情報発信を行い、土砂災害に関する知識の普及と防災意識の向上を図

ります。 

・災害の危険性の高い区域では、建築物等の新規立地の抑制など、安全性の確保について

土地利用のあり方と合わせて検討します。 

 

  

大津川 
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防災まちづくり方針図 
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2-７ 都市環境形成の方針 

 将来都市像の実現に向けて、人々の暮らしの基盤となる都市環境を形成するとともに、地

球温暖化等の地球環境問題の顕在化・深刻化などへ対応していくため、循環型社会や脱炭素

社会の実現を目指し、地球環境に配慮したまちづくりを進めていきます。 

2-7-1 基本方針 

３つの都市づくりの目標に対応し、都市環境形成の基本方針を定めます。 

都市づくりの目標 目標に対応した都市環境形成の基本方針 

１ にぎわいと活力に 

満ちたまちづくり 

・新たなまちづくりにあたっては、環境に配慮した建築物等の

普及促進や環境負荷の低減などにより、環境に優しいまちづ

くりを目指します。 

２ 誰もがいきいきと、 

安心して暮らせる 

まちづくり 

・生活環境の向上と水質の保全を図るため、地域の特性に応じ

た生活排水処理対策を進め、健全な水循環を確保するととも

に、廃棄物の減量化・資源化を推進し、環境衛生の充実を図り

ます。 

３ 緑あふれる 

持続可能な 

まちづくり 

・都市環境形成の基盤となる豊かな自然環境の保全を図ります。 

2-7-2 都市環境形成の方針 

将来都市像の実現を目指し、上下水道整備等の環境衛生の充実、循環型社会や脱炭素社会

の実現など環境に優しいまちづくりの推進等、都市環境形成の整備方針を定めます。 

①環境衛生の充実 

・上水道については、良質で安定的な水の供給と普及促進について関係機関と連携して取

り組むとともに、水の有効利用や市民の節水意識の高揚を図ります。 

・下水道については、生活環境の改善や河川等の水質保全を念頭に、幹線整備や面整備と

の整合を図りながら効率的な公共下水道事業を推進します。 

・下水道の未普及地区の各家庭等への合併処理浄化槽の設置を促進し、公共用水域の水質

保全を図ります。 

・し尿処理について、現行収集方式の効率的運営を図りながら、適正な処理体制の強化を

図ります。  

②環境に優しいまちづくりの推進 

・地球温暖化対策実行計画に基づき、庁内の業務から発生する温室効果ガスの削減を図り

ます。 

・公共施設の大規模改修時などにおいて、再生可能エネルギーや省エネルギー設備の導入

を推進します。 

・家庭に設置する再生可能エネルギー及び省エネルギー設備の普及促進を図るため、補助

を行います。市民、事業者への緑のカーテンの普及啓発を推進します。 

・市民、事業者の再生可能エネルギー、省エネルギー設備に関する知識の普及啓発を図り

ます。 
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人と緑と産業が調和し 未来へひろがる 鎌ケ谷 

第３章 地域別構想 
 

将来都市像実現のため地域の特性に応じてよりきめ細かくまちづくりを進めていくため、

地域コミュニティを基本として、市内を６つの地域に区分し地域別構想を定めます。体系は

下表のとおりです。 

序章  

都市計画 

マスタープラン

とは 

序-1 鎌ケ谷市都市計画マスタープラン改定の目的 

序-2 都市計画マスタープランとは 

序-3 都市計画マスタープランの位置づけ 

序-4 都市計画マスタープランの役割 

序-5 都市計画マスタープランの目標年次と見直し 

序-6 都市計画マスタープランの構成 

第１章 

鎌ケ谷市の 

全体方針 

1-1 鎌ケ谷市の概要 

1-2 鎌ケ谷市の都市的課題の整理 

1-3 社会潮流と上位関連計画 

1-4 都市づくりの方向性 

1 都市整備の進展に合わせたまちづくり・産業の活性化 

2 少子高齢化への対応や身近な生活環境の整備など、暮らしの質の向上 

3 大規模な災害への備えなど、都市の安全性の向上 

4 道路及び交通環境の変化に対応した道路・公共交通ネットワークの再構築  

5 鎌ケ谷市の魅力となる豊かな緑と水の保全・活用  

6 市民や事業者との連携 

1-5 将来都市像と都市構造 

基本理念   みんなでつくるふるさと鎌ケ谷 

将来都市像  

都市づくりの目標 

 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 

分野別 

まちづくり方針 

 

 

 

 

第３章 

地域別構想 

 

 

 

 

 

 
 

第４章 

実現化の基本

的な考え方 

 

 

 

1 にぎわいと活力

に満ちたまちづくり 

２ 誰もがいきい

きと、安心して暮

らせるまちづくり 

３ 緑あふれる 

持続可能なまち

づくり 

 

1 土地利用の方針 

2 市街地整備の方針 

3 交通体系整備の方針 

4 緑と水・都市景観形成の方針 

6 防災まちづくりの方針 

5 福祉・学習のまちづくりの方針 

7 都市環境形成の方針 

1 北部地域 2 西部地域 3 中央東地域 

4 中央地域 5 東部地域 6 南部地域 

将来都市構造 

実現化の基本的な考え方 
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１ 北部地域 （粟野の一部、佐津間の一部、中佐津間、西佐津間、南佐津間、軽井沢、初富の一部） 

２ 西部地域 （くぬぎ山、粟野の一部、佐津間の一部、串崎新田、北初富、初富の一部） 

３ 中央東地域（東鎌ケ谷、東初富、南初富一～三丁目、初富の一部） 

４ 中央地域 （道野辺中央、道野辺本町、初富本町、右京塚、南初富四～六丁目、中央、富岡、 

初富の一部、丸山の一部、新鎌ケ谷） 

５ 東部地域 （丸山の一部、鎌ケ谷、東道野辺二～七丁目、南鎌ケ谷） 

６ 南部地域 （東中沢、東道野辺一丁目、西道野辺、馬込沢、道野辺、中沢、北中沢、中沢新町） 

地域区分図 
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３-1 北部地域 

3-1-1 北部地域の概況 

北部地域は、農地や樹林地等、緑が豊かな地域となっています。

東武野田線六実駅周辺に市街地が形成されています。地域内に

は海上自衛隊下総航空基地(飛行場)が位置しています。また、本

市の主要路線である国道 464 号や主要地方道船橋我孫子線が通

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主要地方道船橋我孫子線 住宅地（南佐津間） 

大津川 

粟野地区公園 広がる農地（佐津間） 

集落地（佐津間） 
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①人口・世帯 

令和２年国勢調査によると、北部地域の人口は 8,166 人であり、これは市全体（109,932

人）の 7.4％です。高齢化率は 30.9％であり、市全体の高齢化率（28.6％）に比べ 2.3%高く

なっています。 

市街化区域を中心に人口が分布し、西佐津間地区や南佐津間地区等の人口が多くなって

います。市街化区域内では高齢化率が低いのに対し、市街化調整区域で高齢化率が高くなっ

ています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年齢３区分別人口の推移 

250ｍメッシュ人口（R2） 250ｍメッシュ高齢化率（R2） 

資料：国勢調査 地域メッシュ統計（R2） 

※「総人口」の数値には、３区分別人口の合算の他、年齢不詳の人口が含まれています。    

 資料：国勢調査データより集計 

1,086 
(13.5%)

998 
(12.7%)

945 
(11.9%)

863 
(10.7%)

842 
(10.3%)

5,947 
(74.0%)

5,522 
(70.0%)

5,130 
(64.7%)

4,771 
(59.3%)

4,605 
(56.4%)

1,004 
(12.5%)

1,369 
(17.4%)

1,821 
(23.0%)

2,367 
(29.4%)

2,521 
(30.9%)

8,039 
7,890 

(-1.9%)

7,924 
(+0.4%)

8,044 
(+1.5%)

8,166 
(+1.5%)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
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※土地利用構成比は、構成比をわかりやすく示すため、以下の土地利用面積を合算しています。 

公共・文教・厚生用地…（公共施設用地、文教・厚生用地） 

交通系用地     …（運輸施設用地、道路用地、交通施設用地） 

オープンスペース  …（公園・広場などのオープンスペース） 

その他の用地    …（ゴルフ場、太陽光発電、平面駐車場、未利用地、未建築宅地、用途改変中の土地、屋外利用地） 

②土地利用 

地域内の土地利用は、六実駅の周辺市街

地、集落地や農地・樹林地等、海上自衛隊

下総航空基地に大別されます。 

公共施設等は、粟野コミュニティセンタ

ー、北部小学校、北部公民館等があり、市

民のレクリエーション施設として、さわや

かプラザ軽井沢が立地しています。豊富な

樹林を抱えた日枝神社や八坂神社、八幡神

社、大宮神社、宝泉院等があります。   

土地利用面積では、畑、防衛用地、住宅

地の順に多くなっています。 

 

 

 

  

土地利用構成比 

資料：都市計画基礎調査（R3） 
土地利用現況図 

自然的土地

利用

38.3%
都市的土地

利用

61.7%

畑 21.6%

荒地

7.7%

山林 8.5%

水面 0.3%

その他の自然

地 0.2%住宅地

15.4%

商業地

2.9%

工業地

3.2%

公共・文教・

厚生用地

3.2%

交通系用地

8.7%

オープンスペー

ス 5.1%

その他の用地

2.5%

防衛用地

20.7%

区域市街化

公共施設等

凡例

田

畑

荒地

山林

水面

その他自然地

住宅用地

商業用地

地

地

工業施設

運輸施設用

公共施設用

文教・厚生用地

オープンスペース

その他の空地①(ゴルフ場等 )

その他の空地②(太陽光発電等 )

その他の空地③(平面駐車場 )

土地

未利用地

未建築宅地

用途改変中の

屋外利用地

防衛用地

道路用地

交通施設用地

資料：都市計画基礎調査（R3） 

      国土数値情報 公共施設データより作成 
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③市民意向と地域の課題 

北部地域の現状と課題と、鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査結果か

ら関連する市民意向は次のとおりです。 

 

土地利用及び市街地整備の現状と課題                                  

・北部地域の住民へのアンケート調査の結果では、「居住環境で重視するもの」の中で、「買い物

や通院などの利便性」の割合が最も高くなっています。六実駅周辺の市街地は、松戸市のまち

づくりと連携を図りつつ、地域の中心としての生活サービス機能の充実が求められます。また、

東武野田線が市街地を通っており、東西方向の自動車交通が課題となっています。 

・主要地方道船橋我孫子線の沿道は、沿道型の複合的土地利用による地域の利便性向上が望まれ

ます。 

・佐津間・粟野・初富・軽井沢地区等は、農地や山林、河川等の豊かな自然環境が残されていま

す。貴重な自然環境の保全と農業の活性化、地域の暮らしを維持していくための集落環境の充

実が必要です。また、軽井沢地区等では、工場等の既存の建物の立地も多くみられることから、

自然環境や農地等、環境との調和が望まれます。 

・佐津間地区では、火焼田において県営住宅の整備が進められており、整備促進が望まれます。 

・市制記念公園を中心とした地区と粟野地区公園へ連なる区域は森とスポーツ・レクリエーショ

ンゾーンとして、緑の保全や活用が望まれます。また、粟野地区公園から大津川沿いに豊かな

緑と水の環境が形成されており、河川沿いの未利用地も含め、緑と水のネットワークの形成が

望まれます。 

・計画されている北千葉道路の沿道は、無秩序な市街化を防止するとともに、地域の利便性の向

上のため、土地利用の検討が望まれます。 

 

 

 

 

 

交通体系整備の現状と課題                                          

・国道 464 号や主要地方道船橋我孫子線が通っていますが、六実駅の周辺や粟野十字路等では、

交通量が多く交通渋滞が発生しています。 

・地域の南端には北千葉道路の整備が計画されており、主要地方道船橋我孫子線以西の未整備区

間の早期整備の促進が求められます。また、整備にあたっては、利便性の高い新鎌ケ谷駅周辺

へのアクセス等、南北の連携について配慮が求められます。 

・六実駅周辺の市街地、周辺の集落地ともに、体系的な道路網が整備されておらず、狭隘な道路

も多いため、改善が必要です。 

・地域内に鉄道駅はありませんが、六実駅、新鎌ケ谷駅、西白井駅の利用圏となる地区もあるほ

か、コミュニティバスききょう号、ちばレインボーバスが運行しています。 

  

・地域の課題：近くに商業施設や医療福祉施設がない（43.0％・第 1 位） 関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：歩道がなく、安心して歩けない（52.3％・第 1 位） 

（市平均と比較し＋14.8 ポイント） 

・地域の課題：バスの本数が少ない（29.9％・第 1 位） 

関連する 

市民意向 

 

●…土地利用・市街地整備 ●…交通体系整備 ●…緑と水・都市景観形成 

●…福祉・学習のまちづくり  ●…防災まちづくり  ●…都市環境形成 

資料：鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査（R2）より 

お住まいの地域の課題として最も多い回答及び市平均と差が大きい回答を掲載 
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緑と水・都市景観形成の現状と課題                                        

・大津川沿いの谷津や粟野地区の樹林地等、豊かな自然が残されており、その保全と活用が求め

られます。 

・大津川沿いの谷津は耕作されていない農地など未利用地が多く、活用が望まれます。 

・粟野地区公園の整備が進められており、貴重な自然環境の保全とともに、大津川や市制記念公

園と緑と水のネットワークとしての連携強化が求められます。 

・大津川緑道の整備により、水辺を楽しみながら歩ける環境が形成されています。 

・市制記念公園や陸上競技場、市民体育館等を中心とした地域は、更なる機能の充実と活用が望

まれます。 

・西佐津間公園は、貴重な樹林地をふれあいの森としていましたが、都市公園として再整備し保

全が図られています。 

 

 

 

 

福祉・学習のまちづくりの現状と課題                                        

・市街化区域内では高齢化率が低いのに対し、市街化調整区域で高齢化率が高くなっています。 

・北部公民館や粟野コミュニティセンター、粟野児童センター等、様々な世代の活動の場が形成

されていますが、更なる機能の充実が求められます。 

 

 

 

防災まちづくりの現状と課題                                                      

・国道 464 号や主要地方道船橋我孫子線は緊急輸送道路に指定されています。 

・狭隘な道路に住宅が密集している地域があるなど、改善が望まれます。 

・大津川の周辺地域は鎌ケ谷市水害ハザードマップにおいて浸水が想定される区域となってお

り、一級河川大津川の河川整備の促進や、防災意識の向上が望まれます。 

 

 

 

 

 

都市環境形成の現状と課題                                                       

・軽井沢地区はリサイクルセンター、アクアセンターあじさい、さわやかプラザ軽井沢等が整備

され、鎌ケ谷市及び周辺市を含めた重要な地区であり、既存施設の活用や軽井沢周回道路の整

備による地区の居住環境の充実が望まれます。 

・地域内の公共下水道計画区域は手賀沼流域関連公共下水道の計画区域となっており、快適で衛

生的な市民生活の向上が望まれます。 

・海上自衛隊下総航空基地が立地しており、騒音等周辺環境への影響について注視していく必要

があります。 

 

 

・地域の課題：身近な公園や広場が不足している（27.1％・第 1 位） 

・地域の課題：耕作されていない農地が増えている（22.4％） 

（市平均と比較し＋11.4 ポイント） 

・地域の課題：高齢者、障がい者のための施設が不足している 

（30.8％・第 1 位） 

・地域の課題：避難場所に誘導する案内板が少ない・わからない 

（38.3％・第 1 位） 

・地域の課題：災害発生時の避難所などが近くにない・行くのが困難 

（36.4％）（市平均と比較し＋12.6 ポイント） 

 

 

 

・地域の課題：廃棄物などの不法投棄が多い(26.2%) 

（市平均と比較し＋10.0 ポイント） 

関連する 

市民意向 

 

関連する 

市民意向 

 

関連する 

市民意向 

 

関連する 

市民意向 
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地域全体に関わる課題 

 

 

 

 

 

 

   

北部地域課題図 

●六実駅周辺の生活

サービス機能の充実 

●主要地方道船橋我

孫子線沿道の活用 

●佐津間県営住宅の

整備促進 

●大津川等の河川整備

の促進・防災・減災対

策の推進 

●●大津川等の自然環

境の保全・未利用

地の活用 

●騒音等周辺環境への

影響緩和 

●●緑地の形成とさわやか

プラザ軽井沢等の活

用による居住環境の

充実 

●●北千葉道路

の整備促進 

沿道の活用 

●粟野地区公園の第

二期区域の整備 

●地域での活動の場

の充実 

●●調整区域全域におけ

る農業の活性化・集

落環境の維持保全 

●地域全体における道路

整備による生活環境の

改善 

●…土地利用・市街地整備に係る課題 

●…交通体系整備に係る課題 

●…緑と水・都市景観形成に係る課題 

●…福祉・学習のまちづくりに係る課題 

●…防災まちづくりに係る課題 

●…都市環境形成に係る課題 

●軽井沢周回道路の整備 

●工場等の建物の無

秩序な立地の抑制 

 

●総合的な公園の計

画的な整備の検討 
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3-1-2 北部地域のまちづくり方針 

①北部地域のまちづくりの基本的考え方                              

北部地域は、六実駅を中心とした市街地と大津川沿いの谷津や農地、樹林地等、豊かな自

然環境を有する地域であることから、駅周辺の市街地の生活サービス機能の充実と、緑と水

が身近に感じられるうるおいのあるまちづくりを進めていきます。 

 

②土地利用及び市街地整備の方針                                           

■市街化区域の土地利用 

複合系市街地 

・六実駅周辺では、都市機能や居住の誘導、住機能と業務機能の調和等、地域の状況に応

じた生活利便性の高い市街地を形成します。 

・主要地方道船橋我孫子線の沿道では、周辺の住宅地と調和を図りつつ、市民生活の利便

性の向上やサービス機能の充実を図ります。 

住居系市街地 

・西佐津間、中佐津間では、生活道路の整備等、地区の状況に応じ、良好な居住環境の維

持・保全に取り組みます。 

 

■市街化調整区域の土地利用 

農地・樹林地・緑地ゾーン 

・市街化調整区域となる粟野や佐津間、軽井沢は、市の特産物である梨及び野菜を中心と

した農業の活性化による、農地の有効な活用及び適正な保全を推進します。また、無秩

序な市街化を防止し、屋敷林を備えた集落環境と営農環境の調和を図ります。 

・佐津間地区は、火焼田において県営住宅の整備が進められていますが、市街化調整区域

であり、周辺が大津川や農地、樹林地であることを踏まえ、良好な環境の維持、保全を

図ります。 

・軽井沢地区は、工場等の既存の建物の立地状況を踏まえて、生活環境の維持や向上、コ

ミュニティの維持に必要となる土地利用を適切に図りつつ、無秩序な市街化を防止し、

周辺の自然環境と調和した良好な環境の形成を図ります。 

・廃棄物処理施設周辺は、緩衝緑地帯による緑豊かな環境の形成と、「さわやかプラザ軽

井沢」を中心に、地域の人々が健康増進や憩いの場として活用できる空間の整備による

地区の環境の向上を図ります。 

・大津川沿いや粟野地区の樹林地等の緑は、鎌ケ谷市を特徴づける重要な要素の一つであ

るとともに、良好な都市環境の形成や防災機能を有することから、農地、樹林地、緑地

等について、重要な資源として保全を推進します。 

・地域の状況に応じて、適切な土地利用の誘導を図るよう、市街化調整区域の土地利用方

針や地区計画指定基準等について、必要に応じ検討します。 
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森とスポーツ・レクリエーションゾーン 

・市制記念公園、陸上競技場、市民体育館や、粟野地区公園と連なる緑豊かな区域は、森

とスポーツ・レクリエーションゾーンとし、緑とふれあいのある空間を形成します。 

都市的土地利用検討ゾーン 

・計画されている北千葉道路の沿道は、豊かな自然環境の保全に配慮しつつ、企業が進出

しやすい立地環境形成のための計画的な土地利用を検討し、産業の振興や企業誘致を

進めます。 

 

③交通体系整備の方針                                        

・都市計画道路 1・3・1 号北千葉道路及び同 3・1・1 号北千葉鎌ケ谷線、同 3・4・5 号

船橋我孫子バイパス線について、国や県へ整備を要請します。 

・地域の主要な幹線道路等については、交通渋滞の解消や、歩行者及び自転車の安全で快

適な通行に向けて、整備の推進を図ります。 

・都市計画道路の計画的な整備を推進するとともに、利便性の向上のため、地域の骨格と

なる道路と連絡する生活道路等の整備を検討します。 

・軽井沢周回道路等、生活道路の整備を通じ、通過交通の円滑な処理と、駅や主要道路等

への連携を図り、利便性を高めます。 

・六実駅周辺では、松戸市が目指す六実駅周辺地区のまちづくりとの連携を図りながら、

地域の暮らしを支える駅を中心とした生活道路等の整備を進めます。 

 

④緑と水・都市景観形成の方針                                   

■森とスポーツ・レクリエーションゾーンの形成 

・市制記念公園、陸上競技場、市民体育館等を中心に、多目的なスポーツ・レクリエーシ

ョン機能を有する総合的な公園を計画的に整備するとともに、粟野地区公園と連なる

区域として形成します。また、快適にスポーツができる環境を整え、市民サービスを向

上させるよう、スポーツ・レクリエーションゾーンを形成します。 

■公園等の整備充実 

・市制記念公園及び粟野地区公園は、市及び地域を代表する公園として、特徴を活かした

整備と維持管理、活用に取り組みます。また、粟野地区公園は、市内最大の樹林地と谷

津を保全し、豊かな自然環境が感じられる場を確保するため、第二期区域の整備を進め

ます。 

・西佐津間公園や大津川緑道など、暮らしに身近な公園等は、緑の保全や地域の人々の交

流や憩い、活動の場の充実を図るとともに、地域のニーズにあった活用を検討します。 

・廃棄物処理施設周辺では、柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合が策定した「廃棄物処理施設

周辺整備基本計画」に基づき、緑豊かな環境の整備を図ります。 

■緑あふれるまちづくりの推進 

・梨の果樹園に代表される農地は、農業の振興による適切な保全を図ります。また、緑豊

かな社寺林や屋敷林による集落景観や緑豊かなうるおいある景観の形成を進めます。 
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■自然環境の保全による緑と水のネットワークの形成 

・大津川等の河川や、谷津・湧水などの豊かな水環境とともに、樹林地や斜面林、農地な

どの緑が連続する豊かな自然環境の保全を図ります。 

・こうした自然とのふれあいを楽しむことができる大津川緑道などの活用を図るととも

に、公園や緑地、街路樹や都市軸の緑など、市街地の緑との連携を深めて、緑と水のネ

ットワークを形成し、自然と調和した緑と身近にふれあえるまちをつくります。 

 

⑤福祉・学習のまちづくりの方針                                   

・北部公民館や粟野コミュニティセンター、粟野児童センターなどの地域の暮らし拠点

や、また学校施設の開放等を通じて、地域の人々の交流や憩い、活動の場の充実を図り

ます。 

・国登録有形文化財澁谷家住宅や佐津間城跡等の歴史資源を、市の魅力を発信する地域資

源として捉え、保存・活用に取り組みます。 

 

⑥防災まちづくりの方針                                        

・緊急輸送道路となる国道 464 号や主要地方道船橋我孫子線について、国や県と連携し

整備や維持管理に取り組むとともに、必要に応じ、沿道の不燃化・耐震化等を促進しま

す。 

・大津川による災害への対応等を検討し、一級河川大津川の整備を関係機関に働きかける

とともに、準用河川大津川水系の治水対策について検討します。河川・水路等の浸水が

予想される地域では、警戒避難体制の充実など、防災・減災に向けた対策等を検討しま

す。 

・大津川沿いや粟野地区の樹林地等の緑は、防災機能を有しており、農地、樹林地、緑地

等の保全をします。 

 

⑦都市環境形成の方針                                        

・海上自衛隊下総航空基地が立地しており、基地周辺における自衛隊機の本市への騒音影

響の実態を把握するための調査を継続します。 

・地域内の公共下水道計画区域は手賀沼流域関連公共下水道の計画区域であり、整備や維

持管理に取り組みます。 

・手賀沼の汚濁負荷削減対策の一環として、公共下水道の整備されていない粟野地区の一

部地域の生活排水を処理した後、大津川に放流する市内唯一の排水処理施設である粟

野家庭雑排水共同処理施設の適切な維持管理・活用を図ります。 

・廃棄物処理施設周辺は、柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合が策定した 「廃棄物処理施設

周辺整備基本計画」に基づき、緩衝緑地帯による緑豊かな環境の形成と、「さわやかプ

ラザ軽井沢」を中心に、地域の人々が健康増進や憩いの場として活用できる空間の整備

を、周辺市や関係機関と連携しながら進めます。  
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地域全体に関わる方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●●農業の活性化に

よる、農地の有効

な活用及び適正

な保全を推進 

 

●●大津川沿いの自然

環境の保全と活用・

防災・減災に向けた

対策等を検討 

●●北千葉道路の整備促進

と広域軸としての沿道利

用の検討 

●●森とスポーツ・レク

リエーションゾーン

の形成 

北部地域まちづくり方針図 

●住機能と業務機能

の調和等、生活利

便性の高い市街地

を形成 

●●無秩序な市街化

を防止し、周辺の

自然環境と調和

した良好な環境

の形成 

●市民生活の利

便性の向上やサ

ービス機能の充

実 

●●●さわやかプラザ軽

井沢を中心とした

憩いの場の形成 

●幹線道路や生

活道路の計画的

な整備の推進 

 

●…土地利用・市街地整備に係る方針 

●…交通体系整備に係る方針 

●…緑と水・都市景観形成に係る方針 

●…福祉・学習のまちづくりに係る方針 

●…防災まちづくりに係る方針 

●…都市環境形成に係る方針 
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３-2 西部地域 

3-２-1 西部地域の概況 

西部地域は、農地や樹林地等、緑が豊かな地域となっており、

農地では、梨園や露地栽培等の農業が営まれています。くぬぎ山

駅周辺や北初富駅周辺に市街地が形成され、多数の戸建て住宅

と大規模な集合住宅が見られます。地域西部には陸上自衛隊松

戸駐屯地が位置しています。 

また、本市の主要路線である国道 464 号や主要地方道千葉鎌

ケ谷松戸線が通っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北初富駅 新鎌ケ谷のまちをのぞむ 

くぬぎ山公園 

国道４６４号 

広がる農地（初富） 

くぬぎ山コミュニティセンター 
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①人口・世帯 

令和２年国勢調査によると、西部地域の人口は 10,246 人であり、これは市全体（109,932

人）の 9.3％です。 

高齢化率は 32.2％であり、市全体の高齢化率（28.6％）に比べて 3.6％高くなっています。 

市街化区域を中心に人口が分布し、くぬぎ山地区や北初富地区等の人口が多くなってい

ます。くぬぎ山駅周辺や北初富駅周辺等、市街化区域内では高齢化率が低いのに対し、市街

化調整区域では高齢化率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年齢３区分別人口の推移 

250ｍメッシュ人口（R2） 250ｍメッシュ高齢化率（R2） 

※「総人口」の数値には、３区分別人口の合算の他、年齢不詳の人口が含まれています。    

 資料：国勢調査データより集計 

1,415 
(14.4%)

1,388 
(14.0%)

1,475 
(13.7%)

1,221 
(11.9%)

986 
(9.6%)

7,027 
(71.3%)

6,680 
(67.4%)

6,715 
(62.4%) 5,912 

(57.8%)
54.6%
5,595 

1,403 
(14.2%)

1,836 
(18.5%)

2,539 
(23.6%) 3,034 

(29.7%)
3,296 

(32.2%)

9,851 

9,905 
(+0.5%)

10,765 
(+8.7%) 10,230 

(-5.0%)

10,246 
(+0.2%)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H12 H17 H22 H27 R02

15歳未満人口 15-64歳人口 65歳以上人口 総人口

資料：国勢調査 地域メッシュ統計（R2） 
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②土地利用 

地域内の土地利用は、くぬぎ山、北初富

の各駅を中心とする市街地と、梨畑や野菜

を中心とする農地、陸上自衛隊松戸駐屯地

に大別されます。 

公共施設等は、くぬぎ山コミュニティセンタ

ー、鎌ケ谷西高校、第三中学校、西部小学

校等が立地しています。また、豊作稲荷神

社や光圓寺があります。 

土地利用面積は、畑、住宅地、交通系用

地の順に多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：都市計画基礎調査（R3） 

      国土数値情報 公共施設データより作成 

土地利用構成比 

資料：都市計画基礎調査（R3） 
土地利用現況図 

自然的土地

利用

44.1%

都市的土地

利用

55.9%

畑 38.3%

荒地 2.9%

山林 2.5%

水面 0.2%その他の自

然地 0.2%

住宅地

22.5%

商業地

4.4%

工業地

1.4%

公共・文教・

厚生用地

5.6%

交通系用地

10.0%

オープンス

ペース

0.3%

その他の用

地 3.8%
防衛用地

7.9%

※土地利用構成比は、構成比をわかりやすく示すため、以下の土地利用面積を合算しています。 

公共・文教・厚生用地…（公共施設用地、文教・厚生用地） 

交通系用地     …（運輸施設用地、道路用地、交通施設用地） 

オープンスペース  …（公園・広場などのオープンスペース） 

その他の用地    …（ゴルフ場、太陽光発電、平面駐車場、未利用地、未建築宅地、用途改変中の土地、屋外利用地） 



 

80 

③市民意向と地域の課題 

西部地域の現状と課題と、鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査結果か

ら関連する市民意向は次のとおりです。 

 

土地利用及び市街地整備の現状と課題                                  

・西部地域の住民へのアンケート調査の結果では、「居住環境で重視するもの」の中で、「買い物

や通院などの利便性」の割合が最も高くなっています。くぬぎ山、北初富の各駅を中心とする

市街地は、近隣商業拠点として、生活サービス機能の充実が求められます。 

・松戸市との境界に接する地区では、住宅と工場が混在しており、調和を図れる環境整備が望ま

れます。 

・初富、佐津間、串崎新田、粟野地区は、梨畑と野菜を中心とした農地が広がり、農業の活性化

と大津川上流部の豊かな自然環境の保全が望まれます。 

・新鎌ケ谷駅周辺西側地区では、新鎌ケ谷駅周辺地区と一体的に広域交流拠点を形成するととも

に、計画されている北千葉道路の沿道ともなることから、無秩序な市街化の防止や、広域交流

拠点としての適切な土地利用が求められます。 

・北千葉道路の整備が計画されており、沿道の適切な土地利用が求められます。 

 

 

 

 

 

 

交通体系整備の現状と課題                                          

・本市の主要路線である国道 464 号や主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線が通っていますが、北初富

駅の周辺等で交通量が多く交通渋滞が発生しています。 

・地域内は体系的な道路網が整備されておらず、狭隘な道路も多いため、改善が必要です。 

・北千葉道路の整備が計画されており、接続する主要な道路の整備を含め、早期整備の促進が求

められます。 

・北初富駅は駅前広場や関連側道について、連続立体交差事業に伴う速やかな整備が求められま

す。 

・くぬぎ山駅及び北初富駅が立地するとともに、コミュニティバスききょう号が運行していま

す。新京成線の連続立体交差事業により高架化され、地域の分断や交通渋滞の解消が図られつ

つあり、引き続き、関連整備の推進が求められます。 

 

 

 

 

  

・地域の課題：近くに商業施設や医療福祉施設がない（53.3％・第 1 位） 

(市平均と比較し＋18.3 ポイント)  

関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：歩道がなく、安心して歩けない（45.9％・第 1 位） 

・地域の課題：目的地（商業施設・病院等）への電車・バスによるアクセ

スが悪い（27.9％・第 1 位） 

 

関連する 

市民意向 

 

●…土地利用・市街地整備 ●…交通体系整備 ●…緑と水・都市景観形成 

●…福祉・学習のまちづくり  ●…防災まちづくり  ●…都市環境形成 

資料：鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査（R2）より 

お住まいの地域の課題として最も多い回答及び市平均と差が大きい回答を掲載 
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緑と水・都市景観形成の現状と課題                                        

・農地の占める割合が大きく、緑豊かな地域となっていますが、未耕作地等もあり、良好な緑の

維持保全が望まれます。 

・地区の大部分が市街化調整区域であり、身近な公園等が少なくなっています。東京 10 号線延

伸新線跡地を緑道などとして活用することで、都市の緑の更なる充実が望まれます。 

 

 

 

 

 

福祉・学習のまちづくりの現状と課題                                        

・市街化区域内では高齢化率が低いのに対し、市街化調整区域で高齢化率が高くなっています。 

・くぬぎ山コミュニティセンターやくぬぎ山児童センター等、様々な世代の活動の場が形成され

ていますが、更なる機能の充実が求められます。 

 

 

 

 

 

防災まちづくりの現状と課題                                                      

・国道 464 号、主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線は緊急輸送道路に指定されています。 

・大津川の周辺地域は鎌ケ谷市水害ハザードマップにおいて浸水が想定される区域となってお

り、一級河川大津川の河川整備の促進や、防災意識の向上が望まれます。 

 

 

 

 

 

都市環境形成の現状と課題                                                       

・地域内の公共下水道は手賀沼流域関連公共下水道の計画区域となっており、快適で衛生的な市

民生活の向上が望まれます。 

 

 

  

・地域の課題：身近な公園や広場が不足している（40.2％・第 1 位） 

・地域の課題：耕作されていない農地が増えている(23.8%) 

（市平均と比較し＋12.8 ポイント） 

 

関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：学習やスポーツ等、学び楽しむ場が不足している 

（35.2％・第 1 位） 

関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：避難場所に誘導する案内板が少ない・わからない 

（42.6％・第 1 位） 

関連する 

市民意向 
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地域全体に関わる課題 

  西部地域課題図 

●新鎌ケ谷駅周辺西側地

区の無秩序な市街化の

防止と適切な土地利用 
●くぬぎ山駅、北初富駅

周辺の生活サービス機

能の充実 

●地域全体における道

路整備による生活環

境の改善 

●●北初富駅の関連

整備の促進 

●住宅と工場

の調和 

●地域での活動の場

の充実 

●大津川水系の河川・

水路整備の推進、防

災・減災対策の推進 

●●北千葉道路の整備促進 

沿道の活用 

●●調整区域全域におけ

る農業の活性化・集

落環境の維持保全 

●地域の主要

な道路整備

の推進 

●●● 

東京 10 号線延伸新

線跡地の活用 

●●大津川等の自然環

境の保全・未利用

地の活用 

●…土地利用・市街地整備に係る課題 

●…交通体系整備に係る課題 

●…緑と水・都市景観形成に係る課題 

●…福祉・学習のまちづくりに係る課題 

●…防災まちづくりに係る課題 

●…都市環境形成に係る課題 
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3-２-2 西部地域のまちづくり方針 

①西部地域のまちづくりの基本的考え方                              

西部地域は、北初富駅及びくぬぎ山駅の近隣商業拠点としての機能の充実と、居住環境に

配慮した市街地の形成、そして、広がる農地等、緑豊かな環境と調和するまちづくりを進め

ていきます。また、北千葉道路の整備が具体化する中で、沿道等のエリアについて新たなま

ちづくりを検討します。 

 

②土地利用及び市街地整備の方針                                           

■市街化区域の土地利用 

商業・業務系市街地 

・北初富駅やくぬぎ山駅周辺は、近隣商業拠点として、地域コミュニティの場や、日常生

活に身近な商業等のサービス機能の充実を目指します。 

・北初富駅周辺では、駅前広場の整備や、周辺道路及び交差点の改良等を推進し、市民生

活の利便性の向上を図ります。また、東京 10 号線延伸新線跡地を緑道などとして有効

活用を図ります。 

複合系市街地 

・くぬぎ山駅に近接している住商複合地区では、駅周辺及び幹線道路の沿道として、都市

機能や居住の誘導、住機能と業務機能の調和等、地域の状況に応じた生活利便性の高い

市街地を形成します。 

・住宅と工場等が混在しているくぬぎ山一、二、三丁目では、地元住民や企業の意見など

を踏まえ、住工混在の整理、誘導などの対応について必要に応じて検討するとともに、

住宅地の居住環境の保全に配慮します。 

住居系市街地 

・北初富駅周辺では、駅周辺整備に伴う利便性の向上や、日常生活に身近な商業等のサー

ビス機能の充実等により、良好な居住環境の形成に取り組みます。 

 

■市街化調整区域の土地利用 

農地・樹林地・緑地ゾーン 

・計画されている北千葉道路の北側の初富、串崎新田の一部地区では、市の特産物であ

る梨及び野菜を中心とした農業の活性化による、農地の有効な活用及び適正な保全を

推進します。また、無秩序な市街化を防止し、集落環境と営農環境の調和を図りま

す。 

・地域の状況に応じて、適切な土地利用の誘導を図るよう、市街化調整区域の土地利用方

針や地区計画指定基準等について、必要に応じ検討します。 
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都市的土地利用検討ゾーン 

・新鎌ケ谷駅や北初富駅の周辺については、無秩序な市街化を防止し、隣接する市街化区

域と一体性のある土地利用を、北千葉道路の整備の具体化のなかで検討していきます。

広域交流拠点の一翼を担う地域として、まちのにぎわいにつながるまちづくりを、市民

や民間事業者と協力しながら進めます。 

・計画されている北千葉道路の沿道やインターチェンジ周辺は、広域交通の利便性が高い

地区であり、企業が進出しやすい立地環境形成のための計画的な土地利用を検討し、産

業の振興や企業誘致を進めます。都心と成田空港方面を結ぶ広域軸として、渋滞の緩和

や防災力の強化に加え、地域の活性化等、まちづくりに活かしていきます。 

・計画的な市街地整備の見通しが明らかになった地区については、まちづくりの方向性に

応じて、農林業との必要な調整を図りつつ市街化区域への編入についても、必要に応じ

検討します。 

 

③交通体系整備の方針                                            

・都市計画道路 1・3・1 号北千葉道路や同 3・1・1 号北千葉鎌ケ谷線、同 3・1・２号粟

野田境線について、国や県へ整備を要請します。 

・地域の主要な幹線道路等については、交通渋滞の解消や、歩行者及び自転車の安全で快

適な通行に向けて、整備の推進を図ります。 

・都市計画道路 3・4・10 号中沢北初富線等、都市計画道路の計画的な整備を推進します。

また、利便性の向上のため、地域の骨格となる道路と連絡する生活道路等の整備を検討

します。 

・北初富駅周辺では、関係機関との調整や、地権者、地域住民の協力を得ながら、駅前広

場の整備や、周辺道路及び交差点の改良等を推進します。 

・くぬぎ山駅周辺では、市道 20 号線の整備など、地域の暮らしを支える駅周辺の生活道

路等の計画的な整備を進めます。 

 

④緑と水・都市景観形成の方針                                   

■公園等の整備充実 

・くぬぎ山公園など、暮らしに身近な公園等は、緑の保全や地域の人々の交流や憩い、活

動の場の充実を図るとともに、地域のニーズにあった活用を検討します。また、東京 10

号線延伸新線跡地を緑道などとして緑と水のネットワークを形成します。 

■緑あふれるまちづくりの推進 

・梨の果樹園に代表される農地の保全を図り、農業の活性化を進めることにより、良好な

景観の保全を図ります。 

 

⑤福祉・学習のまちづくりの方針                                    

・くぬぎ山コミュニティセンターやくぬぎ山児童センターなどの地域の暮らし拠点や、ま

た学校施設の開放等を通じて、地域の人々の交流や憩い、活動の場の充実を図ります。 
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⑥防災まちづくりの方針                                        

・緊急輸送道路となる国道 464 号及び主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線について、国や県と

連携し整備や維持管理に取り組むとともに、必要に応じ、沿道の不燃化・耐震化等を促

進します。 

・大津川による災害への対応等を検討し、一級河川大津川の整備を関係機関に働きかける

とともに、準用河川大津川水系の治水対策について検討します。河川・水路等の浸水が

予想される地域では、警戒避難体制の充実など、防災・減災に向けた対策等を検討しま

す。 

・浸水被害の軽減を図るため、串崎新田貯留池の整備を進めます。 

・大津川上流部の自然や農地などの緑は、防災機能を有しており、農地、樹林地、緑地等

の保全をします。 

 

⑦都市環境形成の方針                                         

・地域内の公共下水道は手賀沼流域関連公共下水道の計画区域であり、整備や維持管理に

取り組みます。 
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地域全体に関わる方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西部地域まちづくり方針図 

●住工混在の整理、誘

導などの対応について

必要に応じて検討 

 

●幹線道路や生

活道路の計画的

な整備の推進 

 

●無秩序な市街化の防

止と、広域交流拠点

にふさわしいまちづくり

の検討 

●河川・水路沿いの

防災・減災に向け

た対策等を検討 

●●駅前広場の整備

や、周辺道路及

び交差点の改良

等を推進 

●●農業の活性化に

よる、農地の有

効な活用及び適

正な保全 

●●北千葉道路の

整備促進と広

域軸としての沿

道利用の検討 

 

●●無秩序な市街化を

防止し、周辺の自

然環境と調和した

良好な環境の形成 

●東京 10 号線延伸新線

跡地の緑道などの整備

による緑と水のネットワー

クの形成 

●地域コミュニティの場

や、日常生活に身近

な商業等のサービス機

能の充実 

●…土地利用・市街地整備に係る方針 

●…交通体系整備に係る方針 

●…緑と水・都市景観形成に係る方針 

●…福祉・学習のまちづくりに係る方針 

●…防災まちづくりに係る方針 

●…都市環境形成に係る方針 
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３-３ 中央東地域 

3-3-1 中央東地域の概況 

中央東地域は、南部の市街化区域と北部の市街化調整区域に

二分されます。 

南部は鎌ケ谷大仏駅及び初富駅を中心に広がった住宅地で、

北部は畑と梨園等の農地で構成された土地利用となっています。

こうした市街地の中を東西に主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線、南

北に同市川印西線、都市計画道路 3・4・5 号船橋我孫子バイパ

ス線が通っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東野少年野球場 広がる農地（初富） 

ショッピングセンター（東初富） 

住宅地（東武鎌ケ谷住宅地地区計画)  野馬土手（初富） 

住宅地（南初富） 



 

88 

①人口・世帯 

令和２年国勢調査によると、中央東地域の人口は 18,307 人であり、これは市全体（109,932

人）の 16.7％です。 

高齢化率は 34.2％であり、市全体の高齢化率（28.6％）に比べ 5.6%高くなっています。 

市街化区域を中心に人口が分布し、南初富地区や東鎌ケ谷地区等の人口が多くなってい

ます。 

南初富地区など市中心部に近い地区では高齢化率が低いのに対し、東初富地区を含む地

域の南部と市街化調整区域の北東部、初富地区などで高齢化率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

年齢３区分別人口の推移 

250ｍメッシュ人口（R2） 250ｍメッシュ高齢化率（R2） 

資料：国勢調査 地域メッシュ統計（R2） 

※「総人口」の数値には、３区分別人口の合算の他、年齢不詳の人口が含まれています。    

 資料：国勢調査データより集計 

2,542 
(13.5%)

2,440 
(12.8%)

2,243 
(12.1%)

2,238 
(12.0%)

1,927 
(10.5%)

14,035 
(12.2%)

13,240 
(17.5%) 11,553 

(25.3%)
10,484 
(31.4%)

9,780 
(34.2%)

2,296 
(12.2%)

3,324 
(17.5%) 4,680 

(25.3%)
5,842 

(31.4%)
6,259 

(34.2%)
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②土地利用 

地域内の土地利用は、南部の鎌ケ谷大仏駅

及び初富駅の周囲に広がった住宅地と、北部

の畑や梨園等の農地に大別されます。 

公共施設等は、南初富コミュニティセンター、

東初富公民館、中央児童センター、第五中学校、初

富小学校、五本松小学校、陸上競技場、市民体育

館、社会福祉センター等があります。 

土地利用面積は、住宅地、畑、交通系用地の

順に多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  資料：都市計画基礎調査（R3） 

      国土数値情報 公共施設データより作成 

土地利用構成比 

資料：都市計画基礎調査（R3） 

土地利用現況図 

自然的土地

利用

25.1%

都市的土

地利用

74.9%

畑 19.1%

荒地 1.0%

山林 4.1%

水面 0.9%

住宅地

39.9%

商業地 5.2%

工業地 2.6%

公共・文教・厚

生用地 5.3%

交通系用地

14.6%

オープンスペー

ス 4.0%

その他の用地

3.3%

※土地利用構成比は、構成比をわかりやすく示すため、以下の土地利用面積を合算しています。 

公共・文教・厚生用地…（公共施設用地、文教・厚生用地） 

交通系用地     …（運輸施設用地、道路用地、交通施設用地） 

オープンスペース  …（公園・広場などのオープンスペース） 

その他の用地    …（ゴルフ場、太陽光発電、平面駐車場、未利用地、未建築宅地、用途改変中の土地、屋外利用地） 
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③市民意向と地域の課題 

中央東地域の現状と課題と、鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査結果

における市民意向は次のとおりです。 

 

土地利用及び市街地整備の現状と課題                                  

・中央東地域の住民へのアンケート調査の結果では、「居住環境で重視するもの」の中で、「買い

物や通院などの利便性」の割合が最も高くなっています。都市計画道路 3・4・5 号船橋我孫

子バイパス線が整備され、沿道には商業施設の立地がみられます。沿道型の複合的土地利用に

よる地域の利便性向上が望まれます。 

・東武鎌ケ谷団地や鎌ケ谷大仏駅北側の井草地区では、計画的な市街地整備により良好な居住環

境が形成されていますが、計画的な基盤整備が実施されないまま宅地化が進んだ地区では、狭

隘道路が多く存在するなど、環境の改善が必要です。 

・市制記念公園を中心とした地区と粟野地区公園へ連なる区域は森とスポーツ・レクリエーショ

ンゾーンとして、緑の保全や活用が望まれます。 

・初富地区など地域北側の市街化調整区域は、梨及び野菜畑等を中心とした農地・樹林等の多い

緑豊かな地域となっています。一方で、宅地化されている地域もあり、自然環境との調和や集

落環境の充実が必要です。 

・初富地区では、四本椚において県営住宅の整備が進められており、整備促進が望まれます。 

 

 

 

 

 

 

交通体系整備の現状と課題                                          

・主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線、同市川印西線が通っています。また南北に都市計画道路 3・

4・5 号船橋我孫子バイパス線が整備され、交通利便性が向上しています。 

・一方で主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線及び同市川印西線は交通量が多く、鎌ケ谷大仏交差点付

近では、慢性的な交通渋滞がみられ、改善が望まれます。 

・地域内は体系的な道路網が整備されておらず、狭隘な道路も多いため、改善が必要です。 

・地域内に鉄道駅はありませんが、新鎌ケ谷駅、初富駅、鎌ケ谷駅、鎌ケ谷大仏駅の利用圏と

なる地区もあるほか、コミュニティバスききょう号、船橋新京成バス、ちばレインボーバス

が運行しています。 

 

 

 

 

 

  

・地域の課題：空き家や空き地が多い、増えている（43.5％・第 1 位） 

（市平均と比較し＋13.5 ポイント） 

関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：国道や県道などの幹線道路がよく渋滞し、車で利用しづら

い（41.5％・第 1 位） 

・地域の課題：目的地（商業施設・病院等）への電車・バスによるアクセ

スが悪い（31.2％・第 1 位） 

 

関連する 

市民意向 

 

●…土地利用・市街地整備 ●…交通体系整備 ●…緑と水・都市景観形成 

●…福祉・学習のまちづくり  ●…防災まちづくり  ●…都市環境形成 

資料：鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査（R2）より 

お住まいの地域の課題として最も多い回答及び市平均と差が大きい回答を掲載 
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緑と水・都市景観形成の現状と課題                                        

・生産緑地地区が点在しており、居住環境との調和とともに、市街地の中の重要な緑として保

全・活用が望まれます。 

・市制記念公園や陸上競技場、市民体育館等を中心とした地域は、更なる機能の充実と活用が

望まれます。 

 

 

 

 

 

福祉・学習のまちづくりの現状と課題                                        

・南初富地区など市中心部に近い地区では高齢化率が低いのに対し、東初富地区を含む南部と

市街化調整区域の北東部で高齢化率が高くなっています。 

・東初富公民館や南初富コミュニティセンター、社会福祉センター、中央児童センターなど、

様々な世代の活動の場が形成されていますが、更なる機能の充実が求められます。 

・国史跡下総小金中野牧跡（野馬土手）があり、貴重な歴史資源の保全・活用が望まれます。 

 

 

 

 

 

防災まちづくりの現状と課題                                                      

・国道 464 号や主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線が緊急輸送道路に指定されています。 

 

 

 

 

都市環境形成の現状と課題                                                       

・地域内の公共下水道計画区域は印旛沼流域関連公共下水道及び手賀沼流域関連公共下水道の

計画区域となっており、快適で衛生的な市民生活の向上が望まれます。 

 

 

 

 

  

・地域の課題：身近な公園や広場が不足している（28.1％・第 1 位） 関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：学習やスポーツ等、学び楽しむ場が不足している 

（33.2％・第 1 位） 

・地域の課題：高齢者、障がい者のための施設が不足している 

（33.2％・第 1 位） 

関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：避難場所に誘導する案内板が少ない・わからない 

（35.2％・第 1 位） 

関連する 

市民意向 
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地域全体に関わる課題 

 

  

中央東地域課題図 

●地域全体における道路

整備による生活環境の

改善 

●総合的な公園の計

画的な整備の検討 

●無秩序に形成された市

街地の環境の改善 

●生産緑地地区の保

全 

●船橋我孫子バイ

パス線の沿道の

活用 

●地域での活動の

場の充実 

 

●東武鎌ケ谷住宅地地

区計画による良好な市

街地の維持 

●●調整区域全域にお

ける農業の活性

化・集落環境の維

持保全 

●主要地方道市

川印西線の沿道

の活用 

●主要地方道千

葉鎌ケ谷松戸線

の沿道の活用 

●四本椚県営住宅

整備の促進 

●…土地利用・市街地整備に係る課題 

●…交通体系整備に係る課題 

●…緑と水・都市景観形成に係る課題 

●…福祉・学習のまちづくりに係る課題 

●…防災まちづくりに係る課題 

●…都市環境形成に係る課題 

●交差点改良によ

る交通状況の改

善 
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3-３-2 中央東地域のまちづくり方針 

①中央東地域のまちづくりの基本的考え方                              

中央東地域は、ゆとりある住宅市街地の形成、そして、緑豊かな環境の中で、スポーツや

レクリエーション活動などが楽しめる、暮らしの魅力に満ちたまちづくりを進めていきま

す。 

 

②土地利用及び市街地整備の方針                                           

■市街化区域の土地利用 

複合系市街地 

・主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線、同市川印西線、都市計画道路 3・4・5 号船橋我孫子バ

イパス線の沿道は、周辺市街地と調和を図りつつ、市民生活の利便性の向上やサービス

機能の充実を図ります。また、東武鎌ケ谷住宅地地区計画により、店舗や住宅を配置す

ることで、日常生活の利便性の増進や、ゆとりある環境の維持を図ります。 

住居系市街地 

・東武鎌ケ谷団地では、東武鎌ケ谷住宅地地区計画により、良好な居住環境を保全し、家

並みの美しいうるおいのあるまちづくりを図ります。 

・計画的な市街地整備がされないまま宅地化された地区では、生活道路の整備等、地区の

状況に応じ、良好な居住環境の形成に取り組みます。 

 

■市街化調整区域の土地利用 

森とスポーツ・レクリエーションゾーン 

・市制記念公園、陸上競技場、市民体育館や、粟野地区公園と連なる緑豊かな区域は、森

とスポーツ・レクリエーションゾーンとし、緑とふれあいのある空間を形成します。 

農地・樹林地・緑地ゾーン 

・市街化調整区域となる初富、東初富地区は、市の特産物である梨及び野菜を中心とし

た農業の活性化による、農地の有効な活用及び適正な保全を推進します。 

・同地区では、生活環境の維持や向上、コミュニティの維持に必要となる土地利用を適

切に図りつつ、無秩序な市街化を防止し、周辺の自然環境と調和した良好な環境の形

成を図ります。 

・初富地区は、四本椚において県営住宅が建設されており、引き続き整備促進が望まれま

すが、市街化調整区域であることを踏まえ、良好な環境の維持、保全を図ります。 

・地域の状況に応じて、適切な土地利用の誘導を図るよう、市街化調整区域の土地利用方

針や地区計画指定基準等について、必要に応じ検討します。 

 

③交通体系整備の方針                                         

・地域の主要な幹線道路等については、交通渋滞の解消や、歩行者及び自転車の安全で快適

な通行に向けて、整備の推進を図ります。また、鎌ケ谷大仏交差点の改良について、事業

の推進を関係機関に働きかけます。 

・都市計画道路の計画的な整備を推進するとともに、利便性の向上のため、地域の骨格とな

る道路と連絡する生活道路等の整備を検討します。 
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④緑と水・都市景観形成の方針                                   

■森とスポーツ・レクリエーションゾーンの形成 

・市制記念公園、陸上競技場、市民体育館等を中心に、多目的なスポーツ・レクリエー

ション機能を有する総合的な公園を計画的に整備するとともに、粟野地区公園と連な

る区域として形成します。また、快適にスポーツができる環境を整え、市民サービス

を向上させるよう、スポーツ・レクリエーションゾーンを形成します。 

■公園等の整備充実 

・住宅地内に点在する公園等は、緑の保全や地域の人々の交流や憩い、活動の場の充実を

図るとともに、地域のニーズにあった活用を検討します。 

■緑あふれるまちづくりの推進 

・市街化区域の農地は、生産緑地制度等により保全を継続し、農産物の供給や、防災、環

境保全など、農地の多様な機能の発揮を通じた良好な都市環境の形成を図ります。 

・梨の果樹園に代表される農地は、農業の振興による適切な保全を図ります。また、緑

豊かな社寺林や屋敷林による集落景観や緑豊かなうるおいある景観の形成を進めま

す。 

 

⑤福祉・学習のまちづくりの方針                                   

・東初富公民館や南初富コミュニティセンター、社会福祉センター、中央児童センターな

どの地域の暮らし拠点や、また学校施設の開放等を通じて、地域の人々の交流や憩い、

活動の場の充実を図ります。 

・国史跡下総小金中野牧跡（野馬土手）の保全と活用を図ります。 

 

⑥防災まちづくりの方針                                        

・河川・水路等の浸水が予想される地域では、警戒避難体制の充実など、防災・減災に向

けた対策等を検討します。 

・広域避難場所となる市制記念公園や、陸上競技場、市民体育館を中心とした総合的な公

園の整備と合わせて、防災機能の強化について検討します。 

・市街化調整区域に広がる農地や、市街地内の公園・緑地、生産緑地等の緑は、防災機能

を有しており、農地、樹林地、緑地等を保全します。 

 

⑦都市環境形成の方針                                        

・地域内の公共下水道計画区域は印旛沼流域関連公共下水道及び手賀沼流域関連公共下

水道の計画区域であり、整備や維持管理に取り組みます。 
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地域全体に関わる方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央東地域まちづくり方針図 

●東武鎌ケ谷住宅地地

区計画による良好な

居住環境の保全 

●●無秩序な市街化を

防止し、周辺の自

然環境と調和した

良好な環境の形成 

●生産緑地制度等に

よる都市農地の保

全と活用 

●国史跡下総小金中

野 牧 跡 （ 野 馬 土

手）の保全と活用 

●市民生活の利便性の

向上やサービス機能の

充実 

●幹線道路や生

活道路の計画的

な整備の推進 

 

●●森とスポーツ・レク

リエーションゾーン

の形成 

●●農業の活性化によ

る、農地の有効な

活用及び適正な

保全 

●…土地利用・市街地整備に係る方針 

●…交通体系整備に係る方針 

●…緑と水・都市景観形成に係る方針 

●…福祉・学習のまちづくりに係る方針 

●…防災まちづくりに係る方針 

●…都市環境形成に係る方針 
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３-4 中央地域 

3-4-1 中央地域の概況 

中央地域は、市中央部に位置し、新鎌ケ谷駅、初富駅、鎌ケ谷

駅、北初富駅の 4 つの鉄道駅が立地する商業・業務の中心地で

す。また中央を南北に国道 464 号と主要地方道船橋我孫子線等

が通り、幹線道路の沿道には大規模商業施設やロードサイドシ

ョップ等が建ち並んでいます。さらに、鉄道駅を中心に戸建て住

宅や集合住宅も多数立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鎌ケ谷駅前 新鎌ケ谷駅前 

新鎌ふれあい公園 

新鎌通り ショッピングセンター（初富駅） 

貝柄山公園 
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①人口・世帯 

令和２年国勢調査によると、中央地域の人口は 27,027 人であり、これは市全体（109,932

人）の 24.6％です。 

高齢化率は 22.0％であり、市全体の高齢化率（28.6％）に比べ 6.6%低く、市全体で最も

高齢化率の低い地域となっています。 

地域全体で人口が多くなっており、全体的に高齢化率が低い状況ですが、地域の縁辺部で

高齢化率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年齢３区分別人口の推移 

250ｍメッシュ人口（R2） 250ｍメッシュ高齢化率（R2） 

資料：国勢調査 地域メッシュ統計（R2） 

※「総人口」の数値には、３区分別人口の合算の他、年齢不詳の人口が含まれています。    

 資料：国勢調査データより集計 

2,908 
(14.4%)

2,884 
(13.9%)

3,430 
(14.1%)

3,785 
(14.5%)

3,591 
(13.3%)

14,491 
(71.9%)

13,996 
(67.6%)

16,046 
(66.1%)

16,676 
(63.7%)

16,867 
(62.4%)

2,745 
(13.6%)

3,804 
(18.4%)

4,654 
(19.2%)

5,484 
(20.9%)

5,953 
(22.0%)20,157 

20,714 
(+2.8%)

24,273 
(+17.2%)

26,182 
(+7.9%)

27,027 
(+3.2%)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H12 H17 H22 H27 R02
15歳未満人口 15-64歳人口 65歳以上人口 総人口
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②土地利用 

地域内の土地利用は、新鎌ケ谷駅、初富駅、

鎌ケ谷駅、北初富駅の各駅を中心に形成された

市街地となっています。 

地域内には、市役所、市立図書館、郷土資料

館、きらり鎌ケ谷市民会館、生涯学習推進セン

ター、道野辺中央コミュニティセンター等の公

共施設が集中しています。また、鎌ケ谷中学校、

鎌ケ谷小学校、中部小学校等があるほか、豊富

な樹林を抱えた道野辺八幡神社や初富稲荷神

社等があります。 

土地利用面積は、住宅地、交通系用地、商業

地の順に多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：都市計画基礎調査（R3） 

      国土数値情報 公共施設データより作成 

土地利用構成比 

資料：都市計画基礎調査（R3） 土地利用現況図 

自然的土地

利用

7.6%

都市的土地利用

92.4%

畑 4.6%
荒地 1.7%

山林 1.2%

水面 0.1%

住宅地

47.4%
商業地

11.3%

工業地

0.3%

公共・文教・

厚生用地

5.4%

交通系用地

19.9%

オープンス

ペース 2.9%

その他の用地

5.2%

※土地利用構成比は、構成比をわかりやすく示すため、以下の土地利用面積を合算しています。 

公共・文教・厚生用地…（公共施設用地、文教・厚生用地） 

交通系用地     …（運輸施設用地、道路用地、交通施設用地） 

オープンスペース  …（公園・広場などのオープンスペース） 

その他の用地    …（ゴルフ場、太陽光発電、平面駐車場、未利用地、未建築宅地、用途改変中の土地、屋外利用地） 
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③市民意向と地域の課題 

中央地域の現状と課題と、鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査結果に

おける市民意向は次のとおりです。 

 

土地利用及び市街地整備の現状と課題                                  

・新鎌ケ谷駅周辺は市の中心をなす広域交流拠点に、初富駅及び鎌ケ谷駅周辺は商業機能、市民

サービス機能、芸術文化機能等、様々な都市機能の充実を図る地域交流拠点に、北初富駅は日

常生活に身近な商業等の充実を図る近隣商業拠点に位置付けられ、それぞれの特性を活かし

た機能の充実と良好な市街地環境の向上が望まれます。 

・新鎌ケ谷駅、初富駅、鎌ケ谷駅は、東武野田線及び新京成線の連続立体交差事業や土地区画整

理事業、駅前広場の整備等の市街地整備が進み、市街地環境の改善が進んでいます。それぞれ

が特色ある魅力と機能を持つことと、周辺道路の整備や、新鎌ケ谷駅南側の東京 10 号線延伸

新線跡地、鉄道高架下の活用等により連携を強化し、鎌ケ谷市の中心となる都市軸の更なる充

実が望まれます。 

・計画的な市街地整備が実施されないまま宅地化が進んだ地域では、狭隘道路が多く存在するな

ど、環境の改善が必要です。 

・中央一丁目地区は、市街化調整区域となっていますが、駅に近接する立地条件から、周辺地区

と調和のとれた環境づくりが求められます。 

 

 

 

 

 

 

交通体系整備の現状と課題                                          

・国道 464 号や主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線、同船橋我孫子線が市の中心部である本地域を通

り、本市及び周辺地域の交通の要衝となっており、初富交差点などで、慢性的な交通渋滞が発

生しています。 

・市街地整備事業に伴い、都市計画道路の整備が進んでいます。また、地域を囲うように市街地

外郭幹線による道路網が計画されるなど、更なる整備充実が望まれます。 

・新鎌ケ谷駅、初富駅、北初富駅では、連続立体交差事業により新京成線が高架化され、交通渋

滞の緩和など市街地環境が改善されています。引き続き、新鎌ケ谷駅南北自由通路の整備、初

富駅駅前広場や北初富駅駅前広場の整備、接続する道路等の関連整備の推進が求められます。 

・地域内は体系的な道路網が整備されつつありますが、狭隘な道路が多い地区もあり、改善が必

要です。 

・新鎌ケ谷駅、初富駅、鎌ケ谷駅、北初富駅の各駅が鉄道で結ばれ、周辺都市や東京方面へのア

クセスが飛躍的に向上しており、交通利便性の高い地域となっています。また、コミュニティ

バスききょう号、船橋新京成バス、ちばレインボーバスが運行しています。 

  

・地域の課題：空き家や空き地が多い、増えている（21.2％・第 1 位） 

 

関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：国道や県道などの幹線道路がよく渋滞し、車で利用しづら

い（53.7％・第 1 位） 

・地域の課題：（公共交通の）利用料金が高い（22.9％・第 1 位） 

関連する 

市民意向 

 

●…土地利用・市街地整備 ●…交通体系整備 ●…緑と水・都市景観形成 

●…福祉・学習のまちづくり  ●…防災まちづくり  ●…都市環境形成 

資料：鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査（R2）より 

お住まいの地域の課題として最も多い回答及び市平均と差が大きい回答を掲載 
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緑と水・都市景観形成の現状と課題                                        

・地域内には、新鎌ふれあい公園や貝柄山公園など、市を代表する公園が整備されています。東

京 10 号線延伸新線跡地を緑道などとして活用することで、都市の緑の更なる充実が望まれま

す。 

・駅前広場等では、NPO や地域の方々の手により美しく緑化されている花壇等もありますが、

更なる充実が望まれます。市の中心をなす地域として、市民や事業者とともに緑のまちづくり

への取り組みが求められます。 

・生産緑地地区が点在しており、居住環境との調和とともに、市街地の中の重要な緑として保

全・活用が望まれます。 

・新鎌ケ谷地区は景観重点地区に位置づけられており、市の中心部にふさわしい、にぎわいと統

一感のある景観形成が望まれます。 

・市街地が主体で他地域と比較し、農地や山林などの自然的土地利用が少なくなっています。 

・囃子水公園は、谷津の自然を活用した公園として整備されていますが、整備から年数が経過し

ており、改修に向けた検討が必要となっています。 

 

 

 

 

福祉・学習のまちづくりの現状と課題                                        

・地域全体で高齢化率は低くなっています。 

・市立図書館、郷土資料館、きらり鎌ケ谷市民会館、生涯学習推進センター、道野辺中央コミュ

ニティセンターなど、様々な世代の活動の場が形成されていますが、更なる機能の充実が求め

られます。 

 

 

 

 

防災まちづくりの現状と課題                                                      

・国道 464 号や主要地方道船橋我孫子線、同千葉鎌ケ谷松戸線は緊急輸送道路に指定されてい

ます。 

・商業地や公共施設などが多く立地していることから、防災・減災対策の強化が望まれます。 

 

 

 

 

 

 

都市環境形成の現状と課題                                                       

・地域内の公共下水道は概ね手賀沼流域関連公共下水道の計画区域となっており、快適で衛生的

な市民生活の向上が望まれます。 

 

・地域の課題：身近な公園や広場が不足している（34.4％・第 1 位） 

 

関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：学習やスポーツ等、学び楽しむ場が不足している 

（36.1％・第 1 位） 

 

関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：避難場所に誘導する案内板が少ない・わからない 

（38.3％・第 1 位） 

・地域の課題：災害発生時の避難所などが近くにない・行くのが困難 

（36.4％）（市平均と比較し＋12.6 ポイント） 

 

関連する 

市民意向 
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地域全体に関わる課題 

 

 

  

中央地域課題図 

●新鎌ケ谷地区地区計

画による良好な市街

地の維持 

●広域交流拠点としての

機能の充実 

●それぞれの駅周辺

の特性を活かした

機能の充実、都市

軸の連携の強化 

●地域全体における道

路整備による生活環

境の改善 

●無秩序に形成された市街地の環

境の改善 

●周辺地区と調和のと

れた土地利用の検討 

●生産緑地

地区の保全 

●地域での活動の

場の充実 

●景観重点地区としてに

ぎわいと統一感のある

景観形成 

●●北初富駅の関連整

備の促進 

●北初富駅周辺の生活

サービス機能の充実 

●●● 

東京 10 号

線延伸新線

跡地の活用 

●商業機能、市民サービ

ス機能、芸術文化機

能等、地域交流拠点と

しての都市機能の充実 

●●初富駅の関連整備

の促進 

●交差点改良による交通

状況の改善 

●地域の主要

な道路整備

の推進 

●…土地利用・市街地整備に係る課題 

●…交通体系整備に係る課題 

●…緑と水・都市景観形成に係る課題 

●…福祉・学習のまちづくりに係る課題 

●…防災まちづくりに係る課題 

●…都市環境形成に係る課題 



 

102 

3-4-2 中央地域のまちづくり方針 

①中央地域のまちづくりの基本的考え方                              

中央地域は、ふれあいとにぎわいのある中心市街地の形成を基本として、複合化された魅

力ある空間の形成と市民生活の利便性向上に向けたまちづくりを進めていきます。 

 

②土地利用及び市街地整備の方針                                           

■市街化区域の土地利用 

商業・業務系市街地 

○都市軸 

・「新鎌ケ谷駅」「初富駅」「鎌ケ谷駅」の周辺は、都

市軸を支える 3 つの核としてそれぞれの拠点性を高

めるとともに相互の連携を強化することで、回遊性の

ある魅力的な都市空間を形成し、市民生活を支える鎌

ケ谷市の都市づくりの中心として、さらなるまちの発

展を目指します。 

・「新鎌ケ谷駅」「初富駅」「鎌ケ谷駅」の各駅の連携

を強めるため、都市計画道路の整備や、新鎌ケ谷駅南

側の東京 10 号線延伸新線跡地及び鉄道高架下の有効

利用、ゆとりある街路空間により、自転車や歩行者が

安全で、かつ利便性の高いまちづくりを進めます。 

○広域交流拠点 

・新鎌ケ谷駅周辺は、広域交通の結節点としての立地特性を活かすとともに、市の中心を

なす地区として、行政機能や、広域的な交通の利便性を活かした商業・情報・娯楽など

多様な機能が複合的に集積する市街地を形成します。 

・市民や公共交通機関の利用者が快適で安全に利用できるよう、東京 10 号線延伸新線跡

地の活用や、南北自由通路等の整備を進め駅前空間の充実を図ります。 

・これまでのまちづくりを基盤にさらなる発展が図られるよう、都市軸の機能強化と、新

鎌ケ谷駅西側地区や北初富駅周辺との連携強化を目指し、周辺地区との一体性・連続性

のあるまちづくりを進めます。 

○地域商業拠点 

・初富駅周辺は、大型店、商店街等による商業機能及び市民サービス機能の充実と市街地

整備について検討するとともに、芸術文化の振興を目指すきらり鎌ケ谷市民会館や、図

書館、郷土資料館等により、活気ある地域の文化にふれる拠点として充実を図ります。

また、連続立体交差事業に伴う駅前広場の整備や周辺道路整備等により、既成市街地に

おける土地の有効利用を図ります。 

・鎌ケ谷駅周辺は、都市計画道路や駅前広場による多様性・回遊性のある空間を活用し、

商業機能及び市民サービス機能の充実を図ります。 
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○近隣商業拠点 

・北初富駅周辺は、地域コミュニティの場や、日常生活に身近な商業等のサービス機能の

充実を目指します。また、駅前広場の整備や、周辺道路及び交差点の改良等を推進し、

市民生活の利便性の向上を図るとともに、東京 10 号線延伸新線跡地を緑道などとして

有効活用を図ります。 

複合系市街地 

・各駅周辺の住商複合地区では、都市機能や居住の誘導、住機能と業務機能の調和等、地

域の状況に応じた生活利便性の高い市街地を形成します。 

・新鎌ケ谷駅、初富駅、鎌ケ谷駅の駅前通りでは、住機能と調和した沿道サービス施設の

立地により、住宅と生活サービス機能の複合した利便性の高い複合住宅地を形成しま

す。 

・市街地外郭幹線を構成する都市計画道路 3・4・5 号船橋我孫子バイパス線、同 3・4・

10 号中沢北初富線の沿道では、周辺市街地と調和を図りつつ、市民生活の利便性の向

上やサービス機能の充実を図ります。 

住居系市街地 

・新鎌ケ谷駅周辺は、「新鎌ケ谷地区地区計画」により、魅力と活気にあふれた都市環境

の形成と、駅周辺の都市型住宅地の良好な市街地環境の形成を図ります。 

・北初富駅周辺では、駅周辺整備に伴う利便性の向上や、日常生活に身近な商業等のサー

ビス機能の充実等により、良好な居住環境の形成に取り組みます。 

・計画的な市街地整備がされないまま宅地化された地区では、利便性の高い住環境を活か

し、良好な居住環境の形成に取り組みます。 

 

■市街化調整区域の土地利用 

・中央一丁目地区は、無秩序な市街化の防止や住環境の改善のため、地域の意向を踏ま

えながら、周辺地区と一体的な土地利用や今後のまちづくりの方向性について検討し

ます。必要に応じ、地域の意向を都市計画に反映させるよう、地区計画の策定や都市

計画提案制度等の活用に向けて取り組みます。 

 

③交通体系整備の方針                                       

・地域の主要な幹線道路等については、交通渋滞の解消や、歩行者及び自転車の安全で快

適な通行に向けて、整備の推進を図ります。 

・都市計画道路 3・3・16 号新鎌ケ谷南線等、都市計画道路の計画的な整備を推進します。

また、利便性の向上のため、地域の骨格となる道路と連絡する生活道路等の整備を検討

します。 

・新京成線連続立体交差事業の進捗に伴い、関連側道である都市計画道路 7・6・1 号富岡

１号線、同 7・7・2 号初富線、同 7・7・3 号北初富線、同 8・7・1 号富岡 2 号線の整

備を推進し、通過交通の円滑な処理と、駅や主要道路への連携を図り、利便性を高めま

す。 

・初富駅では、関係機関との調整や、地権者、地域住民の協力を得ながら初富駅周辺地区

整備事業を推進します。また、初富交差点の改良について、事業の推進を関係機関に働
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きかけます。 

・北初富駅周辺では、関係機関との調整や、地権者、地域住民の協力を得ながら、駅前広

場の整備や、周辺道路及び交差点の改良等を推進します。 

・都市計画道路や駅周辺施設の整備に際しては積極的なバリアフリー化に努めます。 

 

④緑と水・都市景観形成の方針                                   

■公園等の整備充実 

・新鎌ふれあい公園は、新鎌ケ谷地区の代表的な公園として、また、貝柄山公園は、谷津

の自然を活用した緑豊かな公園として、特徴を活かした維持管理、活用に取り組みます。

また、東京 10 号線延伸新線跡地を緑道などとして緑と水のネットワークを形成します。 

・住宅地内に点在する公園等は、緑の保全や地域の人々の交流や憩い、活動の場の充実を

図るとともに、地域のニーズにあった活用を検討します。 

・丸山三丁目ふれあいの森は、地域に残された貴重な樹林地であり、やすらぎとうるおい

のある森林レクリエーションの場として活用を図ります。また、樹林地を活かした都市

公園として整備を推進します。 

・囃子水公園は、湧水等を保全し、水辺の生物の生息・生育環境に配慮するとともに、水

辺を活かした市民の憩いの場の充実を図ります。 

■緑あふれるまちづくりの推進 

・市街地外郭幹線等、幹線道路の街路樹等による沿道緑化や、東京 10 号線延伸新線跡地

の緑道としての活用を進めます。また、市民との協働による植栽や花植えなどと連携し、

魅力あるまち並みづくりや、緑と水のネットワーク形成を図ります。 

・市街化区域の農地は、生産緑地制度等により保全を継続し、農産物の供給や、防災、環

境保全など、農地の多様な機能の発揮を通じた良好な都市環境の形成を図ります。 

・新鎌ケ谷地区は、鎌ケ谷市景観計画及び景観条例による景観重点地区の位置付け等によ

り、市の中心にふさわしい、「人を呼び込み、文化を育む新鎌ケ谷地区」として、「う

るおい」「ゆとり」「癒し」のある都市環境の創出と、住む人にとっても、また訪れる

人にとっても心身ともに癒される人間性豊かなまちを目指し、景観形成基準に基づい

た積極的な景観形成を図ります。 

 

⑤福祉・学習のまちづくりの方針                                   

・きらり鎌ケ谷市民会館をはじめ、市立図書館や郷土資料館等の文化施設の集積を活かし

て、誰もが心豊かに暮らし、生活の質の向上を図れるよう、芸術文化機能の更なる充実

を図ります。 

・中央公民館や生涯学習推進センター、道野辺中央コミュニティセンターなどの地域の暮

らし拠点や、また学校施設の開放等を通じて、地域の人々の交流や憩い、活動の場の充

実を図ります。 
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⑥防災まちづくりの方針                                        

・緊急輸送道路となる国道 464 号や主要地方道船橋我孫子線、同千葉鎌ケ谷松戸線につ

いて、国や県と連携し整備や維持管理に取り組むとともに、必要に応じ、沿道の不燃化・

耐震化等を促進します。 

・河川・水路等の浸水が予想される地域では、警戒避難体制の充実など、防災・減災に向

けた対策等を検討します。 

・市街地内の公園・緑地、生産緑地等の緑は、防災機能を有しており、農地、樹林地、緑

地等を保全します。 

 

⑦都市環境形成の方針                                        

・地域内の公共下水道は概ね手賀沼流域関連公共下水道の計画区域であり、整備や維持管

理に取り組みます。 
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中央地域まちづくり方針図 

●広域交流拠点として、行政

機能や、商業・情報・娯楽

など多様な機能が複合的に

集積する市街地を形成 

●南北自由通路

の整備の推進 

●●地域の文化にふ

れる拠点機能の

充実 
●地域商業拠点とし

て、商業機能及び

市民サービス機能

の充実 

●周辺地区と一体的な

土地利用や今後のま

ちづくりの方向性につ

いて検討 

●市の中心にふさわしい

景観の形成 

●新鎌ケ谷地区地区計

画による良好な居住

環境の保全 

地域全体に関わる方針 

●幹線道路や

生活道路の

計画的な整

備の推進 

●生産緑地制度

等 に よ る 都 市

農地の保全と

活用 

●回遊性のある魅

力的な都市空

間による都市軸

の連携強化 

●東京 10 号線延伸新線跡

地の緑道などの整備による

緑と水のネットワークの形成 

●丸山三丁目ふれあいの

森公園の整備推進 

●地域コミュニティの場

や、日常生活に身近

な商業等のサービス機

能の充実 

●●駅前広場の整備

や、周辺道路及

び交差点の改良

等を推進 
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●…土地利用・市街地整備に係る方針 

●…交通体系整備に係る方針 

●…緑と水・都市景観形成に係る方針 

●…福祉・学習のまちづくりに係る方針 

●…防災まちづくりに係る方針 

●…都市環境形成に係る方針 
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３-５ 東部地域 

3-５-1 東部地域の概況 

東部地域は、全域が市街化区域となっていますが生産緑地地

区として多くの農地も有しています。市南東部に位置し、観光名

所ともなる鎌ケ谷大仏が立地しています。また、主要地方道船橋

我孫子線や現在の主要地方道市川印西線である木下（きおろし）

街道が通っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主要地方道市川印西線 

手通公園 市指定文化財百庚申 

ショッピングセンター（東道野辺） 

市指定文化財鎌ケ谷大仏 

住宅地（南鎌ケ谷二丁目） 
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①人口・世帯 

令和２年国勢調査によると、東部地域の人口は、25,709 人であり、これは市全体（109,932

人）の 23.4％です。 

高齢化率は 29.9％であり、市全体の高齢化率（28.6％）に比べ 1.3%高くなっています。 

北東部を中心に人口が分布し、鎌ケ谷大仏駅周辺等の人口が多くなっています。 

地域の北西部では高齢化率が低いのに対し、地域の中央部で高齢化率が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年齢３区分別人口の推移 

250ｍメッシュ人口（R2） 250ｍメッシュ高齢化率（R2） 

資料：国勢調査 地域メッシュ統計（R2） 

※「総人口」の数値には、３区分別人口の合算の他、年齢不詳の人口が含まれています。    

 資料：国勢調査データより集計 

3,386 
(13.7%)

3,364 
(13.5%)

3,210 
(12.6%)

3,081 
(12.0%)

2,915 
(11.3%)

18,355 
(74.0%)

17,332 
(69.5%)

16,465 
(64.7%)

15,421 
(60.0%)

14,745 
(57.4%)

3,039 
(12.3%)

4,216 
(16.9%)

5,681 
(22.3%)

7,114 
(27.7%)

7,686 
(29.9%)

24,791 
()

24,930 
(+0.6%)

25,438 
(+2.0%)

25,722 
(+1.1%)

25,709 
(-0.1%)
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②土地利用 

地域内の土地利用は、鎌ケ谷大仏駅、馬込

沢駅、鎌ケ谷駅の周辺市街地と、工業系の市

街地に大別されます。  

公共施設等は、東部学習センター、鎌ケ谷

コミュニティセンター、鎌ケ谷高校、第二中

学校、道野辺小学校、東部小学校等のほか、

豊富な樹林を抱えた鎌ケ谷八幡神社や延命

寺等があります。 

土地利用面積は、住宅地、畑、交通系用地

の順に多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：都市計画基礎調査（R3） 

      国土数値情報 公共施設データより作成 

土地利用構成比 

資料：都市計画基礎調査（R3） 土地利用現況図 

自然的土地利

用

17.7%

都市的土地

利用

82.3%

畑 13.2%

荒地 2.4%

山林 1.8%

水面 0.3%

住宅地

47.8%商業地 7.2%

工業地 1.2%

公共・文教・厚

生用地 5.8%

交通系用地

14.3%

オープンスペー

ス 2.1%

その他の用地

3.9%

※土地利用構成比は、構成比をわかりやすく示すため、以下の土地利用面積を合算しています。 

公共・文教・厚生用地…（公共施設用地、文教・厚生用地） 

交通系用地     …（運輸施設用地、道路用地、交通施設用地） 

オープンスペース  …（公園・広場などのオープンスペース） 

その他の用地    …（ゴルフ場、太陽光発電、平面駐車場、未利用地、未建築宅地、用途改変中の土地、屋外利用地） 
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③市民意向と地域の課題 

東部地域の現状と課題と、鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査結果に

おける市民意向は次のとおりです。 

 

土地利用及び市街地整備の現状と課題                                  

・東部地域の住民へのアンケート調査の結果では、「居住環境で重視するもの」の中で、「買い物

や通院などの利便性」の割合が最も高くなっています。鎌ケ谷大仏駅や馬込沢駅を中心とする

市街地は、地域の暮らしを支える拠点としての生活サービス機能の充実が求められます。 

・住宅地は、計画的な基盤整備が実施されないまま宅地化が進み、狭隘道路が多く存在するなど、

環境の改善が必要です。また、鎌ケ谷五、六、七丁目の船橋市との境界に接する地区では、周

辺地区と調和のとれた環境づくりが求められます。 

・船橋我孫子バイパス線の整備に伴い、沿道には商業施設の立地がみられ、沿道型の複合的土地

利用による地域の利便性向上が望まれます。また、東道野辺五、六、七丁目、鎌ケ谷九丁目の

地区では、住宅と商業施設、工場が混在しており、調和が望まれます。 

 

 

 

 

 

交通体系整備の現状と課題                                          

・主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線や同船橋我孫子線、同市川印西線が通っています。また、都市計

画道路 3・4・5 号船橋我孫子パイパス線が整備され環境の改善が図られていますが、大仏交

差点や馬込十字路付近などでは、交通量が多く、交通渋滞が発生しており、交差点の改良等の

改善が進められています。 

・地域内は体系的な道路網が整備されておらず、狭隘な道路も多いため、改善が必要です。 

・鎌ケ谷大仏駅が立地するとともに、馬込沢駅や鎌ケ谷駅の利用圏となる地区もあるほか、コミ

ュニティバスききょう号、ちばレインボーバス、船橋新京成バスが運行しています。 

 

 

 

 

緑と水・都市景観形成の現状と課題                                        

・生産緑地地区が点在しており、居住環境との調和とともに、市街地の中の重要な緑として保

全・活用が望まれます。 

・手通公園が整備されているほか、地域内に残る貴重な樹林地がふれあいの森として保全されて

います。ふれあいの森の多くが本地域にあり、東道野辺ふれあいの森公園を都市公園として整

備し保全が図られています。 

 

 

 

・地域の課題：近くに商業施設や医療福祉施設がない（37.4％・第 1 位） 関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：住宅地の中にある生活道路が狭い（47.0％・第 1 位） 

・地域の課題：目的地（商業施設・病院等）への電車・バスによるアクセ

スが悪い（35.1％・第 1 位） 

 

関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：身近な公園や広場が不足している（41.2％・第 1 位） 関連する 

市民意向 

 

●…土地利用・市街地整備 ●…交通体系整備 ●…緑と水・都市景観形成 

●…福祉・学習のまちづくり  ●…防災まちづくり  ●…都市環境形成 

資料：鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査（R2）より 

お住まいの地域の課題として最も多い回答及び市平均と差が大きい回答を掲載 
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福祉・学習のまちづくりの現状と課題                                        

・地域の北西部では高齢化率が低いのに対し、地域の中央部で高齢化率が高くなっています。 

・鎌ケ谷コミュニティセンター、東部学習センターなど、様々な世代の活動の場が形成されてい

ますが、更なる機能の充実が求められます。 

・市指定文化財鎌ケ谷大仏、同魚文の句碑、同百庚申などがあり、貴重な歴史資源の保全・活用

が望まれます。 

 

 

 

 

防災まちづくりの現状と課題                                                      

・主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線や同船橋我孫子線は緊急輸送道路に指定されています。 

・道野辺や東道野辺地区の一部では、土砂災害警戒区域等に指定されています。 

 

 

 

 

都市環境形成の現状と課題                                                       

・地域内の公共下水道は江戸川左岸流域関連公共下水道及び印旛沼流域関連公共下水道の計画

区域となっており、快適で衛生的な市民生活の向上が望まれます。 

  

・地域の課題：学習やスポーツ等、学び楽しむ場が不足している 

（36.8％・第 1 位） 

 

関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：避難場所に誘導する案内板が少ない・わからない 

（34.8%・第 1 位） 

 

関連する 

市民意向 
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地域全体に関わる課題 

 

 

  

●地域全体における道

路整備による生活環

境の改善 

 

●無秩序に形成された市街

地の環境の改善 

 

●土砂災害警戒区

域等の防災・減災

対策の推進 

 

●住宅、工場、商

業施設の調和 

 

●生産緑地地区の保全、 

貴重な樹林地の保全 

 

●交差点改良によ

る交通状況の改

善 

●周辺地区と調和の

とれた土地利用の

検討 

 

●鎌ケ谷大仏駅周

辺の生活サービス

機能の充実 

 

●地域での活動の

場の充実 

●船橋我孫子バイ

パス線の沿道の

活用 

●主要地方道船

橋我孫子線の

沿道の活用 

●主要地方道市

川印西線の沿

道の活用 

●交差点改良によ

る交通状況の改

善 

●馬込沢駅周辺の生活

サービス機能の充実 

 

東部地域課題図 

●…土地利用・市街地整備に係る課題 

●…交通体系整備に係る課題 

●…緑と水・都市景観形成に係る課題 

●…福祉・学習のまちづくりに係る課題 

●…防災まちづくりに係る課題 

●…都市環境形成に係る課題 
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3-５-2 東部地域のまちづくり方針 

①東部地域のまちづくりの基本的考え方                              

東部地域は、鎌ケ谷大仏駅、鎌ケ谷駅、馬込沢駅のそれぞれの特性を活かしたサービス機

能の充実と都市施設等の充実によるゆとりある市街地の形成、そして、生産緑地地区等の農

地を活かした静かでゆとりあるまちづくりを進めていきます。 

 

②土地利用及び市街地整備の方針                                           

■市街化区域の土地利用 

商業・業務系市街地 

・鎌ケ谷大仏駅周辺は、近隣商業拠点として、地域コミュニティの場や、日常生活に身近

な商業等のサービス機能の充実を目指します。防災性の向上のため、建物の密集などが

見受けられる地区は、準防火地域の指定等を検討します。 

・馬込沢駅周辺は、地域コミュニティの場や、日常生活に身近な商業等のサービス機能の

充実を目指します。 

複合系市街地 

・都市計画道路 3・4・5 号船橋我孫子バイパス線、同 3・4・7 号中沢鎌ケ谷線、主要地

方道千葉鎌ケ谷松戸線、同船橋我孫子線、同市川印西線の沿道では、周辺市街地と調和

を図りつつ、市民生活の利便性の向上やサービス機能の充実を図ります。 

・鎌ケ谷駅の外周部と鎌ケ谷大仏駅周辺及び鎌ケ谷一、九丁目、南鎌ケ谷一丁目、東道野

辺六、七丁目では、都市機能や居住の誘導、住機能と業務機能の調和等、地域の状況に

応じた生活利便性の高い市街地を形成します。 

・住宅と工場等が混在している東道野辺五、六、七丁目、鎌ケ谷九丁目では、地元住民や

企業の意見などを踏まえ、住工混在の整理、誘導などの対応について必要に応じて検討

するとともに、住宅地の居住環境の保全に配慮します。 

住居系市街地 

・鎌ケ谷高校周辺の中層住宅地区は、緑豊かな環境を活かすなど、地区の状況に応じ、良

好な居住環境の維持・保全に取り組みます。 

・鎌ケ谷大仏駅や馬込沢駅の各駅周辺と主要地方道市川印西線沿いの一部区域における

低層住宅地区は、生活道路の整備等、良好な居住環境の形成に取り組みます。 

・鎌ケ谷五・六・七丁目地区は、地域の意向を踏まえながら、周辺地区と一体的な土地利

用や今後のまちづくりの方向性について検討します。必要に応じ、地域の意向を都市計

画に反映させるよう、地区計画の策定や都市計画提案制度等の活用に向けて取り組み

ます。 

 

③交通体系整備の方針                                       

・地域の主要な幹線道路等については、交通渋滞の解消や、歩行者及び自転車の安全で快

適な通行に向けて、整備の推進を図ります。また、鎌ケ谷大仏交差点及び馬込十字路の

改良について、事業の推進を関係機関に働きかけます。 

・都市計画道路の計画的な整備を推進するとともに、利便性の向上のため、地域の骨格と

なる道路と連絡する生活道路等の整備を検討します。 
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④緑と水・都市景観形成の方針                                   

■公園等の整備充実 

・手通公園は、地域を代表する公園として特徴を活かした整備と維持管理、活用に取り組

みます。 

・本地域に特に多く残されている、貴重な樹林地であるふれあいの森は、やすらぎとうる

おいのある森林レクリエーションの場として活用を図ります。また、（仮称）鎌ケ谷一

丁目ふれあいの森公園は、樹林地を活かした都市公園として整備を推進します。 

■緑あふれるまちづくりの推進 

・市街化区域の農地は、生産緑地制度等により保全を継続し、農産物の供給や、防災、環

境保全など、農地の多様な機能の発揮を通じた良好な都市環境の形成を図ります。 

 

⑤福祉・学習のまちづくりの方針                                   

・東部学習センターや鎌ケ谷コミュニティセンターなどの地域の暮らし拠点や、また学校

施設の開放等を通じて、地域の人々の交流や憩い、活動の場の充実を図ります。 

・地域の子育て支援の拠点となる（仮称）東部地区児童センターの整備を推進します。 

・市指定文化財鎌ケ谷大仏や、木下街道沿いにある社寺や国登録有形文化財丸屋・丸屋離

れなどが鎌ケ谷市の歴史を伝えており、こうした歴史資源の保全・活用を図ります。 

 

⑥防災まちづくりの方針                                        

・緊急輸送道路となる主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線や同船橋我孫子線について、国や県と

連携し整備や維持管理に取り組むとともに、必要に応じ、沿道の不燃化・耐震化等を促

進します。 

・河川・水路等の浸水が予想される地域や、道野辺や東道野辺地区の土砂災害警戒区域等

では、警戒避難体制の充実など、防災・減災に向けた対策等を検討します。 

・建物の密集などが見受けられる地区は、準防火地域の指定等を検討し、防災性の向上を

図ります。 

・市街地内の公園・緑地、生産緑地等の緑は、防災機能を有しており、農地、樹林地、緑

地等を保全します。 

 

⑦都市環境形成の方針                                       

・地域内の公共下水道は江戸川左岸流域関連公共下水道及び印旛沼流域関連公共下水道

の計画区域であり、整備や維持管理に取り組みます。 

 

  



 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東部地域まちづくり方針図 

●地域コミュニティの場

や、日常生活に身近

な商業等のサービス

機能の充実 

●市民生活の利便性の

向上やサービス機能

の充実 

●鎌ケ谷大

仏交差点

の 改 良 を

促進 

● 住 工 混 在 の 整

理、誘導などの対

応について必要に

応じて検討 

地域全体に関わる
方針 

●幹線道路や生活

道路の計画的な

整備の推進 

●生産緑地制度等

による都市農地の

保全と活用 

●周辺地区と一体的な

土地利用や今後のま

ちづくりの方向性につ

いて検討 

●馬込十字路

の 改 良 を 促

進 

●土砂災害警戒区域

等の防災・減災に向

けた対策等を検討 

 

●…土地利用・市街地整備に係る方針 

●…交通体系整備に係る方針 

●…緑と水・都市景観形成に係る方針 

●…福祉・学習のまちづくりに係る方針 

●…防災まちづくりに係る方針 

●…都市環境形成に係る方針 

●地域コミュニティの場

や、日常生活に身近

な商業等のサービス

機能の充実 
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３-６ 南部地域 

3-6-1 南部地域の概況 

南部地域は、南部の市街化調整区域と北部の市街化区域に二

分されます。南部は緩やかな起伏の中に梨園等の農地が広がり、

大柏川がその中を流れています。一方、北部は北初富駅を中心に

広がった住宅地となっています。また、地域内にはゴルフ場やフ

ァイターズ鎌ケ谷スタジアムが立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ファイターズ鎌ケ谷スタジアム 市民の森 

住宅地（中沢東地区地区計画区域） 

大柏川（中沢） 

広がる農地 

梨園（中沢） 

市指定文化財八幡春日神社の森 
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①人口・世帯 

令和２年国勢調査によると、南部地域の人口は 20,252 人であり、これは市全体（109,932

人）の 18.4％です。 

高齢化率は 28.2％であり、市全体の高齢化率（28.6％）に比べ 0.4%低くなっています。 

市街化区域を中心に人口が分布し、東中沢地区や西道野辺地区等の人口が多くなってい

ます。東中沢地区など市の中心部に近い地区では高齢化率が低いのに対し、西道野辺地区を

含む南部で高齢化率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年齢３区分別人口の推移 

250ｍメッシュ人口（R2） 250ｍメッシュ高齢化率（R2） 

資料：国勢調査 地域メッシュ統計（R2） 

※「総人口」の数値には、３区分別人口の合算の他、年齢不詳の人口が含まれています。    

 資料：国勢調査データより集計 

3,071 
(14.8%)

2,918 
(14.3%)

2,953 
(14.1%)

2,604 
(12.9%)

2,275 
(11.2%)

15,457 
(74.4%)

14,287 
(70.2%)

13,539 
(64.7%)

12,178 
(60.5%)

11,964 
(59.1%)

2,237 
(10.8%)

3,130 
(15.4%)

4,324 
(20.7%) 5,275 

(26.2%)
5,701 

(28.2%)

20,786 
20,339 
(-2.2%)

20,922 
(+2.9%)

20,120 
(-3.8%)

20,252 
(+0.7%)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H12 H17 H22 H27 R02
15歳未満人口 15-64歳人口 65歳以上人口 総人口
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②土地利用 

地域内の土地利用は、北初富、馬込沢の各駅

周辺の市街地、中沢地区における集落と農地

及び鎌ケ谷カントリークラブに大別されます。 

地域内には、南部公民館、北中沢コミュニ

ティセンター、南児童センター、第四中学校、

南部小学校等があります。このほか、ファイ

ターズ鎌ケ谷スタジアムや弓道場・アーチェ

リー場などが立地しています。また、豊富な

樹林を抱えた市指定文化財根頭神社の森を

始め、同八幡春日神社、谷地川八幡神社、妙

蓮寺、万福寺、長福寺等があります。 

土地利用面積は、住宅地、畑、オープンスペ

ースの順に多くなっています。 

 

  

資料：都市計画基礎調査（R3） 

      国土数値情報 公共施設データより作成 

土地利用構成比 

資料：都市計画基礎調査（R3） 
土地利用現況図 

自然的土地

利用

38.8%都市的土地

利用

61.2%

畑 24.5%

荒地 5.8%

山林 7.9%

水面 0.6%
住宅地

25.5%

商業地

2.5%

工業地

1.0%

公共・文教・

厚生用地

2.4%

交通系用地

8.5%

オープンスペー

ス 4.9%

その他の用地

16.4%

※土地利用構成比は、構成比をわかりやすく示すため、以下の土地利用面積

を合算しています。 

公共・文教・厚生用地…（公共施設用地、文教・厚生用地） 

交通系用地     …（運輸施設用地、道路用地、交通施設用地） 

オープンスペース  …（公園・広場などのオープンスペース） 

その他の用地    …（ゴルフ場、太陽光発電、平面駐車場、未利用地、 

未建築宅地、用途改変中の土地、屋外利用地） 
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③市民意向と地域の課題 

南部地域の現状と課題と、鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査結果に

おける市民意向は次のとおりです。 

 

土地利用及び市街地整備の現状と課題                                  

・南部地域の住民へのアンケート調査の結果では、「居住環境で重視するもの」の中で、「買い物

や通院などの利便性」の割合が最も高くなっています。北初富駅や馬込沢駅と近接した地区は、

地域の暮らしを支える生活サービス機能の充実が求められます。 

・北初富駅や馬込沢駅の周辺など、計画的な基盤整備が実施されないまま宅地化が進んだ地区で

は、狭隘道路が多く存在するなど、環境の改善が必要です。 

・中沢東及び横上・横下地区などでの土地区画整理事業区域や鎌ケ谷グリーンハイツ、パークサ

イド鎌ケ谷などでは、計画的な市街地整備により良好な居住環境が形成されています。 

・市民の森やファイターズ鎌ケ谷スタジアムを中心とした区域は、森とスポーツ・レクリエーシ

ョンゾーンとして、緑の保全や活用が望まれます。 

・中沢地区は、多くの農地や山林、河川などの豊かな自然環境が残されています。貴重な自然環

境の保全と農業の活性化、地域の暮らしを維持していくための集落環境の充実が必要です。 

 

 

 

 

 

 

交通体系整備の現状と課題                                          

・地域内には主要地方道等は通っておらず、都市計画道路 3・4・10 号中沢北初富線が幹線連絡

道路として計画されており、早期整備が望まれます。 

・北初富駅は駅前広場や関連側道について、連続立体交差事業に伴う速やかな整備が求められま

す。 

・地域内は体系的な道路網が整備されておらず、狭隘な道路も多い地区もあり、改善が必要です。 

・北初富駅及び馬込沢駅が立地するとともに、新鎌ケ谷駅や初富駅、鎌ケ谷駅の利用圏となる地

区もあるほか、コミュニティバスききょう号、船橋新京成バスが運行しています。 

・東京 10 号線延伸新線の計画廃止に伴い、（仮称）中沢駅の構想も廃止となったことから、道

路・交通網のあり方の再検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

  

・地域の課題：近くに商業施設や医療福祉施設がない（51.2％・第 1 位） 

(市平均と比較し＋16.2 ポイント) 

 

関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：住宅地の中にある生活道路が狭い（46.6％・第 1 位） 

・地域の課題：目的地（商業施設・病院等）への電車・バスによるアクセ

スが悪い（31.7％・第 1 位） 

 

関連する 

市民意向 

 

●…土地利用・市街地整備 ●…交通体系整備 ●…緑と水・都市景観形成 

●…福祉・学習のまちづくり  ●…防災まちづくり  ●…都市環境形成 

資料：鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査（R2）より 

お住まいの地域の課題として最も多い回答及び市平均と差が大きい回答を掲載 
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緑と水・都市景観形成の現状と課題                                        

・大柏川等の河川沿いの谷津や樹林地など、豊かな自然が残されています。農地や山林の占める

割合が大きく、緑豊かな地域となっており、良好な緑の維持保全が望まれます。 

・大柏川や根郷川沿いの谷津は耕作されていない農地など未利用地が多く、活用が望まれます。 

・ファイターズ鎌ケ谷スタジアムが立地しており、周辺の市民の森等も含めて、連携の強化が望

まれます。 

・市民の森など、地域を代表する公園が整備されているほか、市指定文化財根頭神社の森や同八

幡春日神社の森などが保全されています。 

・白旗緑地は湧水のある都市緑地となっており、ホタルが生息する貴重な自然環境の保全が望ま

れます。 

・東京 10 号線延伸新線跡地を緑道などとして活用することで、都市の緑の更なる充実が望まれ

ます。 

・河川や樹林地、農地や緑地の連続した豊かな水と緑の環境は、緑と水のネットワークとして、

自然環境の保全とともに連携強化が望まれます。 

 

 

 

 

福祉・学習のまちづくりの現状と課題                                        

・東中沢地区など市の中心部に近い地区では高齢化率が低いのに対し、西道野辺地区を含む南部

で高齢化率が高くなっています。 

・南部公民館、北中沢コミュニティセンター、北中沢児童センター、南児童センターなど、様々

な世代の活動の場が形成されていますが、更なる機能の充実が求められます。 

・国史跡下総小金中野牧跡（捕込）があり、貴重な歴史資源の保全・活用が望まれます。 

 

 

 

 

防災まちづくりの現状と課題                                                      

・道野辺や中沢地区の一部では、土砂災害警戒区域等に指定されています。 

・一級河川大柏川や準用河川中沢川、同二和川沿いの周辺地域は鎌ケ谷市水害ハザードマップに

おいて浸水が想定される区域となっており、河川整備の促進や、防災意識の向上が望まれます。 

・大柏川第二調節池の整備の促進が望まれます。 

 

 

 

 

都市環境形成の現状と課題                                                       

・地域内の公共下水道計画区域は江戸川左岸流域関連公共下水道及び手賀沼流域関連公共下水

道の計画区域となっており、快適で衛生的な市民生活の向上が望まれます。 

 

・地域の課題：開発が進み、自然が減少している（27.8％・第 1 位） 関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：学習やスポーツ等、学び楽しむ場が不足している 

（38.4％・第 1 位） 

 

関連する 

市民意向 

 

・地域の課題：避難場所に誘導する案内板が少ない・わからない 

（39.5%・第 1 位） 

関連する 

市民意向 
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地域全体に関わる課題 

  

南部地域課題図 

●地域全体における道

路整備による生活環

境の改善 

●無秩序に形成された

市街地の環境の改善 

●●ファイターズ鎌ケ

谷スタジアムを中

心とした環境の充

実 

●土砂災害警戒

区域等の防災・

減災対策の推

進 

●地域の主要な

道路の整備の

推進 

●大柏川第二調節

池の整備促進 

 

●大柏川等の河川

整備の促進、防

災・減災対策の推

進 

●地域での活動

の場の充実 

●東京 10 号線延伸新

線の計画廃止に伴う

公共交通の在り方の

再検討 

●北初富駅の生活

サービス機能の充

実 

●東中沢地区計画

による良好な市街

地の維持 

●大柏川等の自然

環境の保全・未利

用地の活用 

●●調整区域全域にお

ける農業の活性

化・集落環境の維

持保全 

●馬込沢駅周辺の

生活サービス機能

の充実 

●●北初富駅の関

連整備の促進 

●●● 

東京 10 号線延伸

新線跡地の活用 

●…土地利用・市街地整備に係る課題 

●…交通体系整備に係る課題 

●…緑と水・都市景観形成に係る課題 

●…福祉・学習のまちづくりに係る課題 

●…防災まちづくりに係る課題 

●…都市環境形成に係る課題 
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3-６-2 南部地域のまちづくり方針 

①南部地域のまちづくりの基本的考え方                              

南部地域は、北初富駅、馬込沢駅のそれぞれの特性を活かしたサービス機能の充実と都市

施設等の充実によるゆとりある市街地の形成、そして、豊かな農地と樹林地、ファイターズ

鎌ケ谷スタジアム等の地域資源を活かした魅力あふれるまちづくりを進めていきます。 

 

②土地利用及び市街地整備の方針                                           

■市街化区域の土地利用 

商業・業務系市街地 

・北初富駅周辺は、近隣商業拠点として、地域コミュニティの場や、日常生活に身近な商

業等のサービス機能の充実を目指します。また、駅前広場の整備や、周辺道路及び交差

点の改良等を推進し、市民生活の利便性の向上を図るとともに、東京 10 号線延伸新線

跡地を緑道などとして有効活用を図ります。 

・馬込沢駅周辺は、地域コミュニティの場や、日常生活に身近な商業等のサービス機能の

充実を目指します。 

複合系市街地 

・都市計画道路 3・4・7 号中沢鎌ケ谷線、同 3・4・10 号中沢北初富線の沿道では、周

辺市街地と調和を図りつつ、市民生活の利便性の向上やサービス機能の充実を図りま

す。 

住居系市街地 

・鎌ケ谷グリーンハイツやパークサイド鎌ケ谷などの計画的集合住宅地では、今後とも良

好な居住環境の維持を図ります。 

・道野辺字横上・横下地区や中沢東地区地区計画区域では、良好な居住環境の維持・保全

に取り組みます。 

・北初富駅周辺の北中沢地区では、駅周辺整備に伴う利便性の向上や、日常生活に身近な

商業等のサービス機能の充実等により、良好な居住環境の形成に取り組みます。 

・その他の北中沢・東中沢・中沢新町・道野辺地区等の住宅地では、生活道路の整備等、

地区の状況に応じ、良好な居住環境の形成に取り組みます。 

 

■市街化調整区域の土地利用 

森とスポーツ・レクリエーションゾーン 

・中沢地区は、農地、樹林地、緑地等としての保全に努めつつ、森とスポーツ・レクリエ

ーションゾーンとして、地域資源であるファイターズ鎌ケ谷スタジアムとの連携強化

を図るとともに、資源や施設の有効活用による地域の活性化を図ります。 

農地・樹林地・緑地ゾーン 

・中沢地区は、市の特産物である梨及び野菜を中心とした農業の活性化による、農地の有

効な活用及び適正な保全を推進します。また、無秩序な市街化を防止し、集落環境と営

農環境の調和を図ります。 
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・大柏川や中沢川、根郷川沿いの自然や市民の森を中心に残された樹林地等の自然は、鎌

ケ谷市を特徴づける重要な要素の一つであるとともに、良好な都市環境の形成や防災

機能を有することから、農地、樹林地、緑地等について、重要な資源として保全を推進

します。 

・地域の状況に応じて、適切な土地利用の誘導を図るよう、市街化調整区域の土地利用方

針や地区計画指定基準等について、必要に応じ検討します。 

 

③交通体系整備の方針                                        

・都市計画道路 3・4・7 号中沢鎌ケ谷線、同 3・4・10 号中沢北初富線の整備等、都市計

画道路の計画的な整備を進めます。また、利便性の向上のため、地域の骨格となる道路

と連絡する生活道路等の整備を検討します。 

・北初富駅周辺では、関係機関との調整や、地権者、地域住民の協力を得ながら、駅前広

場の整備や、周辺道路及び交差点の改良等を推進します。 

・馬込沢駅周辺では、駅を中心とした生活道路等の整備を検討し、駅への利便性の向上を

図ります。 

・東京 10 号線延伸新線の計画が廃止となったことから、南部地域の公共交通ネットワー

クの利便性の向上を図るため、引き続き調査、研究を行います。 

 

④緑と水・都市景観形成の方針                                   

■森とスポーツ・レクリエーションゾーンの形成 

・南部地区は、農地、樹林地、緑地等としての保全に努めつつ、地域資源であるファイタ

ーズ鎌ケ谷スタジアムとの連携強化を図るとともに、弓道場・アーチェリー場、市民の

森等の施設を有効活用していきます。 

・大柏川第二調節池は、豊かな自然環境に配慮し、土地の有効活用を含め、整備を促進す

るよう関係機関に働きかけます。 

■公園等の整備充実 

・住宅地内に点在する公園等は、緑の保全や地域の人々の交流や憩い、活動の場の充実を

図るとともに、地域のニーズにあった活用を検討します。また、東京 10 号線延伸新線

跡地を緑道などとして緑と水のネットワークを形成します。 

■緑あふれるまちづくりの推進 

・市指定文化財八幡春日神社の森の樹林や同根頭神社の森を含む市民の森等、地域に残さ

れた貴重な樹林地の保全を継続します。 

■自然環境の保全による緑と水のネットワークの形成 

・白旗緑地はホタルの生息地となっており、湧水等を保全し、水辺の生物の生息・生育環

境に配慮していきます。 

・大柏川や中沢川、根郷川等の河川や、谷津・湧水などの豊かな水環境とともに、樹林地

や斜面林、農地などの緑が連続する豊かな自然環境の保全を図ります。 
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⑤福祉・学習のまちづくりの方針                                  

・南部公民館や北中沢コミュニティセンター、北中沢児童センター、南児童センターなど

の地域の暮らし拠点や、また学校施設の開放等を通じて、地域の人々の交流や憩い、活

動の場の充実を図ります。 

・国史跡下総小金中野牧跡（捕込）の保全と活用を図ります。 

 

⑥防災まちづくりの方針                                        

・河川・水路等の浸水が予想される地域や、道野辺や中沢地区の土砂災害警戒区域等では、

警戒避難体制の充実など、防災・減災に向けた対策等を検討します。 

・準用河川二和川は、下流の河川管理者である県と連携を図りながら、二和川バイパスな

どの整備を進めるなど、治水対策を進めます。 

・大柏川第二調節池は整備を促進するよう、関係機関に働きかけます。 

・大柏川や中沢川、根郷川沿いの自然や市民の森を中心に残された樹林地等の緑は、防災

機能を有しており、農地、樹林地、緑地等を保全します。 

 

⑦都市環境形成の方針                                        

・地域内の公共下水道計画区域は江戸川左岸流域関連公共下水道及び手賀沼流域関連公共

下水道の計画区域であり、整備や維持管理に取り組みます。 
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南部地域まちづくり方針図 

●●ファイターズ鎌ケ谷ス

タジアムとの連携強

化と、活気ある森と

スポーツ・レクリエー

ションゾーンの形成、

地域の活性化 

●●農業の活性化によ

る農地の有効な活

用及び適正な保

全 

●準用河川二和川

の整備推進による

防災力の向上 

●●大柏川第二

調節池の整

備促進 
地域全体に関わる方針 

●幹線道路や生活

道路の計画的な

整備の推進 

●●農地や樹林地など

の豊かな自然環境

の保全 

●国史跡下総小金中

野牧跡（捕込）の保

全と活用 

●東京 10 号線延

伸新線廃止に伴

う公共交通検討 

●東中沢地区計画によ

る良好な居住環境の

保全 

●東京 10 号線延伸新線

跡地の緑道などの整備

による緑と水のネットワー

クの形成 

●地域コミュニティの場

や、日常生活に身

近な商業等のサー

ビス機能の充実 

●土砂災害警戒区域

等の防災・減災に向

けた対策等を検討 

 

●…土地利用・市街地整備に係る方針 

●…交通体系整備に係る方針 

●…緑と水・都市景観形成に係る方針 

●…福祉・学習のまちづくりに係る方針 

●…防災まちづくりに係る方針 

●…都市環境形成に係る方針 

●市民生活の利便性

の向上やサービス機

能の充実 

●地域コミュニティの場

や、日常生活に身近

な商業等のサービス

機能の充実 

●●駅前広場の整備

や、周辺道路及

び交差点の改良

等を推進 
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人と緑と産業が調和し 未来へひろがる 鎌ケ谷 

第４章 実現化の基本的な考え方 

将来都市像の実現のため、市民・事業者・行政の協働によるまちづくりの考え方、都市計

画の推進及び進行管理（マネジメントサイクル）の考え方について整理します。体系は下表

のとおりです。 

序章  

都市計画 

マスタープラン

とは 

序-1 鎌ケ谷市都市計画マスタープラン改定の目的 

序-2 都市計画マスタープランとは 

序-3 都市計画マスタープランの位置づけ 

序-4 都市計画マスタープランの役割 

序-5 都市計画マスタープランの目標年次と見直し 

序-6 都市計画マスタープランの構成 

第１章 

鎌ケ谷市の 

全体方針 

1-1 鎌ケ谷市の概要 

1-2 鎌ケ谷市の都市的課題の整理 

1-3 社会潮流と上位関連計画 

1-4 都市づくりの方向性 

1 都市整備の進展に合わせたまちづくり・産業の活性化 

2 少子高齢化への対応や身近な生活環境の整備など、暮らしの質の向上 

3 大規模な災害への備えなど、都市の安全性の向上 

4 道路及び交通環境の変化に対応した道路・公共交通ネットワークの再構築  

5 鎌ケ谷市の魅力となる豊かな緑と水の保全・活用  

6 市民や事業者との連携 

1-5 将来都市像と都市構造 

基本理念   みんなでつくるふるさと鎌ケ谷 

将来都市像  

都市づくりの目標 

 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 

分野別 

まちづくり方針 

 

 

 

 

第３章 

地域別構想 

 

 

 

 

 

 
 

第４章 

実現化の基本

的な考え方 

 

 

 

1 にぎわいと活力

に満ちたまちづくり 

２ 誰もがいきい

きと、安心して暮

らせるまちづくり 

３ 緑あふれる 

持続可能なまち

づくり 

 

1 土地利用の方針 

2 市街地整備の方針 

3 交通体系整備の方針 

4 緑と水・都市景観形成の方針 

6 防災まちづくりの方針 

5 福祉・学習のまちづくりの方針 

7 都市環境形成の方針 

1 北部地域 2 西部地域 3 中央東地域 

4 中央地域 5 東部地域 6 南部地域 

将来都市構造 

実現化の基本的な考え方 
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４-1 市民・事業者・行政の協働によるまちづくりの考え方 

鎌ケ谷市では、市民、自治会、市民公益活動団体、事業者、行政など多様な主体が、それ

ぞれの役割と責任のもと、地域社会に共通する課題の解決や目指す目標の実現に向けて協

力し、主体性と独自性を発揮しながら協働によるまちづくりを基本としています。 

このため本都市計画マスタープランにおいても、多様な主体の連携による「協働によるま

ちづくり」のもと、将来都市像の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働のイメージ 

 

4-1-1 協働型まちづくりの推進 

協働してまちづくりを進めていくには、市民等の多様な主体がまちの課題を理解し、まち

づくりの必要性を認識するとともに、共通のまちの目標像を持つ必要があります。 

そこで、まちづくりの基本方針である鎌ケ谷市都市計画マスタープランの周知を図り、市

のまちづくりへの理解を促進するとともに、まちづくりに関する情報やまちづくりの進め

方等について、情報共有の場の充実を図り、様々な方々がまちづくりに参加できるよう取り

組みを進めます。 

 

①まちづくりの情報発信 

市政情報の提供手段の柱である広報紙を中心とし、市ホームページ等の様々な発信手段

も積極的に活用して、鎌ケ谷市都市計画マスタープランの周知活動や、まちづくりに関する

情報発信を行っていきます。 

  

協  働 

市民 

自治会、 

市民公益 

活動団体 

事業者 

行政 
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②まちづくりの啓発活動の推進 

まちづくりについての理解を深めるために、資料等の発行や生涯学習の場の活用も含め

て、市民等のまちづくりに関する意識啓発を推進します。 

また、まちづくりの計画等に対しては、必要に応じて、アンケート調査の実施や、ワーク

ショップやオープンハウス、説明会等の開催を通じて、市民等の意向の把握や、意見交換の

機会を創出することなどにより、まちづくりの機運醸成を図ります。 

 

③個別のまちづくりでの協働まちづくりの実践 

個別の事業の実施に際しては、市民等の多様な主体の参画によるまちづくりの実践を通

じて、協働型のまちづくりを推進します。 

具体的な例としては、公園・広場等のオープンスペースの確保や主要生活道路の整備等に

おいて、多様な主体の参加を積極的に呼び込むことにより、まちづくり意識の啓発活動と地

域のまちづくりのリーダーの発掘・育成を目指します。 

また、先導的な事業の実施にあたっては、必要に応じて、社会実験や実証実験等の手法を

活用し、円滑なまちづくり事業の執行を目指します。 

 

④協働まちづくりのルールづくり 

地区計画制度やまちづくりに関連する協定など、建築や開発等のルールを定め、関係者が

それに沿って地域の実情に応じたきめ細かなまちづくりを進めることで、望ましいまちの

姿を実現していきます。 

 

⑤民間事業者との連携強化 

ライフスタイルや価値観の多様化に対応したまちづくりを柔軟に進めるため、PPP（官民

連携事業）や PFI（民間資金等活用事業）を活用し、民間事業者ならではのアイディアやノ

ウハウを活かしたまちづくりを進めていきます。 

 

⑥市民公益活動団体等との連携強化 

各主体が対等な立場で、一体となって施策展開ができるよう、お互いを知るための交流会

などの実施や地域づくりコーディネーター及び中間支援組織の支援により多様な主体が協

働しやすい環境をつくります。 

また、引き続き自治会と連携して環境美化事業、防災事業、福祉関連事業などに取り組む

とともに、地域コミュニティの拠点となる自治会集会所の整備などの支援やコミュニティ

センターの適正な管理運営により、活動しやすい環境を整えます。 
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4-1-2 行政のまちづくり推進体制の充実 

まちづくりを進めていくにあたり、庁内体制の充実や、国や県などの関係機関・民間事業

者・まちづくり組織と連携を強化していきます。また、まちづくりの財源の確保や、効率的

運営を進め、実現化を目指します。 

 

①庁内の推進体制の充実 

都市計画マスタープランは、都市計画、土木、建築、環境、福祉等の各まちづくり分野と

の総合的・一体的なまちづくりを進めるための指針となるものです。そのため、まちづくり

に関連する部署の横断的な連携をさらに強化していきます。多様化する住民ニーズや生活

様式の変化など社会経済状況等の変化による情報の共有化をより一層図ることとし、地域

に根ざしたまちづくりを推進します。 

 

②関係機関との連携強化 

東京都心や周辺都市を結ぶ鉄道、幹線道路が市のほぼ中央部で交差する交通利便性が高

い都市であり、県北西部地域の広域交流拠点ともなることから、国や千葉県、周辺自治体と

も連携しながらまちづくりに取り組みます。喫緊の課題となる北千葉道路の整備などにつ

いても、広域連携のもとで積極的に事業を促進していきます。 

 

③まちづくりの財源確保 

まちづくりを推進していくには、国や千葉県の補助事業を積極的に活用していく必要が

あります。このため、鎌ケ谷市のまちづくりに柔軟に適用が可能となるよう、対象事業の拡

大などを要望していきます。 

 

④まちづくりの効率的運営 

まちづくりを推進していく上では、限られた財源の中で有効かつ効果的に投資していく

必要があります。このため、まちづくり全体への波及効果や防災、居住環境の面などの緊急

性等から、優先順位を検討します。 

また、民間開発や個別の建替え等においては、鎌ケ谷市都市計画マスタープランに適合す

るように指導・誘導を図り、効率的なまちづくりを推進します。  
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4-２ 都市計画の推進及び進行管理（マネジメントサイクル）の考え方 

現在の社会・経済の動向の変化は、鎌ケ谷市の土地や建物の利用に大きな影響をもたらす

場合があります。市のまちづくりの基本となる鎌ケ谷市都市計画マスタープランは、まちづ

くりの進捗や、社会・経済情勢の変化に応じて、まちづくりの理念と目標を維持しつつ、ま

た市民の意見を反映しながら、PDCA サイクルによる見直しと充実化を図ります。 

 

【ＰＬＡＮ】 

都市計画マスタープランは、まちづくりの基本的な方針であり、個別具体の事業そのもの

を定める計画ではないことから、鎌ケ谷市総合基本計画をはじめとする上位関連計画と連

携し、その取り組みを進めます。 

【ＤＯ】 

鎌ケ谷市総合基本計画や関連計画、個別計画や事業プログラムに基づき、事業や施策を実

施します。 

【ＣＨＥＣＫ】 

鎌ケ谷市市民意識調査等による検証や、個別の事業・施策の実施計画への反映状況等から

進捗状況を確認します。 

【ＡＣＴ】 

都市計画マスタープランの期間は 20 年と長期にわたるものであることから、上位関連計

画の改定や社会経済情勢の変化、都市計画事業等のまちづくりの進捗などにより、必要に応

じて見直しを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画マスタープランにおけるPDCAサイクル 

  

PLAN 

（計画） 

DO 

（実施） 

CHECK 

（評価・検証） 

 

ACT 

（見直し） 

 

○上位関連計画の改定や

社会経済情勢の変化等

による都市計画マスター

プランの見直し 

○市民意識調査等による

検証 

○個別の事業の進捗状況

の確認 

○事業・施策の実施 

○都市計画マスタープラン

策定 

○総合基本計画をはじめと

する上位関連計画との

連携 
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１ 用語解説 

あ  
インフラ インフラストラクチャーの略。道路、鉄道、公園・緑地、

上下水道、港湾、空港、河川等の産業や生活の基盤とな

る施設。  
雨水浸透桝 雨水を地面に浸透させるため、本体に穴や通水するため

の機能を持たせた桝。 
 

オープンスペース 公園、広場、河川など、建物によって覆われていない土

地あるいは敷地内の空地を総称したもの。 

か  
回遊性 一定の区域の中で方々をめぐり遊ぶこと。買い物や娯楽

等のためには、店等の施設と道路や通路が必要となる。 
 
 

供給処理施設 都市での諸活動を支え、生活に必要な都市の骨組みを形

作る施設で都市計画に定めることができる都市施設の

うち、水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚

物処理場、ごみ焼却場その他供給施設又は処理施設のこ

と。 

 

 
 

近郊整備地帯 首都圏整備法（昭和 31 年）において、既成市街地の近

郊で、その無秩序な市街地化を防止するため、計画的に

市街地を整備し、あわせて緑地を保全する必要がある区

域として国土交通大臣が指定した区域。具体的には、東

京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県南部のうち

既成市街地に接する一定の区域をいう。 

 

 
 

グリーンインフラ グリーンインフラストラクチャーの略。社会資本整備や

土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が

有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・

都市・地域づくりを進める取り組みのこと。 

 

 
公園サポーター制度 公園の草刈りや清掃、花壇の手入れ、遊具が破損したと

きの連絡、利用者へのマナー指導など、鎌ケ谷市内の都

市公園及びふれあいの森をより良く快適に利用できる

公園へしていくために活動する方々の登録制度のこと。 
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コンパクトシティ・プラ

ス・ネットワーク 

人口減少・高齢化が進む中、特に地方都市においては、

地域の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業等の

生活機能を確保し、高齢者が安心して暮らせるよう、地

域公共交通と連携して、コンパクトなまちづくりを進め

ること（コンパクト＋ネットワーク）。 

さ 
  

  

再生可能エネルギー 太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスなど、

エネルギー源として永続的に利用することができると

認められるもの。  
市街化区域 都市計画区域のうち、既に市街地を形成している区域及

び概ね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべ

き区域。 
 

市街化調整区域 
都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域。 

 

指定緊急輸送道路 大規模な地震等が起きた場合における救助、物資の供給、

諸施設の復旧など広範な応急対策活動を広域的に実施する

ために指定する道路。 
 

循環型社会 廃棄物をできる限り少なくし、また、資源として適正に利

用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分す

ることで、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷がで

きる限り減らされた社会のこと。 
 

水害ハザードマップ 水害ハザードマップとは、水防法第１５条の規定に基づき

想定最大規模の降雨による浸水想定区域と水害の程度、避

難場所、避難時に必要な情報や心得等について具体的に表

示したもの。このうち、鎌ケ谷市水害ハザードマップに記

載されている災害の種類は、「洪水」、「雨水出水（内

水）」、「土砂災害（特別）警戒区域」となる。 
 

スプロール 都市の周辺部において、農地や山林などが虫食い状に開発

され、無秩序に市街地が拡散していく現象。 
 

生産緑地 市街化区域内の農地の緑地機能に重点を置き、災害の防止

や農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の

確保を図るため、都市計画で定めた「生産緑地地区」の区

域内の農地。 
 

生物多様性 生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。生物多様性

条約では、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性

という 3 つのレベルで多様性があるとしている。 

  



 

136 

 

た 
  

  

  

脱炭素社会 人の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量と吸収作

用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量

との間の均衡が保たれた社会のこと。 
 

地域地区 都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建

築物などに対するルールを決め、土地の合理的な利用を図

るために、指定される地区のこと。 
 

地区計画 道路や公園などの地区施設の位置や規模、建物の建て方、

塀の高さ・構造などをまちのルールとして都市計画に定め

居住環境の向上を図る制度。 
 

テレワーク 
ICT（情報通信技術）などを利用して、自宅など、職場以外

の所で業務を行うこと。リモートワーク。遠隔勤務。 

 

東京 10 号線延伸

新線 

本八幡から新鎌ケ谷を結ぶ「県営鉄道北千葉線」として位

置づけられていたが、公共事業の抜本的な見直しに関する

中止勧告を受けて、平成 12 年 12 月に県営鉄道事業を廃

止。その後、「東京 10 号線延伸新線促進検討委員会」が

第三セクターによって将来事業化する方向で調査検討をさ

れていたが、同委員会は平成 25 年に解散した。 
 

透水性舗装 歩道において空隙率の高い多孔質なアスファルト混合物を

表層に用いることにより、雨水を表層、路盤を通じて、路

盤以下に浸透させる地下水のかん養などの利点がある舗

装。 
 

特定生産緑地 生産緑地について、買取申出ができるまでの期間を 10 年

延期することで行為制限を延長するとともに、これまでと

同様の税制措置を維持し、都市農地の継続的な保全を担保

する制度。 
 

都市基盤 道路、鉄道、公園、上下水道、河川などの都市の骨格を形

成する根幹的な都市施設。 
 

都市計画提案制度 土地所有者やまちづくり NPO 等が、地域の合意等一定の

条件を満たした上で、都市計画について、その案を提案で

きるしくみ。 
 

都市計画道路 都市の将来のまちづくりや道路ネットワークを踏まえ、都

市計画法に基づき計画された道路。 
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都市施設 都市での諸活動を支え、生活に必要な都市の骨組みを形作

る施設で都市計画に定めることができるもののこと。 

  都市農業 市街地及びその周辺の地域において行われる農業。新鮮な

食糧の安定的供給をはじめ、子供たちへの自然教育の場の

提供、高齢者の生きがいの場としての活用、治水・気象緩

和など環境保全機能、緊急時の避難場所の提供など多面的

機能を備えている。 

  土地区画整理事業 土地区画整理法に基づき、道路、公園、河川などの公共施

設を整備・改善し、土地の区画を整え、宅地の利用の増進

を図る事業。 

は 
  バリアフリー バリアフリーとは「障壁（バリア）のない」という意味

で、高齢者や障がい者等が生活するうえで、行動の妨げに

なるバリアを取り去った、高齢者や障がい者などにやさし

い生活空間のあり方。また、段差などの物理的バリアの除

去だけではなく、より広い意味で、障がい者の社会参加を

困難にしている社会的、制度的、心理的なバリアを除去し

ていくことにも用いられる。 

  ヒートアイランド現象 人工排熱、地表面の人工被膜、都市密度の高度化などが原

因となり、都市の気温が周囲より高くなる現象。 

  防火・準防火地域 市街地における火災の危険を防除するために建築物の建築

規制を行う地域。 

や 
  ユニバーサルデザイン 高齢者や障がい者、こどもなどの全ての人が不自由なく利

用できるように、製品や建物、空間をデザインすること。 

ら 
  緑化協定 都市緑地法や千葉県自然環境保全条例等に基づき、一団の

土地又は道路・河川などに隣接する土地の所有者などが、

市街地の良好な環境を確保するために結ぶ緑地の保全又は

緑化に関する協定。 

N 
  NPO Non profit Organization 又は Not for Profit Organization

の略で、 社会的な活動を行い、 団体の構成員に対し収益

を分配することを目的としない団体の総称 。 
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P 
  PFI Private Finance Initiative の略で、民間資金等活用事業の

こと。公共施設等の建設、維持管理、運営等に、民間の資

金、経営能力及び技術的能力を活用し、効率的かつ効果的

に社会資本整備を図る事業手法。 

  PPP Public Private Partnership の略で、公共施設等の建設、維

持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、

民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政

の効率化等を図るもの。 

S 
  SDGｓ 持続可能な開発目標。Sustainable Development Goals の

略で、2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国

際目標のこと。17 のゴール・169 のターゲットから構成

され，地球上の「誰一人取り残さない（leave no one 

behind）」ことを誓っている。 
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２ 策定の経緯 

（１）策定体制 

策定にあたり、下記に示す各種会議等により検討を実施しました。また、市民の方々

に様々なご意見を頂きながら策定しました。 

各種会議等 

都市計画審議会 

都市計画法によりその権限に属された事項及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事

項の調査審議を行う機関です。市議会議員、学識経験を有する者、関係行政機関若し

くは千葉県の職員又は住民を代表する者で構成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

策定委員会 

鎌ケ谷市都市計画マスタープランの策定

にあたり、その案の策定及び調整を行う

機関です。委員は、学識経験を有する

者、諸団体代表、関係行政機関の職員、

公募による市民で構成されます。 

 

政策会議、政策調整会議 

鎌ケ谷市都市計画マスタープランの策定

にあたっては、策定部会で調査検討した結

果について、庁内意思決定・庁内調整を行

います。 

 

策定部会 

都市計画マスタープランの素案の調査検

討を行う機関です。調査検討した結果を策

定委員会に報告します。部会員は、市関係

部署の職員によって構成されます。 

 

 

事務局 

都市建設部都市政策室が意見集約及び市

民への情報発信、素案作成及び調整などの

各種事務処理を行います。 

 

市長 

 

市 

策定組織 

パブリック
コメント 

市民参加 

オープン
ハウス 

市民 
アンケート 
調査 
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（２）策定経緯 

 

年月日 経緯 

令
和
２
年
度 

 

5 月 12日 鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係る調査の開始 

12 月 18日～ 

１月 15日 

鎌ケ谷市都市計画マスタープランに係るアンケート調査 

12 月 21日 第１回鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定部会 

（１）都市計画マスタープランについて 

（２）市民アンケート 調査の実施について 

令
和
３
年
度 

４月 26日 第２回鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定部会 

（１）市民アンケート調査の結果について 

（２）都市計画マスタープランについて 

６月１日 第１回鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定委員会 

（１）委員長及び副委員長の選任について 

（２）都市計画マスタープランの策定について 

7 月１5日 第３回鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定部会 

（１）鎌ケ谷市都市計画マスタープラン全体構想について 

8 月 24日 政策調整会議 

9 月６日 政策会議 

10 月１5日 第２回鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定委員会 

（１）鎌ケ谷市都市計画マスタープラン全体構想について 

11 月 4日～ 

12 月３日 

鎌ケ谷市都市計画マスタープラン全体構想（案）パブリックコメント 

11 月 15日～ 

11 月 18日 

鎌ケ谷市都市計画マスタープラン全体構想（案）オープンハウス 

2 月１0日 第４回鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定部会 

（１）鎌ケ谷市都市計画マスタープラン地域別構想について 

３月１４日～ 

３月２５日 

第３回鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定委員会（書面開催） 

（１）鎌ケ谷市都市計画マスタープラン地域別構想について 
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年月日 経緯 

令
和
４
年
度 

４月２６日 第５回鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定部会 

（１）都市計画マスタープラン（素案）について 

５月 10日 政策調整会議 

５月 30日 政策会議 

７月５日 第４回鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定委員会 

（１）都市計画マスタープラン（素案）について 

８月２日～ 

８月 31日 

鎌ケ谷市都市計画マスタープラン（案）パブリックコメント 

8 月 16日～ 

８月 19日 

鎌ケ谷市都市計画マスタープラン（案）オープンハウス 

10 月 14日 第６回鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定部会 

（１）パブリックコメントの結果について 

（２）都市計画マスタープラン（案）について 

11 月 16日 第５回鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定委員会 

（１）パブリックコメントの結果について 

（２）都市計画マスタープラン（案）について 

 鎌ケ谷市都市計画審議会 
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（３）策定委員会  

①鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱   

鎌ケ谷市告示第１１３号 

鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２第１項の規定に基づく本

市の都市計画に関する基本的な方針（以下「都市計画マスタープラン」という。）を策

定するため、都市計画マスタープラン策定委員会（以下「委員会」という。）を設置す

る。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 都市計画マスタープランの策定に関すること。 

（２） 前号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項に関するこ

と。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１６人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 （１） 学識経験を有する者 

 （２） 諸団体を代表する者 

（３） 関係行政機関の職員 

 （４） 公募による市民 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープランの策定が終了する日まで

とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（関係者の出席） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又

は意見を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第８条 会議は、公開とする。ただし、委員長が特に支障があると認めるときは、この限

りでない。 

（会議の傍聴） 

第９条 会議を傍聴することができる者の数は、５人以内とする。 

２ 委員長は、傍聴人により会議の進行が妨げられたときは、これを制止し、その命令に

従わないときはこれを退場させることができる。 

（報償） 
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第１０条 委員に対する報償の額は、日額６，８００円とする。 

（策定部会） 

第１１条 都市計画マスタープランの素案の調査検討をするため、委員会に都市計画マ

スタープラン策定部会（以下「策定部会」という。）を置く。 

２ 策定部会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 

３ 策定部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は都市建設部長を、副部会長は都市建

設部次長をもって充てる。 

４ 部会長は、調査検討した結果を委員会に報告するものとする。 

（庶務） 

第１２条 委員会の庶務は、都市計画マスタープラン所管課において処理する。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。 

 

附 則 

 この告示は、公示の日から施行する。 

 

別表（第１１条関係） 

役職 部会員名 

部会長 都市建設部長 

副部会長 都市建設部次長 

  企画財政課長 

  環境課長 

  農業振興課長 

  商工振興課長 

  安全対策課長 

  社会福祉課長 

  都市計画課長 

  道路河川整備課長 

  道路河川管理課長 

  建築住宅課長 

  下水道課長 

  公園緑地課長 

  開発指導室長 

  まちづくり室長 

  北千葉道路・粟野バイパス推進室長 
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②鎌ケ谷市都市計画マスタープラン策定委員会名簿 

 

   

委員長 北原 理雄 
千葉大学 名誉教授 

鎌ケ谷市景観審議会 会長 

副委員長 八馬 智 
千葉工業大学 教授 

鎌ケ谷市景観審議会 委員 

委 員 

竹江 文章 
千葉県建築士会 会長 

鎌ケ谷市地区計画建築審議会 委員 

坂本 康政 鎌ケ谷市商工会 副会長 

山﨑 明 
とうかつ中央農業協同組合  

経営管理委員 

三浦 弘 
鎌ケ谷市自治会連合協議会 理事 

北部地区 代表 

江川 堯 （～令和 3 年 5 月 31 日） 

佐藤 誠 （令和 3 年 6 月 1 日～） 

鎌ケ谷市自治会連合協議会 理事 

西部地区 代表 

神尾 豊彦 
鎌ケ谷市自治会連合協議会 理事 

中央東地区 代表 

尾辻 亨 
鎌ケ谷市自治会連合協議会 理事 

中央地区 代表 

髙野 武 
鎌ケ谷市自治会連合協議会 理事 

東部地区 代表 

浅海 光三 （～令和 4 年 6 月 5 日） 

岡野 正  （令和 4 年 6 月 6 日～） 

鎌ケ谷市自治会連合協議会 理事 

南部地区 代表 

横須賀 努 （～令和 4 年 6 月 1 日） 

横土 俊之 （令和 4 年 6 月 2 日～） 
千葉県県土整備部都市計画課長 

笠井 真利子（～令和 3 年 4 月 6 日） 

斉藤 薫  （令和 3 年 4 月 7 日～ 

令和 4 年 6 月 1 日） 

狩谷 昭夫 （令和 4 年 6 月 2 日～） 

鎌ケ谷市総務企画部長 

利重 和彦 公募委員 

井上 毅 公募委員 
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（４）諮問書及び答申書 
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３ アンケート調査の結果 

（１）調査概要 

①調査実施の目的 

この調査は、「鎌ケ谷市都市計画マスタープラン」の検討にあたり、市民の皆さまの将

来のまちづくりに対するご意見・お考えなどをお聞きし、その声を反映するために実施し

ました。 

②調査手法 

調査対象者 鎌ケ谷市内在住の１８歳以上の市民を対象 

対象者数 ３，０００人 

対象者抽出 住民基本台帳等により抽出（６地域の人口比率から地域毎に抽出） 

配布・回収方法 郵送 

回答方式 選択式・無記名 

調査時期 
令和２年１２月１８日送付 

令和３年１月１５日締切、２月８日最終締切 

設問内容 

回答者の属性（問１～問７） 

将来の鎌ケ谷市のイメージについて（問８～問９） 

これからのまちづくりのあるべき方向（問１０～問１４） 

地域の課題（問１５～問２０） 

 

③回収結果 

区分 票数 回収率 

配付数 3,000  

回収数 1,474 49.1% 

有効回収数 1,473 49.1% 
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（２）調査結果（市全体集計） 

①将来の鎌ケ谷市のイメージについて（問８～問９） 

問 8 あなたは、将来の鎌ケ谷市全体がどのようなまちになればよいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「災害に強く安心して暮らせるまち」が 53.3%と最も高く、「買い物や通院などの生活

が便利なまち」が 51.2%と続いています。 

 

 

問 9. あなたご自身の居住環境として重視するものはどれですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「通院や買い物などの利便性」が 58.2%と最も高く、次いで「公共交通の利便性」が

30.0%、「災害時の安全性」が 28.5%と続いています。 

  

n=1473 

n=1473 

0.5%

1.6%

2.6%

5.0%

7.1%

9.0%

11.1%

20.4%

22.7%

28.5%

30.0%

58.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

記述なし

わからない、該当しない

人の集まる市街地などの都市の賑わい

美しく良好な都市景観

良好な地域コミュニティ

車での移動の利便性

公園や緑地などの環境

ゆとりある閑静な居住環境

防犯上の安全性

災害時の安全性

公共交通の利便性

買い物や通院などの利便性

0.5%

2.0%

3.3%

5.2%

5.6%

7.5%

11.5%

13.6%

21.2%

21.3%

51.2%

53.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

記述なし

わからない、該当しない

工業・産業が盛んな活気あるまち

梨などの特産品を活かした農業が盛んなまち

エネルギーを効率的に使う環境にやさしいまち

文化・芸術・スポーツが盛んなまち

あたたかいコミュニティのあるまち

魅力的なお店がある商業が盛んなまち

子育てや教育環境が充実したまち

水と緑にあふれた自然と調和したまち

買い物や通院などの生活が便利なまち

災害に強く安心して暮らせるまち
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②これからのまちづくりのあるべき方向（問１０～問１４） 

問 10 新鎌ケ谷駅周辺の魅力向上に重要な機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「病院、福祉、スポーツ施設など、健康・医療・福祉機能」が 45.0%で最も高く、次いで

「レストランなどの飲食サービスや衣料品店などの商業機能」が 32.7%、「災害時には避

難や救援活動に役立つ防災機能」が 28.4%と続いています。 

 

問 11. 中沢地区周辺のまちづくりについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「道路網の整備促進」が 44.7%で最も高く、「ファイターズタウンなどの地域資源を生か

したまちづくり」が 30.1%、「公共交通の検討・充実」が 29.9 %と続いています。 

n=1473 

n=1473 

1.0%

2.1%

9.4%

10.7%

13.6%

15.4%

17.2%

19.1%

28.4%

32.7%

45.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

記述なし

わからない

人々が集い、にぎわう

空間などの交流機能

保育園や子どもの

遊び場などの子育て支援機能

新たな事業や就労の場などの

産業振興機能

教育機関や文化施設などの

文化・教育・学び機能

娯楽施設などの

レジャー・レクリエーション機能

多くの人が便利で

快適に居住できる住機能

災害時には避難や

救援活動に役立つ防災機能

レストランなどの飲食サービスや

衣料品店などの商業機能

病院、福祉、スポーツ施設など、

健康・医療・福祉機能

1.6%

2.6%

11.1%

18.1%

18.9%

25.1%

29.9%

30.1%

44.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他

記述なし

わからない

災害に備えたまちづくり

生活サービス施設の充実

市南部の緑豊かな環境を生かしたまちづくり

公共交通の検討・充実

ファイターズタウンなどの地域資源を生かしたまちづくり

道路網の整備促進

n=1473 
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問 12 道路整備について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「歩行者や自転車の安全を重視した歩道や自転車専用レーンの整備を行う」が 64.6%で最

も高く、「渋滞を解消するために、骨格となる幹線道路を整備する」が 59.1%、「日常生活

に密着した生活道路の維持・修繕を行う」が 40.2%と続いています。 

 

問 13 公共交通について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「利用者に応じて、便数、時間帯を設定する」が 50.6%と最も高く、次いで「現状より充

実させていくべきだ」が 47.5%、「現状の程度で維持していくべきだ」が 30.3%と続いて

います。 

n=1473 

n=1473 

1.0%

1.3%

10.8%

15.3%

40.2%

59.1%

64.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

わからない、該当しない

記述なし

くつろぎや語らいの場となるコミュニティ道路（歩

行者優先・歩車共存道路）を整備する

街路樹や植栽などにより美しい景観の道路とする

日常生活に密着した生活道路の維持・修繕を行う

渋滞を解消するために、骨格となる幹線道路を整備

する

歩行者や自転車の安全を重視した歩道や自転車専用

レーンの整備を行う

n=1473 

1.8%

6.7%

8.7%

23.9%

30.3%

47.5%

50.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

記述なし

わからない、該当しない

人口減少や利用者数の減少などにより、

公共交通の縮小はやむを得ない

デマンド型交通（電話予約など利用者のニーズに

応じて柔軟な運行を行う公共交通）を導入する

現状の程度で維持していくべきだ

現状より充実させていくべきだ

利用者に応じて、便数、時間帯を設定する
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問 14. 防災まちづくりについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「緊急物資の輸送路や避難経路となる幹線道路を整備する」が 34.1%で最も高く、「地震

などの災害時に倒壊する建物を減らすため、耐震化を促進する」が 29.4%、「倒壊の恐れ

のあるブロック塀の撤去を支援する」が 26.5%と続いています。 

 

③地域の課題（問１５～問２０） 

問 15. お住まいの地域の土地利用・建物についての課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「近くに商業施設や医療福祉施設がない」が 35.0%と最も高く、次いで「わからない、該

当しない」が 33.7%、「空き家や空き地が多い、増えている」が 30.0%と続いています。 

 

n=1473 

n=1473 

1.9%

4.0%

8.5%

9.2%

17.4%

17.8%

18.9%

20.9%

26.5%

29.4%

34.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

記述なし

わからない、該当しない

土砂災害の恐れのある区域内への建築を制限する

河川整備などの治水対策を進める

住宅地などにおける雨水の排水対策を進める

災害時でも住民同士で助け合えるような地域主体の防災活動を強化する

建物の不燃化や建物間のゆとりを確保した住宅地を形成する

延焼を防ぎ、避難場所ともなる公園、広場などの整備を進める

倒壊の恐れのあるブロック塀の撤去を支援する

地震などの災害時に倒壊する建物を減らすため、耐震化を促進する

緊急物資の輸送路や避難経路となる幹線道路を整備する

2.9%

5.2%

6.0%

14.8%

18.3%

30.0%

33.7%

35.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

記述なし

住宅と工場などが混在している

景色や環境を阻害する建物や広告物などが増えている

一つの敷地が分割され、２棟以上の家が建築される

老朽化した住宅が密集している

空き家や空き地が多い、増えている

わからない、該当しない

近くに商業施設や医療福祉施設がない
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問 16. お住まいの地域の道路についての課題 

 

 

○「国道や県道などの幹線道路がよく渋滞し、車で利用しづらい」が 44.3%で最も高く、次

いで、「住宅地の中にある生活道路が狭い」が 43.1%、「歩道がなく、安心して歩けない」

が 37.5%と続いています。 

 

問 17. お住まいの地域の公共交通についての課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「わからない、該当しない」が 33.9%で最も高くなっています。「目的地（商業施設・病

院等）への電車・バスによるアクセスが悪い」が 28.5%、「バスの本数が少ない」が 21.

9%と続いています。 

 

1.8%

5.8%

18.4%

31.3%

37.5%

43.1%

44.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

記述なし

わからない、該当しない

道路の適切な維持・修繕が必要である

住宅地を抜け道として通過する車が多い

歩道がなく、安心して歩けない

住宅地の中にある生活道路が狭い

国道や県道などの幹線道路がよく渋滞し、車で利用しづ

らい

n=1473 

n=1473 

3.1%

4.5%

12.3%

12.7%

14.5%

17.2%

21.9%

28.5%

33.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

記述なし

電車の本数が少ない

乗り場や乗り継ぎの案内がわかりづらい

バリアフリー化が不十分で使いにくい

利用料金が高い

自宅の近くに駅・バス停がない

バスの本数が少ない

目的地（商業施設・病院等）への電車・バスによるアクセスが悪い

わからない、該当しない
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問 18. お住まいの地域の公園・緑地・環境についての課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「身近な公園や広場が不足している」が 33.5%と最も高く、次いで「わからない、該当し

ない」が 26.1%、「開発が進み、自然が減少している」が 24.6%と続いています。 

 

 

問 19. お住まいの地域の教育・福祉のまちづくりについての課題 

 

 

○「学習やスポーツ等、学び楽しむ場が不足している」が 35.5%と最も高く、「わからない、

該当しない」が 29.4%、「高齢者、障がい者のための施設が不足している」が 29.3%と続

いています。 

 

  

3.5%

7.9%

20.0%

23.2%

29.3%

29.4%

35.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

記述なし

学校、保育園等、教育・保育施設が不足している

公共施設の無線通信環境の整備が不十分である

交流やふれあいの場が不足している

高齢者、障がい者のための施設が不足している

わからない、該当しない

学習やスポーツ等、学び楽しむ場が不足している

n=1473 

n=1473 

2.4%

11.0%

16.2%

17.4%

22.7%

24.6%

26.1%

33.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

記述なし

耕作されていない農地が増えている

廃棄物などの不法投棄が多い

国道や県道などの幹線道路沿道の騒音・排気ガスが気になる

公園の維持管理が不十分である

開発が進み、自然が減少している

わからない、該当しない

身近な公園や広場が不足している
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問 20. お住まいの地域の防災についての課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「避難場所に誘導する案内板が少ない・わからない」が 36.4%と最も高く、「わからない、

該当しない」が 28.3%、「道路が狭く、消防車両が入れない」が 28.2％と続いています。 

 

 

 

  

n=1473 

2.9%

3.3%

12.1%

12.1%

23.8%

28.2%

28.3%

36.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

記述なし

土砂災害などの危険性がある

老朽化した建物が密集し、大規模火災の危険性がある

浸水などの危険性がある

災害発生時の避難所などが近くにない・行くのが困難

道路が狭く、消防車両が入れない

わからない、該当しない

避難場所に誘導する案内板が少ない・わからない
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４ オープンハウスの結果 

（１）開催概要 

①実施の目的 

鎌ケ谷市都市計画マスタープランの改定に係る情報を市民に広く情報提供するととも

に、市民意向の把握を目的として実施しました。 

②実施内容 

タイトル 第１回 鎌ケ谷市都市計画マスタープランオープンハウス 

日時 
令和３年 11 月 15 日（月）～11 月 18 日（木） 

午前８時半～午後 5 時 15 分まで 

場所 鎌ケ谷市役所 市民ホール 

内容 

情報提供は、都市計画マスタープラン全体構想の内容を抜粋し、展

示パネルを作成しました。市民意向の把握は、シールアンケートを４

項目作成しました。 

（シールアンケートの項目） 

①鎌ケ谷市都市づくりの目標のおよそ 20 年後の将来の暮らしのイ

メージについていいな！と思うものはどれですか？ 

②新鎌ケ谷駅周辺・北千葉道路沿道まちづくりについて 

鎌ケ谷市では、将来の北千葉道路の整備も含め、新鎌ケ谷駅を中心

に新たなまちづくりを進めています。 

あなたは、どんなものがあったらいいのになぁ～と思いますか？ 

③鎌ケ谷市の景観について 

あなたは「景観計画」や「景観条例」をどの程度知っていますか。 

市内のまち並みや景観に対する満足度を教えてください 

④鎌ケ谷市のコミュニティバス「ききょう号」について 

あなたはコミュニティバスを利用したことはありますか。 

市内の公共交通（電車、路線バス、コミュニティバス、タクシー）

に対する満足度を教えてください。 

来場者数 171 名（アンケート非回答者を含む） 
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タイトル 第２回 鎌ケ谷市都市計画マスタープランオープンハウス 

日時 
令和４年 8 月 16 日（火）～8 月 19 日（金） 

午前８時半～午後 5 時 15 分まで 

場所 鎌ケ谷市役所 市民ホール 

内容 

情報提供は、都市計画マスタープラン（案）の内容を抜粋し、展示

パネルを作成しました。市民意向の把握は、シールアンケートを２項

目作成しました。 

（シールアンケートの項目） 

①鎌ケ谷市の景観について 

あなたは「景観計画」や「景観条例」をどの程度知っていますか。 

市内のまち並みや景観に対する満足度を教えてください 

②鎌ケ谷市のコミュニティバス「ききょう号」について 

あなたはコミュニティバスを利用したことはありますか。 

市内の公共交通（電車、路線バス、コミュニティバス、タクシー）

に対する満足度を教えてください。 

来場者数 203 名（アンケート非回答者を含む） 
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（２）シールアンケート結果 

第１回鎌ケ谷市都市計画マスタープランオープンハウスでは、20 年後の将来の暮らしの

イメージや、新鎌ケ谷駅周辺・北千葉道路沿道まちづくりについてのシールアンケートを実

施しました。以下にその結果を整理します。 

問 ３つの都市づくりの目標には 20 年後の将来の暮らしのイメージが設定されています。

それぞれの目標でいいな！と思う「将来の暮らしのイメージ」にシールを貼ってくださ

い。（複数回答可） 

  

鉄道駅の周辺は、通勤利便性が高く、様々なお店で買い物ができます。また、行政サービスや医療サービスが充実
しています。休日にはスポーツやレクリエーションなど多様な活動を楽しむことができ、便利さとゆとりが調和し
た住環境に、多くの人が暮らしています。 

季節の樹木や草花に彩られた駅前などの広場空間では、子どもからお年寄りまで様々な人々が憩い、ふれあう姿が
見られます。時にはイベントなどが開催され、多くの人でにぎわっています。 

歩行者や自転車に配慮された道を歩くと、様々な都市機能が集まるまちなかと鎌ケ谷の魅力となる水や緑、歴史な
どをたどることができ、歩くことが楽しいまちがつくられています。 

北千葉道路やアクセス道路が整備され、東京方面や成田空港方面へのアクセスが向上し、交通利便性が高まってい
ます。その周辺には、就業の場ともなる産業が立地し、まちの活力となっています。 

整備された幹線道路の沿道は地域の状況に合わせて、商業・業務などの施設が適切に立地し、地域の暮らしを支え
ています。 

鉄道駅やコミュニティ施設、学校など地域の核となる場を中心に、健康づくりや文化活動、人々の交流が行われて、
地域の暮らしが支えられています。 

都市計画道路の整備が進み、自転車や歩行者が安心して通行できる環境が整ってきました。公共交通が適切に維持
されて、利便性の高い市街地へのアクセスが確保されています。 

子どもたちは地域の中で見守られながら、遊び・学ぶことのできる環境が充実しています。身近な公園や広場では、
子どもたちの元気いっぱいな姿がみられます。 

多様な働き方が実現し、自然環境が豊かな郊外でゆとりある暮らしを楽しみながら暮らす人が増えています。 

地域での防災・防犯活動の充実や災害リスクへの対応など、災害に強いまちづくりにより、安心して暮らせるまち
となっています。 

子どもたちは豊かな緑や水に触れながら、元気いっぱいに成長しています。 

豊かな緑や水、歴史・文化が暮らしの中に息づいています。市民の憩いや散策の場が充実し、市外からも家族連れ
など多くの人が訪れています。 

多くの施設で様々なスポーツに触れることができ、スポーツ・レクリエーションに親しむ環境が整い、市民の健康
増進が図られています。 

梨などの果樹園や野菜などの畑等、農地の広がる景観が美しく保たれています。また、体験農園や観光農園などで、
多くの人が豊かな恵みを享受しています。 

自然環境の保全や緑化活動が進められ、また都市機能の集約や公共交通の充実により、地球温暖化防止につなが
り、脱炭素・循環型のまちづくりが進められています。 
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新鎌ケ谷駅周辺・北千葉道路沿道まちづくりについて 

問 鎌ケ谷市では、将来の北千葉道路の整備も含め、新鎌ケ谷駅を中心に新たなまちづく

りを進めています。あなたは、どんなものがあったらいいのになぁ～と思いますか？ 

欲しいと思うものにシールを貼ってください（複数回答可）。 
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学校等の教育施設

図書館や博物館などの文化施設

コンサートホール等の音楽施設

公民館等の交流施設

サテライトオフィス

流通業務施設

緑道、サイクリングロード

市民農園や体験農場

花畑、森林等の緑地

公園、広場

介護施設、福祉センター

保育園、子育て支援施設

病院・医療施設

カフェやレストラン等、飲食店

衣料品や雑貨等、ショップ

スーパーやドラッグストア

ショッピングモール

シェアサイクル、シェアカー

道の駅やテーマパーク等の観光施設

映画館やカラオケ等の遊技施設

プールや体育館等のスポーツ施設

キャンプ場等、アウトドア施設

その他

新鎌ケ谷駅周辺・北千葉道路沿道まちづくりについて (人) 
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その他:郵便局、北千葉道路の地中化実現、ものづくり工房、映画館、サテライトオフィスを兼ねたインキュベー

ション施設 
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